
Ⅰ　 はじめに

　近刊社史　周知のように，エクソンモービル社

（Exxon Mobil Corporation）は，前身企業を含め

れば世界の石油産業の発祥後の１９世紀後半期か

ら今日までの１世紀をはるかに超える長期に亘っ

て，変わることなく業界最大あるいは業界を主導

する企業の１社であった（１９８２年にスタンダード

石油トラスト〔Standard Oil Trust〕の構成企業

の１社として創立。１９７２年１０月末までの社名は

ニュージャージー・スタンダード石油会社

〔Standard Oil Company（New Jersey）〕。それ

以降はエクソン社〔Exxon Corporation〕。１９９９年

１１月末にモービル社〔Mobil Corporation〕を買

収してエクソンモービル社となる）（１）。同社につ

いては，これまで，創立以降（但し，ジョン D. 

ロックフェラー〔John D. Rockefeller〕などの創

業者達が１９世紀中葉に石油事業に着手して以降

１８８２年までの前史を含む），１９７５年までを対象と

して，何れも大部の４巻の社史が存在した（１９５５

年に刊行の第１巻から１９８８年の第４巻まで）（２）。

２０１３年にこれらに加えて，「第１次石油危機」

（１９７３年）以降２００５年頃までを対象時期とした

第 ５ 巻 が 公 刊 さ れ た。Joseph A. Pratt with 

William E. Hale, Exxon: Transforming Energy, 

１９７３-２００５（Dolph Briscoe Center for American 

History, the University of Texas at Austin, ２０１３，

�   � � ＋ ６３８pp.）がそれである。これらの社史は，

いずれもエクソン社（エクソンモービル社）から

執筆の依頼を受けた経営史家によって書かれた。

執筆者達は，主たる史資料として，同社が所蔵し，

社外には一切公開しない内部文書（Exxon Mobil 

Archives. 近刊社史ではExxon Corporate Archives

と記載）を利用しており，また，同社の新・旧の

多数の経営陣に対する聞き取りがなされている。

その意味では，社内の意思決定過程をはじめとし

て外部の研究者が知ることのできない重要な事実

や統計が多々含まれている。エクソンモービル社

の企業活動の全体像，業界内での優位の根拠など

を明らかにする上で，社史の刊行は大きな意義を

有する。　

　近刊社史（第５巻）が対象とする１９７０年代前

半（「第１石油危機」）以降，世界の石油産業界に

おいては，国際石油企業群が，それまで中東など

で保持した油田支配権を喪失する，世界の原油供
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給に占める産油国政府（国営石油企業）の地位が

躍進する，戦後の高度経済成長が終焉し，各国経

済は「脱石油」へ転換する，などの事態が生起し

た。世界経済に占めるエネルギー源としての石油

の地位が相対的に低下したことは周知の通りであ

る。

　こうした現実の下，エクソン社は，油田支配権

を喪失したヴェネズエラ，中東などで引き続き原

油の入手（現地政府からの買取りなど）を目指す

一方，未踏の地域・海域での油田，天然ガス田の

探鉱・開発などに着手した。石油製品の生産（原

油の精製），販売などでも事業戦略の再構築が図

られた。さらに同社は，石油・天然ガス事業以外

の分野へも試行錯誤を伴いながら進出を試みた

（事業の多角化）。エクソン社は，石油産業全体

の歴史的変貌の渦中にあって，石油業界内での地

位，支配力の維持・強化を追求する一方，新たな

事業分野の開拓も模索したのであった。

　２１世紀初頭あるいは今日のエクソンモービル

社の活動に見られる諸特徴のいくつかは，１９７０

年代前半の歴史的転換期を１つの重要な起点とし

て創出されたと考えられるのである。

　本稿の主題と構成　本稿は，現代の世界石油産

業の形成過程，世界の石油産業史における現段階

と今後の展望を明らかにする作業の一部として，

エクソン社（エクソンモービル社）の１９７０年代

初頭以降，２１世紀の最初の数年間までの活動の

分析を試みる。世界の石油産業の支配体制，産業

構造の変容などは，業界を主導する企業の活動を

考察することでその重要な一端が明らかになるよ

うに思われる。本稿は，近刊の社史，およびエク

ソン社（エクソンモービル社）の株主向け年次報

告書などの公表資料を主たる典拠とし，これに他

の資料・文献を用いて，この課題に接近する。

　しかし，これらの典拠等からエクソン社（エク

ソンモービル社）の活動の全体を明らかにするこ

とには，むろん限界がある。近刊の社史が取り上

げた考察対象や記述内容については，以下で必要

に応じて述べるように，エクソン社（エクソン

モービル社）の全体像の解明の観点からは，疑問

を持たざるを得ない部分が少なからず見られる。

その最も大きな問題は，社史では，エクソン社に

よる製品販売活動，製品市場における支配体制が

考察の対象外とされたことである（３）。

　本稿は，エクソン社（エクソンモービル社）の

２１世紀の初頭頃までの活動について，第１に，

エクソン社にとって投資額，獲得利益額などの点

で最重要の活動分野を構成し，一般に上流部門

（Upstream）と呼ばれる原油・天然ガスの生産事

業（４），第２に，精製事業を中心とした下流部門

（Downstream），第３に，事業の多角化の急進

展，および８０年代，特に半ば以降の事業の整

理・処分，第４に，経営の組織と管理体制の再編

成，第５に，エクソンモービル社の成立とその後

の活動，主としてこれらを考察する。最後に，以

上を踏まえて，現段階のエクソンモービル社の形

成過程について，その主な要点を取りまとめる。

石油製品の販売，製品市場での活動については，

現時点においては資料の制約により，他日の課題

とする。

Ⅱ　原油生産事業の再構築と新展開

　本節の課題は，１９７０年代に中東などで原油と

油田に対する支配権を失ったエクソン社による原

油生産事業の再構築の試み，および今日の同社

（エクソンモービル社）の原油（および天然ガス）

の生産体制の形成過程を探ることである。但し，

この課題の一部分については，私はかつて旧稿に

て検討を試みた（５）。それゆえ，本節では，すでに

知られている活動については，必要最低限の記述

にとどめ，その多くを省略する。また，他の節と

は議論の進め方がやや異なるが，まず社史の記述

に沿いながらエクソン社（エクソンモービル社）

による活動を考察し，ついで社史に含まれた問題

点を指摘する。この節は，社史に対する論評も１

つの目的としたい。

　本節では，以下の３つを検討する。第１に，

１９７０年代における中東（サウジ・アラビア）での

原油と油田に対する支配権の喪失とエクソン社の

これへの対応，第２に，１９７０年代の半ばないし後

半に成果（原油の生産）を生み出すアラスカ（ア
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メリカ），北海（ヨーロッパ）での新規生産拠点

の形成，第３に，時代としては１９９０年代初頭以

降であるが，それまで事実上未踏であった地域・

海域への進出，および７０年代に一旦撤退した産油

国への再進出，である。

〔１〕サウジ・アラビア政府の「事業参加」に対

　　　するエクソン社の対応

　エクソン社は，周知のように１９７０年代初頭以

降，８０年代初頭頃までの１０年ほどの期間に，ラ

テン・アメリカのヴェネズエラ，中東におけるサ

ウジ・アラビア，イラク，イランなど，および北

アフリカのリビアにおいて原油と油田に対する支

配権を失った（６）。以下では，中東における同社の

最大の原油獲得拠点であり（第１表参照），７０年

代に大きな生産伸長を遂げ，１９８０年までに旧ソ

連邦，アメリカと並んで世界最大級の原油生産国

に転成したサウジ・アラビアでの活動を考察する

（第２表参照）。但し，本稿では，サウジ・アラ

ビア政府による「事業参加」へのエクソン社内部

の議論，「事業参加」への同社の対応に限定する。

サウジ・アラビアでの原油の生産ないし獲得それ

自体についての考察は省略する（７）。

　これも周知のように，エクソン社は，他の国際

石油企業との共同所有会社アラムコ（アラビア・

アメリカ石油会社〔The Arabian American Oil 

Company：Aramco〕）（８） に対する所有権に基づき

サウジ・アラビア原油を獲得した。だが，サウジ・

アラビア政府による「事業参加（participation）」

（１９７３年１月以降）によって，それまでアラムコ

が保持した原油生産事業を遂行する諸権利，油

田，生産施設，製油所などの所有権の一切は，

１９８０年４月にはサウジ・アラビア政府の手に移行

した（９） 。

　エッソ・ミドル・イーストの文書　社史によれ

ば，１９７５年にエクソン社は，同社にとって，サウ

ジ・アラビア政府による１００％の「事業参加」が，

現行のアラムコ社による少数権益保有（４０％）よ

り望ましい，との立場をとったとされている。エ

クソン社の中東地域担当部門エッソ・ミドル・イー

スト（Esso Middle East）の経営陣が，本社の最

高幹部で構成される経営委員会（Management 

Committee. 第５節，特に注〔２５１〕を参照）に宛て

た文書（１９７５年５月７日付）によれば，第１に，

エクソン社（アラムコ社）は，所有権（権益比率）

に応じた大規模な資金の拠出を求められるが，拠

出した資金（投資）に対して同社には何らの支配

権（control）もない，第２に，この投資からはほ

とんど利益（payout）を得ることは出来ない，と

のことである（１０）。社史には，この文書の紹介に続

けて，エクソン社は，部分的に権益を所有するよ

りはサウジ・アラビア政府による完全所有が有利

であるとの結論に達したこと，エクソン社の交渉

担当者は，１００％の国有化（「事業参加」）に対し

て慎重な姿勢をとるサウジ・アラビアの石油・鉱

物資源相（S. A. Z. ヤマニ氏〔Sheik Ahmad Zaki 

Yamani〕）に対して，国有化に向けて積極的に動

くよう働きかけたこと，さらに，同社の企画担当

者達は，原油の確保（買取り）のために，国営企

業などとの共同事業（製油所の拡張，石油化学装

置の建設など）に取り組み，友好関係を維持する

ことが適切であると述べたこと，以上が記述され

ている（１１）。

　もっとも，社史によれば，エクソン社はこうし

た立場や見解などを外部には公表しなかったよう

である。それは，ひとつは，産油国政府による国

有化の諸問題で世界の各国政府と協議しているア

メリカ連邦政府の交渉上の立場を弱めると判断し

たから，とのことである。それは，同社のかかる

見解は，国有化に抵抗する企業，あるいは国有化

にさらされた企業を支援するアメリカ政府の立場

とは矛盾，あるいは齟齬をきたすとの趣旨と思わ

れる。いま１つは，エクソン社が，抵抗なく完全

国有化（１００％の「事業参加」）に賛同の意向を示

せば，サウジ・アラビア政府から支払われる補償

額が減額され，さらに，後にアラムコがサウジ・

アラビア政府（国営企業）に提供する技術指導等

のサービス（役務）への対価（後述）もまた引き

下げられる，との懸念からとされている（１２）。なお，

他のアラムコ所有企業がエクソン社と同様の見解

を保持したかどうかは不明である。
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９７

８
- ８
０

年
は

リ
ビ

ア
な

ど
。
１９

８１
- １９

８９
年

は
，

中
東

に
含

ま
れ

る
。
１９

９０
 -１
９９

８
年

は
「

そ
の

他
」

に
含

ま
れ

る
。
１９

９９
年

以
降

の
生

産
量

は
，

西
ア

フ
リ

カ
諸

国
（

ナ
イ

 
　

ジ
ェ

リ
ア

，
赤

道
ギ

ニ
ア

，
ア

ン
ゴ

ラ
，

チ
ャ

ド
な

ど
）

か
ら

で
あ

る
。 

  
  
  
  
  
（

5）
極

東
は

マ
レ

ー
シ

ア
な

ど
。

  
  
  
  
  
（

6）
北

海
（

イ
ギ

リ
ス

領
，

ノ
ル

ウ
ェ

ー
領

）
で

生
産

さ
れ

た
原

油
は

１９
７５

年
か

ら
計

上
。

旧
西

ド
イ

ツ
，

そ
の

他
で

の
生

産
を

含
む

。 
 

 
  
  
  
  
  
（

7）
１９

９０
-２０

００
年

は
，

そ
の

他
に

含
ま

れ
る

。
  
  
  
  
  
（

8）
ラ

テ
ン

・
ア

メ
リ

カ
諸

国
（
１９

７０
-２０

０３
年

ま
で

。
但

し
，
１９

７０
-７５

年
は

ヴ
ェ

ネ
ズ

エ
ラ

を
除

く
），

旧
ソ

連
邦

（
但

し
，
２０

００
年

ま
で

），
ア

ジ
ア

の
一

部
（
２０

０８
-２０

１０
年

）
な

ど
。

（
出

典
） 

  
  １
９７

０
-７７

年
は

，
E
xx

on
〔

8〕
，
１９

７７
 F

O
R
，

pp
.３０

-３１
，
１９

７８
-８１

年
は

，
１９

８１
 F

O
R
，

pp
.３４

-３５
，

よ
り

。
さ

ら
に

，
E
xx

on
〔

8〕
，
１９

７６
 F

O
R
, p

p.３
０
-３１

，
１９

８１
 F

O
R
，

p.４
４
，

も
参

照
。

な
お

，
１９

７０
年

代
末

頃
ま

で
は

，
こ

こ
で

用
い

た
典

拠
資

料
（

財
務

・
事

業
報

告
書

（〔
F
in
an

ci
al
 a
nd

 O
pe

ra
ti
ng

 R
ev

ie
w
〕）

に
記

載
さ

れ
た

各
年

の
各

国
・
地

域
別

生
産

量
，

合
計

量
の

数
値

は
，

後
年

に
し

ば
し

ば
修

正
さ

れ
て

い
る

。
１９

８２
-８５

年
は

，
E
xx

on
〔

7〕
，
１９

８５
 A

R
，

p.４
６
, １
９８

６
-８９

年
は

，
１９

８９
 A

R
, p

.４８
，
１９

９０
-

９４
年

は
，

E
xx

on
〔

8〕
，
１９

９４
 F

O
R
，

p.３
８
，
１９

９５
-９８

年
は

，
１９

９８
 F

O
R
，

p.４
０
，

よ
り

。
１９

９９
-２０

０３
年

は
，

E
xx

on
 M

ob
il〔

11
〕，

２０
０３

 F
O
R
，

p.５
４
，
２０

０４
-０７

年
は

，
２０

０７
 F

O
R
，

p.６
０
，
２０

０８
-１０

年
は

，
２０

１１
 F

O
R
，

p.
42

，
よ

り
。

な
お

，
E
xx

on
 M

ob
il〔

11
〕，

２０
０５

 F
O
R
，

p.
56

，
も

参
照

。
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第
２
表

　
主

要
国

・
地

域
別

の
原

油
生

産
量

，
１９

７０
-２０

１０
年

（
１

）　

（
注

）　
（

1）
シ

ェ
ー

ル
・

オ
イ

ル
，

オ
イ

ル
・

サ
ン

ド
（

タ
ー

ル
・
サ

ン
ド

）
か

ら
得

ら
れ

た
原

油
，

天
然

ガ
ス

液
を

含
む

。
な

お
，

重
質
（

he
av

y 
oi
l）

の
扱

い
は

不
明

で
あ

る
。

  
  
  
  
  
（

2）
１９

７０
-１９

８４
年

は
旧

ソ
連

邦
全

体
。
１９

８５
-２０

１０
年

は
ロ

シ
ア

の
み

。
  
  
  
  
  
（

3）
左

欄
の

イ
ラ

ン
，

サ
ウ

ジ
・

ア
ラ

ビ
ア

以
外

に
イ

ラ
ク

，
ク

ウ
ェ

ー
ト

，
ア

ラ
ブ

首
長

国
連

邦
，

オ
マ

ー
ン

，
カ

タ
ー

ル
な

ど
を

含
む

。
  
  
  
  
  
（

4）
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア
，

リ
ビ

ア
，

ナ
イ

ジ
ェ

リ
ア

，
ア

ン
ゴ

ラ
，

チ
ャ

ド
な

ど
。

（
出

典
） 

  
  
B
P〔

２０
〕，

に
よ

る
。



　エクソン社が，１９７５年時点で，同社（アラム

コ）が権益の一部を保持するより，サウジ・アラ

ビア政府による１００％の「事業参加」が望ましい

との結論に至ったとの社史の記述は，これまで一

般に知られていたこととはかなり異なっているよ

うに思われる。従来，エクソン社は，他の国際石

油企業と同様に権益の喪失に抵抗し，やむをえず

サウジ・アラビア政府の「事業参加」（および「参

加比率」の引き上げ）を受け入れたと考えられた

からである。

　とはいえ，１９７５年時点でエクソン社がサウジ・

アラビア政府による完全所有（１００％の「事業参

加」）を肯定ないし推奨したとすれば，サウジ・

アラビアでの原油と利益の獲得にとってそれは妥

当な判断だったのであろうか。以下では，エッソ・

ミドル・イーストの如上の主張について検討し，

サウジ・アラビアでの原油生産についてのエクソ

ン社の状況認識，同社の活動の一断面を探ること

としたい。

　少数権益所有と支配権　まず第１に，エクソン

社（アラムコ社）は，権益比率に応じた大規模な

資金の提供を求められるが，この投資に対しては

何らの支配権もない，との見解について。これ

は，権益を少数所有しても，エクソン社などの所

有企業，アラムコには原油生産などの活動に対す

る経営権がないとの主張であろう。１９７５年の時点

でサウジ・アラビア政府は，アラムコ社の活動に

対する多数権益（６０％）を持っていたのであり，

この数値からすれば経営の決定権がより多くサウ

ジ・アラビア政府側にあったことは明らかであろ

う。もっとも，１９７３年初頭以降の１年間，サウ

ジ・アラビア政府の権益が少数の２５％にとどまっ

ていた段階でも，アラムコあるいはエクソン社な

どが，サウジ・アラビア政府の意向と異なる決定

を下すことは現実には困難であったと考えられ

る。アメリカ連邦議会（上院）の公聴会（１９７４年

２，３月）に提出されたカリフォルニア・スタン

ダード石油（アラムコ社の所有企業の１社。本節

前注〔８〕を参照）の文書（１９７３年１１月２０日

付）には，アラムコ社の取締役会での次年度（１９７４

年）の予算と事業計画が，サウジ・アラビア政府

が提出した指針（guidelines）に沿って決定され

たことが記されている（１３）。この事実は，サウジ・

アラビア政府の「事業参加」比率の大小にかかわ

らず，エクソン社などアラムコの所有企業にとっ

ては，アラムコの経営，原油生産などにおいて同

政府の意向を踏まえること，同政府との協調体制

を堅持することが不可欠であったことを意味する

ように思われる。このことからすれば，エクソン

社などに，アラムコの活動についての支配権ある

いは決定権はないとする見解が，直ちに誤ってい

るとは言えないであろう。

　投資と利益　第２に，エクソン社（アラムコ社）

は，サウジ・アラビアにおいて資金拠出義務を果

たさなくてはならないが，ほとんど利益を得るこ

とが出来ない，との見解についてである。この点

について，社史，エクソン社の年次報告書などの

公表資料には，１９７５年時点でエクソン社が実際に

いかなる利益をアラムコ，あるいはサウジ・アラ

ビアでの活動から得ていたか，あるいは全く利益

が存在しなかったかについての記載や統計は見ら

れない。

　もっとも，これ以前の年次については，他の資

料から若干の統計を得ることは出来る。アメリカ

連邦議会（上院）での公聴会（１９７４年３月）でエ

クソン社の代表は，１９７３年にアラムコによる原油

生産事業から同社が得た利益は１バレル当たり

３４セントであり，サウジ・アラビアでの事業全体

では２億６５００万ドルであったと証言した（１４）。こ

れは，同７３年にエクソン社が世界全体で獲得し

た純利益（２４億４３２９万ドル）の１０％強に相当す

る（１５）。サウジ・アラビアでの活動から得られたこ

の金額は，長らくエクソン社の最大原油生産子会

社であったヴェネズエラのクリオール石油

（Creole Petroleum Corporation）の前年の獲得利

益（推定１億１０００万ドル。１９７３年については不

明）の２倍を超えており，決して少額とは言えな

い（１６）。だが，１９７４年１１月になると，アラムコが

権益に基づいて所有する原油（持ち分原油

〔equity oil〕と呼ばれる）１バレルについて，サウ

ジ・アラビア政府の取得額（利権料，所得税）は

９.８０ドル，アラムコの利益は１.３３ドルになったと

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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推計される（１７）。アラムコは同７４年の１－３月に

は，１バレルあたり約４.５ドルを得ていたから，１１

月までに獲得利益は激減したのである（１８）。むろ

ん，アラムコから配当金を得ていたエクソン社な

どの所有企業群の利益もまた大きく低下したこと

は，これを示す具体的な資料を得ることは出来な

いが，明白であろう。おそらく，こうした現実に

衝撃を受けたエッソ・ミドル・イーストの幹部は，

本社に対して利益の得られない投資を回避すべ

く，サウジ・アラビア政府による完全所有が望ま

しい，という見解を打ち出したのかもしれない。

　他方，社史は，サウジ・アラビアについて以上

のごとく述べていながら，他の産油国などでの活

動をも踏まえたエクソン社の１９７０年代の原油獲

得活動全体のまとめ（社史の第１章の総括部分）

では，再びエッソ・ミドル・イーストの本社宛の

文書（１９７９年１０月８日付）に言及する。そこに

は，「サウジ・アラビアは引き続き同社（エクソ

ン社，あるいはエッソ・ミドル・イーストを指す

と思われる―引用者）の主要な利益の源泉であり，

単一最大の原油獲得源である（Saudi Arabia 

remained the company’ s “major source of earnings 

and Exxon’ s largest single source of crude oil”）」

との記載があるとのことである（１９）。これは，利益

が全く得られない，などの先の記述とは相当異な

るとの印象を与える。さらに，これに先立つ記述

で，同じくエッソ・ミドル・イーストによる１９７８

年９月の本社への報告では，１９７６年以降の３年

間，中東でのエクソン社の利益は改善されており，

１９８５年には２億５０００万ドルになるであろうとの

予測まで提示されたとのことである。この場合，

最大の原油獲得拠点であるサウジ・アラビアがそ

れらの利益の多くを生み出すと想定されているこ

とは明らかであろう（２０）。もっとも，ここでの利益

（１９７６年以降の３年間）は，社史の記述から推測

する限り，アラムコがサウジ・アラビアの国営企

業に提供する技術指導など各種のサービス

（technical, operational and managerial services）

に対するサウジ・アラビア政府の支払額（料金

〔fee〕）から費用を差し引いた残余を指すようで

ある（２１）。だが，周知のように，こうしたサービス

業務の提供は，サウジ・アラビアについては，

１９８０年に権益が完全に同政府の手に移行してか

ら行われたのであり（２２），７６年以降に利益が改善

したとの議論とは噛み合わないように思われる。

　ともあれ，１９７５年時点でエッソ・ミドル・イー

ストが示した，サウジ・アラビアでの事業はほと

んど利益を生み出さない，とする判断の的確性に

は疑問が残ること，およびこうした判断を１つの

根拠として，本社の経営委員会が，サウジ・アラ

ビア政府による１００％の国有化（「事業参加」）が

同社にとってより有利であると結論づけたとすれ

ば，そうした意思決定の妥当性も問われるであろ

う。

　原油確保の重要性　１９７０年代半ば時点のエク

ソン社にとって，サウジ・アラビアでの活動にお

いて最も重要な問題は，同社の主力市場である西

ヨーロッパなどで必要とする原油を確保できるか

どうかであり，サウジ・アラビアでの活動からど

れだけの利益を得るかではなかったように思われ

る（２３）。エッソ・ミドル・イーストは，エクソン社

などにはアラムコの操業から利益が得られないだ

けでなく，実際上なんらの支配権もないとしてサ

ウジ・アラビア政府による完全所有（１００％の「事

業参加」）を提唱したようであるが，原油獲得の

観点からすれば，アラムコ（エクソン社）は，従来

に比べ権益比率は低下したが，保有した権益に基

づく原油（持ち分原油）を入手することができた。

さらにサウジ・アラビア政府の「事業参加」を決

定したリヤド協定（〔the Riyadh Agreement〕，

１９７２年１２月締結）（２４）によって，同政府の所有に

属する原油の相当部分を買い戻すことが可能で

あった（２５）。このうち，後者の原油（買戻し原油

〔buy-back crude oil〕）については，サウジ・ア

ラビア政府自らによる原油販路の開拓（原油の販

売）の進展如何などによって，実際に入手（買戻

し）できる量には変動がある，など不確実性は

あったように思われる。だが，いずれにせよエク

ソン社などが，アラムコの経営に対する決定権を

保持していないとしても，権益保有企業として応

分の原油を取得できることは不変である。原油確

保の重要性からすれば，アラムコによる操業への
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投資に対して支配権がなければ権益は不要である

（サウジ・アラビア政府の１００％所有を求める）

との議論は，妥当性を欠くように思われる。

　もっとも，先に触れたように，エクソン社の企

画担当者達は，エクソン社がサウジ・アラビア政

府と共同で製油所の拡張，石油化学装置の建設な

どを行うことで，原油を確保する道が開けるとの

見通しを抱いたようである。実際のところ，エク

ソン社はすでに前年の７４年夏頃には，サウジ・

アラビアの国営企業（ペトロミン〔Petromin：

General Petroleum and Mineral Organization〕）

との合意により，共同事業の可能性を検討するこ

ととなっていたようである（２６）。しかし，エクソン

社とサウジ・アラビア政府（国営企業）との間で，

こうした共同事業と原油獲得の関連について如何

なる議論や了解があったかは，社史，エクソン社

の公表資料などからは不明である。このような方

式で必要とするに足る規模の原油を果たして確保

できるかどうかは疑問である。

　最後になるが，「事業参加」についての１９７０年

代半ば時点におけるエクソン社内の如上の議論に

ついて，社史が用いた内部資料（Exxon Corporate 

Archives）は，そのすべてがエッソ・ミドル・

イーストの本社（経営委員会など）宛の文書・報

告である。本社の経営委員会などでの議論を扱っ

た文書等は典拠にあげられていない。サウジ・ア

ラビア政府による１００％の「事業参加」がより好

ましいとする同社の判断については，社史の記述

がどこまで的確であるか，あるいは内部資料の分

析をどこまで行ったうえで記述したのか，これら

について検討の余地が残されていると思われる。

〔２〕１９７０年代初頭以降の新規生産拠点の形成

　　　―アラスカ，北海

　中東などで油田に対する支配権の喪失にさらさ

れたエクソン社は，サウジ・アラビアなどで引き

続き原油の獲得を追求する一方，新たな生産拠点

の確保を目指した。アメリカ本国のアラスカ，

ヨーロッパの北海では，７０年代の半ばないし後

半に原油の生産が開始された（２７）。生産活動が本

格化した１９８０年代初頭ないし前半以降，１９９０年

代末頃までは，これら２つが，新たにエクソン社

の生産拠点に加わった最も重要な地域・海域で

あった。

　アラスカ　アラスカの大油田プルドー・ベイ

（Prudhoe Bay oil field. １９６８年発見。１９７２年の原

油の確認埋蔵量は９６億バレル）が，エクソン社

とアトランティック・リッチフィールド社（Atlantic 

Richfield Company：Arco. 以下，アーコ社と記載）

の共同事業によって発見されたことは周知の通り

である。だが，同油田の埋蔵原油に対する権利，

および産出される原油の最大部分は BP 社が取得

した。それは，全体の５３ - ５４％である。これに対

して，エクソン社とアーコ社は，均等にそれぞれ

２０-２１％であった（２８）。プルドー・ベイ油田の開

発，原油の生産などは，主としてこれら３社の共

同事業としてなされた。

　こうした状況を踏まえ，エクソン社が実際に如

何にして原油を獲得し，同油田を同社のアメリカ

国内最大の生産拠点ならしめたか（１９８０年代初頭

以降），などの解明が求められるところであるが，

社史の記載の多くはこれとは異なる考察に向けら

れている。それは，プルドー・ベイ油田に賦存し

た天然ガスを如何にしてアメリカ本国市場に供給

するか，といった議論である。これは，エクソン

社とアーコ社が，原油の場合とは異なり，埋蔵量

３５兆立方フィート（石油換算で約５８億バレル〔天

然ガス６０００立方フィート＝原油１バレル〕。但

し，確認埋蔵量かどうかは不明）以上とされた天

然ガスの大半（８０％）の権益を保持したことがそ

の背景にあるようである（２９）。エクソン社は，この

権益の早期の活用を考えたとされている。だが，

天然ガスをアメリカ本土（Lower ４８ states）に搬

送するには，カナダを南北に縦断するパイプライ

ンの敷設が不可欠であり，そのための費用は，

１９８０年代初頭ないし前半頃の概算と思われるが，

３００億ドル（天然ガスの処理施設の建造費などを

含む）とされた（３０）。原油パイプライン（トラン

ス・アラスカ・パイプライン・システム〔Trans 

Alaska Pipeline System：TAPS〕。油田地帯のア

ラスカ北岸からアラスカ南部の海港〔ヴァル
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ディーズ（Valdez）〕の原油積み出しターミナル

までの全長約８００マイル〔約１３００キロ・メート

ル〕のパイプライン。開通時に１日平均の輸送能

力は１２０万バレル〔１２０万バレル／日と記載。以

下同じ〕）の建造費が，１９７７年半ばの開通時まで

で約８０億ドルであったから，これを遥かに凌い

だ。この事業は採算面に重大な難点を抱えたので

ある（３１）。こうした状況は，その後も基本的に変化

は見られなかった。エクソン社（エクソンモービ

ル社）の財務・事業報告書によれば，２００７年頃，

つまり天然ガス・パイプラインの敷設構想が出さ

れてほぼ３０年を経た時点でも，なお企画の段階を

出ていないようである（３２）。

　社史は，全く成果が得られてない天然ガス事業

についてやや詳細に考察したが，肝心の原油生産

についての記述は限定されている。だが，後者の

原油生産については，長らく未解明の部分が少な

くなかった。特に，エクソン社は，プルドー・ベ

イ油田での活発な原油生産を推進する上で重要な

困難（プルドー・ベイ原油の販路の制約）を有し

ており，その困難は１９７７年６月の生産開始時点に

おいてもなお打開されなかった。同社は，プル

ドー・ベイの大規模開発については，これを抑制

する姿勢を示したのであり，早期の大量生産を目

指した BP 社とは利害を異にしたのである。

　もっとも，生産が開始されると，若干の月日を

経てと考えられるがエクソン社はこの課題・困難

を克服し，間もなく同油田を同社のアメリカ国内

の主力ないし最大油田ならしめたのである。エク

ソン社は，生産拡大の制約要因を如何にして克服

したか，プルドー・ベイ油田の開発における，

BP 社，アーコ社との意見の相違や確執に同社は

如何にして対処したか，などの解明は，アラスカ

におけるエクソン社の活動を論ずる上で不可欠の

検討課題であった。だが，社史がこの課題に応え

たとはいえない。エクソン社の活動の解明に何ら

かの新たな知見を加えたと考えることは出来ない

であろう（３３）。

　次に，１９８０年代初頭ないし前半以降のアラスカ

での活動であるが，以下の２つが重要であろう。

但し，いずれも不明の点が少なくない。第１に，

既存油田の開発，新規油田の発見である。その１

つは，プルドー・ベイ油田の発見とほぼ同時にそ

の 存 在 が 知 ら れ た 油 田（リ ス バ ー ン 構 造

〔Lisburne structure〕と呼ばれる。埋蔵量〔可採

埋蔵量（recoverable reserves）と考えられる〕

は，１９８０年代初頭頃で３０億バレル。プルドー・

ベイの油層の下に所在）である。この油田の開発，

原油の生産は，当初は技術面で困難とされたが，

１９８０年代半ば時点でほぼ打開されたようであり，

８７年から生産開始予定とされたのである（３４）。但

し，実際の生産動向，生産量などは不明である。

ついで，１９８７年に，プルドー・ベイ油田の北東沖

合にある北極海（ボーフォート海〔Beaufort 

Sea〕）に所在する油田（可採埋蔵量３億５０００万

バレル。エクソン社の権益は２１％）から原油の生

産が開始されたことである（発見年，生産量は不

明）。さらに１９９４年に，同じくプルドー・ベイ油

田の東方の海岸地帯（沖合を含む）において３億

４０００万バレル（可採埋蔵量）の油田（ポイント・

マッキンタイヤ〔Point McIntyre oil field. １９９４年

にエクソン社の権益は３８％。発見は１９８０年代〔確

定年次は不明〕）で，１日平均で１２万バレル〔１２

万バレル／日と記載。以下同じ〕以上の生産が開

始されたのであった（３５）。これらの既存油田の開

発，新規油田の発見・開発は，８０年代末頃から始

まったプルドー・ベイ油田での減産，および減産

に伴う巨大パイプライン（トランス・アラスカ・

パイプライン・システム〔TAPS〕）の輸送量の減

少への有効な対応策になったと言えよう（３６）。

　第２に，２０００年に行われた BP 社（当時の名称

は BP アモコ社〔BP Amoco p.l.c.〕）によるアーコ

社の買収とこれに対するエクソン社（エクソン

モービル社）の対応である。BP 社はアーコ社を

買収したにもかかわらず後者が保持したプル

ドー・ベイ油田の権益を入手することが出来な

かった。それは，アラスカ州政府の州有地につい

ての規定（単一企業が借地出来る面積の制限），

およびアメリカ連邦政府による独占禁止の観点か

らの懸念の表明，によるものと考えられる。BP

社は，獲得した権益を手放すこととなったので

あった（３７）。これにより，アーコ社の権益はアメリ
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カの石油大企業の１社であるフィリップス社

（Phillips Petroleum Company.  現在のコノコフィ

リップス社〔ConocoPhillips Company〕）によっ

て買い取られた。だが，エクソンモービル社はこ

れに異議を唱えた。同社は，油田発見後（１９６０

年代末）に各社が合意した協定（石油・天然ガス

の評価，査定，参加企業が持つ権益についての取

り決め）の再交渉を権益保有企業各社に求めたと

されている。その結果，協議・交渉の経過は不明

であるが，エクソンモービル社は，この当時に保

持した天然ガスの権益の４４％，および原油の２２％

の代わりに，原油と天然ガス合わせて３６％（石油

換算と考えられる）の権益を得ることとなった（３８）。

これは，同社に３万バレル／日の原油の追加獲得

をもたらしたのであった（３９）。

　北海　エクソン社による北海での油・ガス田の

探鉱，開発などは１９６０年代半ばから開始された。

社史が検討対象とした期間は１９７０年代末ないし

８０年代の前半頃までであり，この頃までに，同社

による北海での活動は，当初の期待に応える成果

を生み出すこととなった。本稿は，これ以降今日

に至る時期の考察を他日の課題とし，ここでも社

史の記載を踏まえて，活動の若干の要点を探るこ

ととする。なお，８０年代前半頃までは，エクソン

社による原油と天然ガスの生産事業は主としてイ

ギリス領でなされた。それゆえ，以下ではイギリ

ス領北海での活動を考察する。だが，周知のよう

に，ここでの活動は，同社が単独で行ったのでは

なく，ロイアル・ダッチ・シェル社（Royal Dutch 

Shell plc.  以下 RD シェル社と略記）との共同事業

（対等出資）でなされ，後者がオペレーター（作

業当事者）を担当した（４０）。

　イギリス領北海でのエクソン社の活動につい

て，社史は主として２点を検討した。第１は，

RD シェル社との協力関係についてである。同社

との事業の共同は成功であったと断った上で，

RD シェル社による予算の計上や事業の管理面に

は問題あるいは難点があったと指摘した。具体的

には，RD シェル社の費用の見積りが過小のため，

追加投資が頻繁に求められたこと，海洋生産装置

（プラットフォーム〔platform〕。後述参照）の建

設が遅延したこと，などである。後者の建設遅延

は，RD シェル社の作業工程の策定に不備があっ

たことによるようである。こうした諸点をめぐっ

てエクソン社との間で一定の緊張関係も生まれた

とされている。にもかかわらず，RD シェル社は，

問題の改善に積極的ではなく，１９７０年代について

言えば，予算超過と作業の遅延は常態化したとの

ことである（４１）。

　第２は，イギリス政府の政策に対するエクソン

社の対応である。社史によれば，１９７４年に労働党

が政権を担うと，政府は石油産業に対する統制，

あるいは部分的な国有化を図り，イギリス国営石

油会社（British National Oil Corporation：BNOC）

を設立した（１９７６年１月）。政府は，各石油企業

に，北海（イギリス領）での原油生産事業に対す

る国営企業（BNOC）の５１％参加（５１ percent of 

the participation in projects）を受け入れること，

および政府のエネルギー・産業政策に応えて，国

内製油所の能力拡張，石油関連事業へ投資などを

行うこと，これらを求め，賛同した企業に対して

は，今後の北海での鉱区の入札において優遇す

る，としたのであった。社史によれば，エクソン

社は，こうした政策に一貫して反対した企業であ

り，製油所の能力拡張を行わず，北海の鉱区の入

札（１９７８年）にも加わらなかった，とのことであ

る（４２）。

　エクソン社のみならず多くの石油企業の反発を

受け，イギリス政府（労働党政権）は，各社の既

存の原油生産事業については５１％の参加を断念

した。さらに，１９７９年に保守党が政権を掌握する

と，政府は同年，イギリス国営石油（BNOC）の

権限を制限し，１９８５年にはこれを解体した。社史

には，エクソン社は，誤った政策に強く抵抗した

企業として名声を高めた，とある（４３）。　

　以上の２点のうち，前者の RD シェルとの関

係，つまり RD シェル社が厳格な予算管理などを

行う事が出来なかったために，追加投資の発生，

建設作業の遅延などが免れなかったとの指摘につ

いては，その実態を確認するための資料の入手は

難しく，さしあたり社史の記述をそのまま受け止

める以外にはないであろう。
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　後者については，社史の記述では，エクソン社

がイギリス政府（労働党政権）の政策や要請を拒

絶した面に力点が置かれているが，それは必ずし

も正確ではないように思われる。同社およびイギ

リス子会社エッソ石油（Esso Petroleum Company, 

Limited）のそれぞれが公表した年次報告書

（Annual Report；Report and Accounts）には，

１９７６年１２月に子会社エッソ石油とイギリス政府

（およびイギリス国営石油〔BNOC〕）との間で覚

書（Memorandum of Principles）が取り交され，

この覚書によりイギリス国営石油は，エクソン社

がイギリス領北海で取得した原油の５１％まで買

い取る権利を得たこと，これと同時にエクソン社

はこれらの原油を買い戻すことを認められ，石油

事業の資産についても自社の所有権を確保したこ

と，が記されている（４４）。

　上記の覚書とこれに基づく原油の売買が何を意

味するかはやや分かりにくい印象を与えるが，そ

の主たる要点は，エクソン社（子会社エッソ石油）

が，生産した原油の半分強についてイギリス政府

による「国有化」を認めたこと，他方これを必要

に応じて買い戻し，従来どおりの活動を可能にし

たこと，これらにあるように思われる。この場

合，イギリス国営石油による買い取り価格，エッ

ソ石油の買戻し価格は，エクソン社（およびエッ

ソ石油）の年次報告書によれば，ともに市場価格

（market prices）であり，同社によれば，こうし

たイギリス政府との取り決めは，費用や利益と

いった「財務面からすれば良くもなければ悪くも

ない（neither better nor worse off financially）」

とのことである（４５）。

　社史の考察は，基本的には如上の２点に尽きて

いる。しかし，これではアラスカの場合と同様

に，本来検討すべき課題を見失うように思われ

る。社史には，１９８５年にエクソン社は，北海全体

（ノルウェー領を含む）において石油換算で４０

万バレル／日の原油と天然ガスを生産したとあ

る（４６）。だが，ここに至る生産活動と同社の意思決

定，とりわけエクソン社と RD シェル社が擁した

最大の油・ガス田ブレント（Brent filed. １９７１年

発見。原油の可採埋蔵量は１９７３年に１５億バレ

ル。スコットランドの北東沖合に位置するシェト

ランド諸島〔the Shetland Islands〕のさらに北東

１００マイルに所在。１９７６年１１月生産開始）で直

面した困難とその打開，といった分析がほとんど

なされていない。

　BP 社が，主力油田のフォーティーズ（Forties 

field. １９７０年発見。原油の可採埋蔵量は７２年時

点で，１７億６０００万バレル。スコットランド東岸

の北東沖１１０マイルに所在。１９７５年１０月生産開

始），その他によって，いち早くイギリス領北海

での最大原油生産企業となり，１９８０年に少なく

とも５１万３０００バレル／日（総生産量〔gross 

production〕と思われる。前掲第１表 注〔１〕を参

照）を生産したのに対し，フォーティーズとは油

田の発見年に大きな違いがなく，かつ原油の埋蔵

規模でもさほど見劣りしないブレントを擁したエ

クソン社の生産量が，同８０年にRDシェルと同じ

くイギリス領全体で１２万２０００バレル／日（但し

共に純生産量）にとどまった事実，およびこれを

規定づけた要因が解明されていない（４７）。

　エクソン社などの劣位とその克服については，

ブレント油田には，他の主要油田に類を見ない多

量の天然ガスが埋蔵されており，これが原油の増

産を制約したこと，エクソン社と RD シェル社が

１９８２年半ば頃までにこの制約を打開し（イギリ

ス・ガス公社〔British Gas Corporation〕への天

然ガスの販売開始），これによって原油生産を抑

制した最大の障害を取り除いたこと，これらの分

析が求められる（４８）。社史に記載された RD シェル

社の事業・予算の管理の不十分性が，建設作業

（油・ガス田の開発）などを遅らせた一因であっ

たとしても，これがエクソン社と RD シェル社の

生産遅延の主要な要因だったわけではないであろ

う。

〔３〕１９９０年代初頭以降の展開―旧ソ連邦，西ア

　　　フリカ，ヴェネズエラ

　１９９０年代初頭以降，エクソン社は，アメリカ国

内のメキシコ湾（Gulf of Mexico）の深海部（大水

深海域〔deep-water〕と呼ばれる），旧ソ連邦諸
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国（ロシア，アゼルバイジャンなど），西アフリ

カ諸国（チャド，アンゴラなど）で原油と天然ガ

スの探鉱，開発などを試みる。さらに，かつて撤

退したヴェネズエラに再び進出する。同社は，こ

れらのうちアメリカ本国をのぞき，政治・経済体

制の変容，政権の交代とこれに伴う石油などのエ

ネルギー政策の転換，国よっては内戦などの諸問

題に直面した。現地での活動にとって，企業環境

とその変貌，およびこれらに由来した諸困難に如

何に対処するかがエクソン社にとっての大きな課

題となったのである。なお，アメリカのメキシコ

湾の大水深海域での活動については，紙幅の都合

により，旧稿に譲り以下では省略する（４９）。

　旧ソ連邦　エクソン社は，社会主義国家体制の

崩壊後の旧ソ連邦諸国の中で最初の進出対象国を

ロシアとした。旧ソ連邦時代にすでに現地政府

（旧ソ連邦政府）と油・ガス田の探鉱・開発の協

力関係を有していた日本の企業（サハリン石油開

発協力株式会社〔１９９５年以降，サハリン石油ガス

開発株式会社〕）の求めに応じて，サハリン島の

北東沖合で原油と天然ガスの生産事業に参画し

た。この事業（サハリンⅠ〔Sakhalin Ⅰ 〕 と呼ばれ

る）は，エクソン社をオペレーター（作業当事者）

として，発見済みの油・ガス田の開発を目指した。

同社および共同会社は２００５年になって初めて原

油と天然ガスの生産を実現したのである（５０）。

　社史によれば，ロシア（サハリン）においてエ

クソン社は，旧ソ連邦崩壊に伴う政治・経済体制

の混沌の状況下において，現地で行う投資を確実

に回収すること，操業の合法性を立法措置によっ

て認定させること，これらを執拗に求めたとされ

ている。ロシア（旧ソ連邦）には，石油法，私権

を保護する法などは１９９０年代の初頭ないし前半

には存在しなかった。エクソン社は，第１に，こ

うした不備を埋める手段として生産物分与協定

（Production Sharing Agreement：PSA. 生産分与

協定ともいわれる）の受け入れをロシア政府に求

めた（１９９５年６月に同政府と協定締結）。この協

定は，社史によれば，産出された石油・ガスを同

社など権益の保有企業群とロシア政府との間で分

割するに先立ち，投資資金を一括負担した石油企

業側が，まず費用（費用に相当する量の原油・天

然ガス）を回収する事が出来るとされている（５１）。

これが実際にこのように運用されれば，エクソン

社にとって，少なくとも投資回収のリスクは基本

的に回避されることとなろう。

　第２に，エクソン社は，この協定を立法措置に

よって裏づけることを求めた。それは，協定の締

結時の政権との合意だけでは，将来における協定

の有効性あるいは合法性が確実に保証されるとは

言えないとの判断に基づくものであった。これを

受けてロシア議会は，１９９６年１月に生産物分与協

定に関する法（PSA law）を成立させた。だが，

エクソン社は，この法が立法化以前に締結された

協定にも適用されるかどうかが曖昧であるとし

て，さらにロシア政府との交渉を続け，最終的に

これを明確化させたのである（ロシア議会による

生産物分与協定〔１９９５年６月〕の合法性の認定。

１９９６年６月に協定の発効）（５２）。エクソン社による

現地での油・ガス田の開発は，２００１年から実質的

に始まり，上述のように４年後に生産が開始され

た（５３）。

　ところで，当初エクソン社など外国企業による

進出を歓迎し，投資の回収についても生産物分与

協定でこれを保証したロシア政府は，２１世紀に入

り国際的に原油価格が上昇し，やがて高騰といっ

た事態を見ると（５４），政府主導による石油・天然ガ

ス事業の推進，外国企業の活動の制限，といった

方向に転じ始めた。すでに，周知のところである

が，エクソン社と RD シェル社が，資本の参加を

目指した現地の最有力企業の１社（ユコス

〔Yukos〕）は，最高経営者が逮捕拘禁され（２００３

年１０月），他のロシア企業に低価格で売却され

た。さらに，社史によれば，ロシア政府はサハリ

ンⅠに対して， ２００５年１０月に予定された原油の

初出荷については，安全性などの検査の必要性か

らこれを遅らせるとの通告を行い，天然ガスはロ

シアの国策企業ガスプロム（Public Joint Stock 

Company Gazprom：Gazprom）のパイプライン

を使って輸送し，販売先もガスプロムが決定する

との意向を示した，とされている（５５）。こうしたロ

シア政府側の攻勢にエクソンモービル社がいかに

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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抵抗し，ロシア政府側とどのような交渉を行った

か，などは明らかではない（５６）。但し，国際的な資

源（原油，天然ガス）価格の高騰が資源保有国（ロ

シア）の地位や交渉力を高めたことは明らかで，

エクソンモービル社にとっては，現地での活動を

継続させるためには，ロシア政府の意向の受け入

れを回避することが出来なかったと言えよう。

　次に，旧ソ連邦におけるエクソン社のいま１つ

の活動地域は，カスピ海，あるいはその周辺に油・

ガス田を擁したアゼルバイジャン，カザフスタン

であった。もっとも，こちらについての社史の記

述は簡潔である。アゼルバイジャンで，同社は権

益を確保した２年後の１９９７年に旧ソ連邦で最初

となる原油を入手した，カザフスタンでは，エク

ソン社（モービル買収後のエクソンモービル社）

を権益保有企業の１社とした巨大油・ガス田（カ

シャガン〔kashagan field〕。本節後注〔５９〕参照）

の生産開始が，現地政府の指示によって遅延した，

などの記述がある（５７）。だが，これらの多くは周知

のところである。

　旧ソ連邦におけるエクソン社の活動について社

史の要点は，おおむね以上の通りである。だが，

社史からはエクソン社が原油と天然ガスについ

て，実際にどれほどの成果（生産量など）を得た

かはほとんど明らかではない。また，社史は，ロ

シアでの活動に旧ソ連邦についての記述の大半を

費やしたが，エクソン社は，原油の量では，カス

ピ海とその周辺の油田からはるかに多くを入手し

たと推定される（５８）。にもかかわらず，アゼルバイ

ジャン，カザフスタンでの活動の検討が簡潔にと

どまったのは，ロシア（サハリン）の場合とは異

なり，同社がオペレーターではなかったことによ

るかもしれない。だが，実際の生産量のみなら

ず，両国に所在した巨大油・ガス田群とこれに対

する権益の保有からすれば，カスピ海とその周辺

での活動により立ち入った分析が必要であったと

考えられる（５９）。

　西アフリカ　社史が検討対象とする産油国は，

チャドとアンゴラであり，前者のチャドでのエク

ソンモービル社による原油生産は２００３年に開始

され，２００６年に５万４０００バレル／日（純生産量）

を入手したと推定される（６０）。だが，これは，この

年に西アフリカで同社が得た原油（７８万１０００バレ

ル／日―前掲第１表および同表注〔４〕参照）の

７％程度である。にもかかわらず，社史はチャド

での活動にかなりの紙幅を当てた。その理由は，

貧困，内乱などの混乱，政情不安から派生する事

業・投資のリスクにエクソン社が如何に対処し，

その軽減を図ったか，その事例として有益との判

断からと思われる。

　その要点は，第１に，チャドでの原油生産事

業に，外部の公的機関である世界銀行（The 

World Bank）を関与させ，これによってチャド政

府の行動（石油事業から得られた収入〔租税など〕

の使途）に制限を加えたことである。原油生産と

これに関連する事業に必要な資金については，

その大半はエクソン社（エクソンモービル社）な

ど 外 国 石 油 企 業（シ ェ ヴ ロ ン 社〔Chevron 

Corporation〕，ペトロナス社〔Petroliam Nasional 

Berhad：Petronas. マレーシアの国営企業〕）が出

資した（２００６年に原油生産事業に対するエクソン

モービル社の権益比率は４０％。同社がオペレー

ター）（６１）。だが，エクソン社などは，貧困などの

克服を目標として掲げる世界銀行を資金提供者

（融資者）として事業に導きいれたのである。

　世界銀行は，資金の貸し付けの条件として，

チャド政府に対して，石油事業から受けとる収入

の使い道に厳しい制約を付した。具体的には，同

政府が，エクソン社などによる原油生産から入手

した収入のうち８０％を貧困の克服，国民の健康の

向上，教育などに充てる，などが条件として盛り

込まれた。チャド政府が実際に自由にしうる部分

は全体の５％に限定されたのであった（１９９９年に

同国において，石油収入管理法〔The Petroleum 

Revenues Management Law〕として法制化され

た）（６２）。エクソンモービル社などは，これによ

り，ナイジェリアなどに見られる如く，政治の腐

敗が蔓延し石油から得られる収入の多くが国民の

ために使われない，これに対する反発と反政府活

動が頻発し，さらには外国石油企業への反感が累

積する，といった事態に対処しようと考えたので

ある（６３）。　
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　だが，第２に，そうした方式は，やがて限界を

見せた。２００４，０５年頃になると，隣国のスーダン

から多くの難民がチャドに流入したこと（「ダル

フール紛争」），国内外に拠点を持つ反政府勢力が

チャド政権にとって脅威となったこと，などを理

由に同政府は軍事力の強化を図り，１９９９年の法

（石油収入管理法）を一方的に改定した。さらに，

国際的な原油価格の高騰を背景に石油事業からの

収入が増加したことで，チャド政府は２００８年には

世銀から受けた借入金のほとんどを返済したので

ある。これによって，事実上それまで余儀なくさ

れた外部機関による行動の監視や制約を取り除い

たのであった（６４）。　

　社史は，エクソン社などが，チャド政府との協

定に世界銀行という外部の国際機関を参画させる

ことで，協定の効力，あるいは拘束力を強化し，

これによって投資環境の整備（現地での貧困への

対策とこれによる外国企業への反感の緩和，な

ど）を図ったことは，実験的な手法ではあったが

有効だったと指摘した。しかし，当初，外国企業

に対して寛大に接し，控えめに行動した現地政府

が，やがて自国の利益のために従来の協定などを

破棄することはありうることであり，エクソン

モービル社には新たなリスク対策が求められるこ

ととなったと結論づけたのである（６５）。ともあれ，

こうした状況の変化はあったが，エクソンモービ

ル社などは，すでに現地に４０億ドル相当の投資を

行っており，チャド政府との協調関係の維持に努

めた。エクソンモービル社は，２００８年末までの５

年間で累計２億６６００万バレル以上の原油を輸出

したと推定される（同年の権益保有企業全体の総

生産量は１２万７０００バレル／日。エクソンモービ

ル社の権益は４０％）（６６）。

　次に，アンゴラについて。エクソン社は，アン

ゴラ沖の深海部（大水深海域）に大規模な油田が

存在するとの見通しの下に，BP 社，イタリアの

エニ社（Eni S.p.A.），ノルウェーのスタットオイ

ル社（Statoil ASA）と共同で１９９４年に現地政府

（国営石油企業）との間で生産物分与協定を締結

した（オペレーターはエクソン社）（６７）。もっとも，

アンゴラは，１９７５年にポルトガルから独立して以

降２００２年まで政権側と反政府勢力との戦闘が続

き，しかもアメリカ連邦政府が反政府勢力を支援

していたことが，エクソン社の現地での活動を難

しくしたようである。

　ともあれ，海域での探鉱活動は進展し，エクソ

ン社などは１９９８年には４つの大規模油田，さら

に翌９９年に新たに２件，２０００年に３件，をそれ

ぞれ発見した（６８）。２００２年には反政府勢力の抵抗

は終了し内戦に終止符が打たれた（アメリカ連邦

政府による現地政権の承認）。これを受けて，エ

クソンモービル社などは発見した大水深海域の油

田の開発に向かい，２００３年に最初の生産が実現し

た。その後の展開は着実で，社史によれば，２００９

年には，アンゴラの原油生産量全体はほぼ２００万

バレル／日であり，ナイジェリアを抜いてアフリ

カ最大の原油生産国となった，とある（６９）。エクソ

ンモービル社は，長期的には最も豊かな生産拠点

である第１５鉱区（Block １５. 原油と天然ガスの可

採埋蔵量〔石油換算〕は４５億バレル）に４０％の

権益を有したのである（７０）。

　社史によれば，エクソンモービル社のアンゴラ

での成功要因について，同社自身は，第１に，他

社に先んじて進出することで有望な鉱区に権利を

確保するという，いわゆる先行の利益を得たこと，

第２に，生産開始を早めることでアンゴラ政府に

よる歳入確保の要請に応えたこと，を挙げている

ようである（７１）。後者は，エクソンモービル社が，

一 般 に 早 期 生 産 と 呼 ば れ る 方 式（early 

production system）を用い，通常より２年ほど早

く生産にこぎ着けたことを指すと考えられる。こ

の方式は，建造に時間を要する生産施設（プラッ

トフォーム。生産井から汲み出される流体〔原

油・天然ガス・水〕の分離・処理などの機能を持

つ）を設営するまで，既存のタンカーを改造・転

用した浮遊式生産貯油出荷システム（Floating, 

Production, Storage, and Offloading system：

FPSO）を用いることで生産の開始を早める方式

であった（７２）。　

　以上，社史はチャドとアンゴラについて，エク

ソン社が他社との共同によってではあるが，２００３

年以降に実際に原油を獲得した経過を論じた。議
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論は，その多くが如何にして現地の投資環境に対

応し，リスクの軽減に努めたかにおかれたように

思われる。これは，むろん有益な考察である。だ

が，油・ガス田の探鉱，開発等の実際の事業の実

態や操業において直面した困難などについての検

討は，ここでも平板であり，すでに知られている

ことが少なくない。アンゴラでの浮遊式生産貯油

出荷システム（FPSO）の導入とこれを用いた早

期生産方式は，すでに他社が西アフリカのみなら

ず各地で用いており，エクソン社に独自ではな

い（７３）。　

　問題は，社史ではエクソン社によるナイジェリ

ア，赤道ギニアでの活動について全く触れていな

いことである。同社は，モービル社を買収する以

前にすでに両国で活動していたが，それは原油生

産の成果にはつながらなかった。だが，買収後に

は西アフリカでの主要な原油獲得拠点は，モービ

ル社が保持した権益に基づくナイジェリアと赤道

ギニアとなった（７４）。上述のように，やがてアンゴ

ラがエクソンモービル社にとって有力原油生産拠

点の１つに転ずることは事実であるが，２００６年時

点においても同社が獲得した原油全体の７割近く

（５３万バレル／日）は，モービル社の権益を引き

継いだナイジェリアと赤道ギニアから得られたの

であった（７５）。また，同年，西アフリカでの原油生

産量（７８万１０００バレル／日－前出）は，ヨーロッ

パ（５２万バレル／日），アメリカ（４１万４０００バ

レル／日）などをしのいだ。すでに前年より，西

アフリカはエクソンモービル社の最大の原油生産

拠点だったのである（前掲第１表参照）。モービ

ル社の買収以前の時期を含めて，これら両国での

活動を検討から外すことは適切とは言えないであ

ろう（７６）。

　ヴェネズエラ　社史によれば，エクソン社は，

１９９０年代半ばにふたたびヴェネズエラに進出し

た。９０年代初頭に，ヴェネズエラの原油の可採埋

蔵量は約９００億バレルであった。だが，これとは

別に，同国には，オリノコ地帯（Orinoco belt. オ

リノコ川〔Orinoco River〕流域など）に通常の原

油に比べはるかに重質な原油（heavy oil）が埋蔵

されており，これが開発可能となれば２５００億バレ

ル（可採埋蔵量）が新たに加わるとされたのであ

る（７７）。ヴェネズエラ政府は，国内生産量の維持と

拡大のために，重質油の開発技術等を有する外国

の石油企業の活用を図った。同政府は利権料を著

しく低位に抑えることで，国際石油企業などの進

出を促したのである（７８）。これをうけて，モービル

社，コノコ社（Conoco Inc.），テキサコ社（Texaco 

Inc.）などは早期にヴェネズエラへの進出を図っ

た。このうち，後にエクソン社と合体するモービ

ル社は，セロ・ネグロと呼ばれる事業（Cerro 

Negro project）をヴェネズエラの国営企業（ヴェ

ネ ズ エ ラ 石 油〔Petr ó  leos de Venezuela, S.  A.：

P.D.V.S.A.〕）と共同で行い（モービル社の権益は

４１.７％），アメリカのルイジアナ州のメキシコ湾岸

には共同所有の製油所を設けて重質油を軽質化し，

石油製品を取り出す事業に着手したのである（７９）。

　当初，これら企業とは異なり慎重に行動したエ

クソン社も，カナダでのオイル・サンド，重質油

の開発の経験（後述）から，オリノコ原油の開

発・生産は可能と考え，現地での事業に踏み出し

た（８０）。さらに，同社は，これだけではなく，ヴェ

ネズエラの国営石油化学企業（Pequiven）との合

弁での化学事業などへの参画も構想したのであっ

た（８１）。

　だが，１９９８年の大統領選挙後に誕生した新政府

（ウーゴ・チャヴェス〔Hugo Ch á  vez〕政権）は，

２１世紀に入り国際的に原油価格が上昇ないし高

騰すると，外国企業との共同事業から得られる利

益のうちより多くを取得しようとした。ヴェネズ

エラ政府は，エクソンモービル社など外国企業に

対して，かつての契約の改定を要求し，利権料と

税率（法人税）の一方的引き上げを実行した。２００７

年頃までには，同政府（国営企業）は，外国石油

企業群と共同で行った多くの事業の支配権を事実

上掌握したのであった（８２）。この時点で，エクソン

モービル社を含む外国企業６，７社はすでに現地で

２００億ドル以上の投資を行っており（８３），エクソン

モービル社自身は，現地での投資総額は不明であ

るが，オリノコ原油の開発だけで１５億ドルを支

出済みであった（８４）。ヴェネズエラ政府の攻勢の

下，BP 社，シェヴロン社，トタル社（Total S. A. 
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フランスの石油企業），エニ社，シノペック社

（Sinopec：China Petrochemical Corporation. 中国

石油化工集団公司〔中国石化〕），スタットオイル

社は，少数所有の立場でヴェネズエラにとどまる

こととしたが（本節前注〔８２〕も参照），エクソン

モービル社は契約の改定に応じなかったとされて

おり，同社の公表資料（財務・事業報告書）によ

れば，２００７年６月下旬に，セロ・ネグロなどの資

産は補償なく接収された，とある（８５）。同社は，原

油生産事業に再進出してからほぼ１０年でヴェネ

ズエラを去ったのである（８６）。 

〔４〕小括

　本節は，１９７０年代初頭以降，２１世紀の最初の

数年間のエクソン社（エクソンモービル社）によ

る原油（および天然ガス）の生産活動を考察した。

ここでは，あらためて社史に含まれた問題点を指

摘することで小括に代えたい。

　著者（J. A. プラット氏）によれば，社史の考察

は，今日のエクソンモービル社を形成する上で重

要な役割を果たした諸活動，同社の意思決定過程

などに焦点を当て，これらの解明にとって必要な

範囲で検討対象を取捨選択したとのことである

（前節注〔３〕を参照）。本節が考察した原油（お

よび天然ガス）の生産事業についても，社史の記

述にはこの考えが貫かれている。こうした執筆の

観点は，それ自体としては首肯しうるものである。

　ただ，この考えに基づく分析は，具体的には，

エクソン社（エクソンモービル社）が主体となっ

て戦略などを策定しえた，あるいは他社との共同

事業の場合でもオペレーター，あるいはこれに近

い存在で活動することが出来た国や地域での活動

に焦点をあてることを意味したように思われる。

これは，エクソン社が実際に生産ないし獲得した

原油や天然ガスの規模，事業に必要とされた投資

額などを考慮して，考察すべき対象を取捨選択す

る方法とは同一ではない。その結果，社史では，

アラスカについては全く成果の見られなかった天

然ガス事業にやや詳細な検討が与えられ，北海

（イギリス領）についても，本来検討すべき課題

についての考察を欠いたように思われる。

　１９７０年代半ば以降のエクソン社の原油と天然

ガスの獲得活動では，アメリカ本国のアラスカを

含め，北海，旧ソ連邦，西アフリカなどの諸外国

においても，他社との共同で探鉱，開発等がなさ

れるのが通常であった。エクソン社が，少数権益

保有にとどまる，あるいはオペレーターとしての

役割を果たさない場合も少なくなかった。だが，

これら地域・海域から産出される原油と天然ガス

がエクソン社の自社所有の原油・天然ガス（持ち

分原油・天然ガス）の相当部分を構成したのであ

り，同社にとって共同事業のパートナー企業群と

の利害を調整し，事業計画等に自社の主張を如何

に反映させるかは，重要な課題だったはずである。

本稿では具体的な記載を省略したが，アラスカで

のプルドー・ベイ油田の開発，原油生産ではこれ

が問われたのであった。

　エクソンモービル社が，今日もなお世界の石油

産業界を主導する企業の１社たりえた根拠を明ら

かにすることは，私の研究目的のひとつであるが，

社史全体を通読し，著者（J. A. プラット氏）もま

たこの目的を共有することは疑いないように思わ

れる。この観点からすれば，エクソン社（エクソ

ンモービル社）にとって業界支配力を支える根幹

に位置した原油（および天然ガス）の生産事業に

ついての社史の考察には，なお少なくない課題が

残されていると考えられるのである。

Ⅲ　 下流部門における費用の削減と効率化
　　 ―精製事業を中心に

　周知のように，石油産業において下流部門と

は，原油と天然ガスの探鉱・開発・生産（上流部

門）以外の諸事業，つまり原油と天然ガスの輸送

（パイプライン，タンカー，液化天然ガス〔Liquefied 

Natural Gas：LNG〕専用船，などによる），原油

の精製（製油所での製品生産），精製の結果とし

て産出されたガソリン等の石油製品の販売，主と

してこれらから構成される。本節では，原油の精

製事業を主要な考察対象とし，タンカーによる輸

送事業についてごく手短に検討する（８７）。

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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〔１〕西ヨーロッパ，アメリカ，ラテン・アメリカ

　　    ―精製能力・製油所の削減

　１９７０年時点でエクソン社の世界全体での原油

精製量の国・地域別構成では，西ヨーロッパが

４０.３％を占めて最大であった（第３表参照。同表

注〔３〕も参照）。石油製品の販売量で１９６０年代

前半に西ヨーロッパが，アメリカ本国，ラテン・

アメリカなどを凌ぐ同社の最大市場に転じたこと

が背景にある（８８）。だが，「第１次石油危機」後の

市場の縮小あるいは低迷，およびこれに由来する

精製能力の過剰は，西ヨーロッパにおいてより強

く現出した。エクソン社の精製能力は，すでに決

定された建設計画を踏まえて７６年まで増加した

のであり，結果として西ヨーロッパにおける製油

所の稼働率は７５年には５６.１％，７０年代末までは

ほぼ６０％台で低迷した（８９）。こうした状況を受け，

同社は，１９８０ － ９０年には西ヨーロッパに擁した精

製能力のほぼ３０％を削減するに至った（９０）。

　これに対して，アメリカ本国でのエクソン社の

製油所稼働率は１９７５年に９５.１％であり，その後

低下傾向を辿り１９８２年に６９.６％（底）に至るが，

翌年に７９.８％，以後８０％台，９０％台に復帰した（９１） 。

西ヨーロッパとの大きな違いを生んだ要因の１つ

は，石油製品の消費構成の差違にあったと考えら

れる。周知のように，１９７０年代初頭頃の西ヨー

ロッパでの最大消費品目は重油であった。「石油

危機」後の不況下で製造業，電力業，海運業など

に所在した重油の購入企業などの活動は低迷し，

エクソン社など石油企業は重油過剰に陥ったの

である。これに対してアメリカは，自動車用ガソ

リンが最大品目であり，製造業など産業分野の活

動の不振などからくる影響は比較的軽微であっ

た（９２）。むしろ，アメリカでは，環境規制の強化の

下，無鉛ガソリン（lead-free gasoline）の需要が高

まったことを１つの要因として，エクソン社は，

テキサス州に擁した主力製油所（ベイタウン製油

所〔Baytown refinery〕）の精製能力を１９７６年か

ら７７年にかけて６４万バレル／日へほぼ５０％増加

させており，無鉛のハイオクタン・ガソリンを生

産するためのパワーフォーマー（powerformer）

なる装置も追加したのである（９３）。

　もっとも，こうした既存製油所の能力拡張も

あったが，アメリカにおける精製能力全体の拡大

は，１９８０年代初頭以降は抑制基調であった。エク

ソン社は１９７０年以降，アメリカでは製油所を１

箇所，他社へ売却した（１９９２年）（９４）。モービル社

を１９９９年に買収するまでは，製油所数は４となっ

たのである（９５）。また，１９７０年代初頭以降今日まで

の数十年にわたり，アメリカで同社は新規の製油

所を全く建設していない（９６）。

　１９７０年代初頭以降のエクソン社の精製事業に

おいて，それ以前の時代との対比で最も大きな相

違の１つは，ラテン・アメリカでの事業の著しい

縮減である（第３表参照）。同社が保持した製油

所群の中で世界最大であったヴェネズエラのアム

アイ製油所（Amuay refinery）は，１９７５年末に油

田などの原油生産施設，その他と共にヴェネズエ

ラ政府によって国有化された。また，１９６０代半ば

過ぎにおいてもなお精製能力で，同アムアイ製油

所さえも凌いだアルーバ製油所（Aruba refinery. 

カリブ海のアルーバ島〔Aruba Island〕に所在）

については，エクソン社は１９８５年初頭に閉鎖し

たのである（閉鎖時の精製能力は３４万８０００バレ

ル／日。８４年の精製量は２０万バレル／日）（９７）。

アルーバ製油所の閉鎖は，それまでエクソン社が

享受したヴェネズエラ政府からの割安な価格での

原油の買取りが困難になったこと，これが直接の

要因と考えられる。エクソン社は採算面で同製油

所を維持することが困難と判断したのである（９８）。

これらの２つの大製油所の喪失・閉鎖，およびラ

テン・アメリカ市場全体の成長率の低迷などを背

景として，１９７０ － ２００５年に，エクソン社（エクソ

ンモービル社）の精製能力全体に占めるラテン・

アメリカの比率は，２１.３％から２.１％へ急落したの

であった（９９）。　

〔２〕アジア・太平洋地域の躍進

　他方，これを埋める役割を果たしたのが，主と

して東アジア諸国，オーストラリアなどからなる
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地域であった（以下，アジア・太平洋地域〔Asia-

Pacific〕と呼ぶ）。１９７０ － ２００５年に，エクソン社

（エクソンモービル社）の精製能力全体に占める

これら地域の比重は，６.２％から２７.４％に躍進し

た（１００）。石油製品の最大市場はむろん日本であり，

精製事業においても長く日本がエクソン社の世界

における主要な拠点の１つであった。１９９８年に

おいてさえ，同社の日本での精製量はアメリカ全

体の４割弱（３７.８％）であった（前掲第３表参照）。

だが，１９９０年代半ば頃と考えられるが，社史によ

れば，エクソン社の経営陣は，かつて日本は世界

最速の経済成長国のひとつではあったが，もはや

アジアにおいて争う余地のない経済成長の中心

（the undisputed center of Asian growth）ではな

くなった，と考えたようである（１０１）。

　今日のエクソンモービル社において，日本に代

わるアジア・太平洋地域の中心拠点はシンガポー

ルである。同社による現地シンガポールでの精製

事業は１９７０年にさかのぼる（同年の精製能力は

８万１０００バレル／日）。７０年代には製油所の近辺

に石油化学工場も設置された（１０２）。１９９０年代初頭

に，アジア・太平洋地域を統括したエクソン社の

子会社（エッソ・イースタン社〔Esso Eastern，

Inc.〕）の代表は，民間企業にとって，シンガポー

ル の 政 治 と 事 業 の 環 境（political/ business 

climate）は世界で最も魅力的なものの１つ，と

ニューヨークの本社に報告したとのことである（１０３）。

１９９０年代前半ないし半ばには，エクソン社のシ

ンガポール子会社は，香港，台湾，グアム，韓

国，中国での製品販売を統括する役割を担った。

やがて，シンガポールは，同社のグローバルな事

業展開の重要な拠点として，またアジア戦略の中

心として位置づけられることとなった（１０４）。エク

ソンモービルの時代に入ると，２０００年にはシン

ガポールの精製能力は５８万バレル／日に伸長し，

ベイタウン製油所（テキサス州。５０万８０００バレ

ル／日）を凌いで同社内で最大となったのであ

る（１０５）。

　アジア・太平洋地域におけるいま１つの注目す

べき地域は中国である。エクソン社は１９８１年に

北京に現地事務所を設け，翌年，珠江デルタ

（Pearl River Delta）地域に設けられた経済特区

（special economic zone. 深�市）に，現地の国有

企業と共同で，欧米企業としては最も早くガソリ

ンの小売店を確保した（１０６）。１９９０年代に入り，エ

クソン社は現地での精製事業，石油化学事業を構

想し，中国の国有企業シノペック社（中国石油化

工集団公司〔中国石化〕）との協議に入った。エ

クソン社とシノペック社は，福建省泉州市におい

て，後者が保有する既存製油所の拡張，および石

油化学装置の新設を目指した。１９９７年には，新た

に福建石油化学会社，サウジ・アラビアの国営企

業サウジ・アラムコ社（サウジ・アラビア石油会

社〔Saudi Arabian Oil Company〕。サウジ・アラ

ムコ〔Saudi Aramco〕として知られる）を加えて

計４社で，事業の実行可能性（feasibility）を調

査・検討することとなったのである。だが，この

調査・検討から実際に事業が開始されるまでには

１０年を超える期間を要した。この間，２００４年頃

には，エクソン社などは，製油所の場合，既存の

８万バレル／日を２４万バレル／日に３倍化する，

大規模な石油化学装置を新設する，などの合意を

得ていた（１０７）。だが，設備の建設作業などに入る

事は出来なかった。

　長期化の主たる理由の１つは，中国政府が，エ

クソンモービル社などの外国企業，あるいは同社

などを含む共同事業体に対して，生産した石油製

品と化学品の販売に従事することを認めなかった

ことにあったようである。エクソンモービル社に

よれば，中国政府は，２００１年に世界貿易機関

（World Trade Organization：WTO）に加盟した

後も，石油製品などの卸売業に対する規制措置を

維持し，この規制は２００６年まで同社が満足する

形では解消されなかった，とされている。エクソ

ンモービル社は，製品の卸売事業への進出，給油

所網の確保などの見通しが得られない段階で，生

産事業に大規模な投資を行うことは適切ではない

と考えたのである（１０８）。　

　エクソンモービル社の２００９年についての財

務・事業報告書には，石油製品（ディーゼル油，

自動車用ガソリン）について，エクソンモービ

ル，シノペック，サウジ・アラムコの３社による

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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合弁企業が販売を担当し，これが７５０以上の給油

所に製品を供給することとなった，とある（１０９）。

また，同社の財務・事業報告書には，世界各国に

おいて所有権の全部ないし一部を有する施設につ

いての一覧が掲載されている。福建省には，２００８

年から製油所，翌年から化学施設が存在すること

が示されている（１１０）。２００９年頃までにエクソン

モービル社は，福建省において，ほぼ所期の事業

計画にそった活動を開始したと考えられる（１１１）。

　ここで，１９７０年代初頭以降の世界全体でのエク

ソン社（エクソンモービル社）の精製量を見ると

（前掲第３表参照），１９７３年の５７６万１０００バレル

／日を最高に，以後１９８５年まで，若干の増減を

伴いつつ長期にわたり低下を辿った。その後上昇

に転じ（８７年はやや減少），１９９９年にはモービル

社の買収により６００万バレル／日弱となった。だ

が以後は，やはり増減を見せながら２０１０年まで

緩やかに低落した。もっとも，この間，製油所数

の削減も大きい。１９７５年（１９７０ － ７４年は不明）の

５５から１９９８年に３１，２０１０年では３６であった。

これにより，各製油所の平均精製量は１９７５-２０１０

年に２倍弱（７万８７００バレル／日から１４万５９００

バレル／日）へ増加した（１１２）。エクソン社（エク

ソンモービル社）は，１製油所当たりの精製量を

拡大し，製品単位毎の生産費用の削減，いわゆる

規模の経済性を追求したといえよう。　

　精製事業の検討の最後に，製油所での生産品目

の変化について一言する。これは，周知のことで

もあり，またすでに部分的にはふれているが，

１９８０年頃から，製油所で生産される主要製品が，

特に西ヨーロッパ，日本では，それ以前の重油か

ら高価格帯のガソリンなどへ転換し始めたことで

ある。エクソン社による石油製品の販売量は，資

料の得られる１９８０ － ８５年では，世界全体で４９５万

３０００バレル／日から４０８万２０００バレル／日へ

１７.６％低落した。この間，重油（heavy fuels）は，

１１７万９０００バレル／日から５３万９０００バレル／日

へ全体動向の３倍にあたる５４.３％の低下を見た。

自動車用ガソリン（ナフサを含む）もまたこの間

に減退しているが，１４５万３０００バレル／日から

１３９万７０００バレル／日へ３.９％減どまりである。

次に，精製量が増加に転じた１９８６ － ９０年につい

てであるが（但し，８７年は減退。前掲第３表参

照），エクソン社の製品販売量は世界全体で６１万

５０００バレル／日の増加を遂げた。その６７.３％は収

益性の高い輸送用燃料（航空機用燃料，自動車用

ガソリン）および潤滑油（自動車用オイルなど）

であった（１１３）。生産品目の軽質化が進展したと言

えよう（１１４）。

〔３〕タンカー輸送事業からの撤退

　下流部門に含まれるタンカーによる原油や石油

製品の輸送事業は，本稿が対象とする２１世紀の最

初の頃までに歴史的変貌を遂げた。１９７３年に，エ

クソン社は，自社所有および外部からの用船

（チャーター。但し６カ月以上）で合計３２６隻の

タンカーを擁し，輸送能力（重量トン〔dwt〕）は，

総計２１８０万トン（１年間の平均―以下同じ。自

社所有が５３.２％を占める）であった（１１５）。この輸送

体制は，１９７７年には，それ以前に発注した分が完

成したこともあって２５４０万重量トン（自社所有

が６４.６％）に拡張された。おそらく，これがそれ

以前および以降の最大の輸送能力であったと推定

される（１１６）。だが，石油市場の低迷とこれに伴う

タンカーの過剰化によって，エクソン社は，精製

事業の場合と同様に，タンカー船団全体を削減す

る一方，１隻あたりの大規模化，効率化を追求し

た。しかし，１９７３ － ８６年において，同社のタン

カー事業については，利益を上げた年数より欠損

を抱えた年数の方が多かったとされている。エク

ソン社は，１９９０年頃までに自社タンカーによる輸

送事業をほぼ取りやめた。外部の船舶を用いる方

式（チャーター船の活用）にほぼ全面的に依存す

る方向に転換したと考えられる（１１７）。

〔４〕小括

　１９７０年代半ば頃からのエクソン社の下流部門

では，アメリカ，西ヨーロッパ，ラテン・アメリ

カなどで製油所の処分・閉鎖がなされた。この

間，アジア・太平洋地域での市場の成長と伴に精
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エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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会社全体 上流部門 下流部門 化学部門 

（%） 

（注）　（1）１９７０-１９９８年はエクソン社。１９９９-２０１０年はエクソンモービル社。
　　　　　  Return on average capital employed. 純利益額（net income）を，自己資本に有利子負債を加えた額（い

　　　 ずれも期首と期末の平均額）で除する。
 
（出典）　　１９７０-８６年（但し，１９７０-７４年は不明）は，Pratt〔59〕，p.５９７，１９８７-９１年は，Exxon〔8〕，１９９１FOR，p.１０，１９９２-

９６年は，１９９６ FOR, p.１５, １９９７-９８年は，１９９８ FOR, p.１５, １９９９-２００３年は，Exxon Mobil〔11〕，２００３ FOR, 
p.１１, ２００４-０７年は，２００７ FOR, p.１１, ２００８-１０年は，２０１１ FOR, p.８６，より。なお，Exxon Mobil〔11〕，２００５ 
FOR, p.８９，も参照。

第４表　エクソンモービル社の使用資本利益率，１９７０-２０１０年（１）



製事業の拡張が見られたことは事実である。だ

が，同社の精製量全体について言えば，モービル

社を合体した１９９９年を除いて，１９７０年代前半

（１９７３年）の水準に達しなかった。

　ところで，エクソン社に限定されることではな

いが，国際石油企業の場合，精製事業に代表され

る下流部門は，長期にわたり，原油生産などの上

流部門に比べ獲得利益額，利益率などでかなり低

位にあったことは周知の通りである。第４表は，

エクソン社（エクソンモービル社）の使用資本利

益率（純利益額を使用資本額〔自己資本と有利子

負債〕で除する。同表注〔１〕を参照）であるが，

１９７０年代，８０年代は若干の年次（１９８６, ８８年）を

除き，下流部門の比率は常に上流部門を下回り，

年によってはその較差は顕著であった。１９９０年代

についても，この表から見る限り上流部門がむろ

ん優位にあり，下流部門の利益率がそれ以前に比

べ上昇傾向にあったと言えるかどうかは明らかで

はない。もっとも，９０年代の終わり近くから，

１９９９年，２００２年を除き，下流部門の利益率に顕

著な伸長が見られた。これは，１つには，原油価

格の上昇ないし高騰に伴い，石油製品もまた値上

がりしたことによるものと考えられる。　

　だが，これに加えて，１９９０年代初頭頃から，エ

クソン社において業務改善の追求が，同社の全社

的な企業戦略の中心部分に据えられ，下流部門に

おいては費用の削減に最重要の位置づけが与えら

れたこと（１１８），これも考慮する必要があるように

思われる。不採算部門とされたタンカー船団の処

分は，その最初の重要な取り組みであったと考え

られる。１９９２ － ９８年に，エクソン社は事業規模を

拡大したが（石油製品の販売量では，９２年の４４８

万２０００バレル／日から９８年の５４３万３０００バレ

ル／日へ），この間に操業費用は上流部門で７％，

下流部門は１０％削減されたのであった（１１９）。過剰

な精製能力の処分など，すでに１９９０年以前に行

われた費用の削減，効率化の追求，および９０年

代に入ってからのより一層の重点化によって，エ

クソン社の下流部門は，利益獲得部門としての存

在を徐々に高めつつあったと考えられるのであ

る。

　Ⅳ　 事業の多角化―急進展と処分・撤退

　「第１次石油危機」を１つの重要な契機として，

国際石油企業の RD シェル社，BP 社，およびア

メリカの石油大企業群（モービル社などの国際石

油企業を含む）などが，石油・天然ガス以外の多

様な事業分野に進出したことは周知のところであ

る。エクソン社もまたそうした企業の１社であっ

た。社史によれば，１９７３年以降，エクソン社の経

営陣は，石油・天然ガス事業には投資対象として

の十分な機会が存在するとはいえず，他の諸分野

に目を向けないとすれば，それは経営者として怠

慢である，と考えたとのことである（１２０）。本節は，

エクソン社が試みた事業の多角化について考察す

る。

　主たる事業は，大きく５つに区分できるように

思われる。第１に，石油・天然ガスの本業から大

きく乖離した分野である。事務用機器（タイプラ

イター，ファクシミリ機器など）の製造・販売，

不動産開発などであり，本節では非エネルギー関

連事業として扱う。第２も非エネルギー関連では

あるが，銅に代表される各種の鉱山業（石炭を除

く）である。これらは，資源を採掘するといった

点では，石油・天然ガス事業と共通する面を持つ

であろう。第３は，ウラン燃料，石炭，太陽光発

電などのエネルギー関連事業，第４に，石炭，オ

イル・サンド，重質油，オイル・シェール（油母

頁岩）などから石油やガスを取り出す事業，そし

て第５に，従来から取り組まれた化学品（石油化

学品）の生産・販売事業，である。

　これらのうち，第４の事業については以下で述

べるように，オイル・サンド，重質油などの資源

から取り出されるのは原油であり，この点では，

これらは本業の上流部門の一部を構成すると考え

ることもできる。実際のところ，後に非在来型

（unconventional）と呼ばれるこれらの資源（但

し，石炭を除く）の生産は，２１世紀に入るとエク

ソンモービル社を含む石油産業界においては原油

生産事業の一分野として扱われ始めたように思わ

れる。その意味では，これらを事業の多角化に含
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めることについては検討の余地があるかもしれな

い。但し，この分野は，１９７０年代より以前におい

ては，エクソン社など石油企業にとっては試行

的，あるいは未着手の状況であり，同７０年代に

入ってから取り組まれた新事業という意味で，本

稿では，エクソン社の多角化活動の一分野とし

た。

　なお，上記の５つのうち，第４の中のオイル・

サンド，重質油，第５の化学品を除いて，その他

の諸事業は，基本的には１９８０年代後半頃まで

に，最も長く存続した鉱山業，石炭業（アメリカ

国内を除く）についても２１世紀の初頭までには

処分・清算の対象となった。エクソン社（エクソ

ンモービル社）はこれらの事業から撤退したので

ある。

〔１〕非エネルギー関連事業

　ここでは，上記の第１，第２の事業を一括し，

かつ考察を事務用機器と鉱山業（特に銅産業）に

限定する。投資額などが比較的小規模であったと

推定される他の分野については省略する。

　事務用機器　エクソン社が，事務用の機器の製

造・販売に着手したのは１９７５年と考えられる（１２１）。

ファクシミリ，メモリー付き電動式タイプライ

ター，テキスト編集機械，マイクロ・コンピュー

ターチップ，など当時としては斬新な製品群であ

り，同社はこの分野で先発企業としての優位性を

確保しようと図った。実際，エクソン社は初発に

おいては，期待通りの成果を上げたようである（１２２）。

もっとも，なぜ事務用機器なのか，同社が如何に

して全く異質なこの分野に参入しえたか，初期段

階で必要な設備，技術等をどのようにして確保し

たかなどの基本となる諸点は不明である。

　やがてエクソン社は，他社が次々と投入する新

機種などと競って迅速に製品を設計・製造するこ

とには困難を抱えたようである。同社の主力製品

の１つであった電動式タイプライターが，新たに

登場したデジタル・ワードプロセッサに対抗でき

なかったように，進展する「デジタル革命」に応

えることは容易ではなかったと考えられる（１２３）。

　さらに，社史によれば，これらの事業を担当す

る幹部社員の育成や確保に難点があり，これがこ

の事業の継続を難しくしたとされている。エクソ

ン社は，むろん社外から技術者や有能な人材を招

いたが，社史によれば，同社の人事政策の基本

は，幹部社員を自ら育成することにあったとのこ

とである。しかし，本業の石油，天然ガス分野は，

新たな製品の登場が頻出するわけではなく，その

意味では，変化の小さな産業である。従来この分

野で経験を積んだ管理者，経営者が，市場の動向

や変化を的確に捉え，これに応える製品群をいち

早く投入する，といった対応力などを身につける

事は現実には困難であったと言えよう（１２４）。

　IBM がパーソナル・コンピューターを市場に投

入するとの報に接した段階で，エクソン社内に

は，この分野では事業を存続できないとの判断が

固まったようである。同社は１９８５年初頭に，ア

メリカ国内外に擁した事務用機器の資産を売却し

た。操業開始以降，約１０年を経てこの事業から

撤退したのである（１２５）。

　鉱山業　エクソン社は，後述するように，すで

に１９６０年代末にはアメリカ国内でウラン鉱石の

採掘事業に手をつけていた。７０年代後半ないし

末頃になると同社は，同じくアメリカで銅，亜

鉛，モリブデンなどにも活動の範囲を広げる一

方，チリ，オーストラリアなどで銅，ウラン，亜

鉛の探鉱や採掘に向かった（１２６）。主にこれらから

なる鉱山業は，事業の規模（投資額など）と継続

期間の長さの点で，エクソン社においては，如上

の事務用機器等の製造事業に比べはるかに大きな

重要性を獲得したのである。

　１９７０年代に着手された鉱山業（石炭を除く。以

下同じ）のうち，２１世紀の初頭頃までの四半世紀

において，最も高い位置づけを与えられたのは，

チリの銅産業であったと考えられる。エクソン社

は，１９７８年に現存の２つの鉱山（ロス・ブロンセ

ス鉱山〔Los Bronces mine〕， エル・ソルダド鉱

山〔El Soldado mine〕）の支配権を獲得した。同

年の銅（粗銅〔blister copper〕と思われる）の生

産量は２万７０００メートル・トン（年間）であっ

た（１２７）。同年末に出されたエクソン社内部の報告
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書には，約１６億ドルの投資によって，最終的に

は９８億ドルのキャッシュフロー（net cash flow）

が期待でき，投資に対する利益率は高い，との記

載があるようである（１２８）。社史によれば，エクソ

ン社は，大規模事業の企画立案，これへの資金投

入，事業の管理運営能力などを自社の強み（コア・

コンピタンス〔core competence〕）と考えており，

鉱山業においてはこれらを活用出来ると考えたと

されている（１２９）。　

　チリでは，エクソン社は，２つの鉱山を買収後，

断続的に生産能力の拡張を図り，特にロス・ブロ

ンセス鉱山では１９８９ － ９２年に一挙に３倍化を実

現した（１３０）。１９９１ － ２０００年の１０年間について見る

と，エクソン社の世界全体での銅の生産量（粗銅

と考えられる。そのほとんどはチリで産出）は，

１０万８０００メートル・トン（年間）からほぼ一貫し

て増加し，２５万４０００メートル・トン（同）に伸長

した（１３１）。さらに，製錬技術として，SX ／ EW 法

（Solvent Extraction/ Electro Winning process：

溶媒抽出／電解採取法）なる方式（湿式製錬）が，

１９９０年代半ば頃にはチリに導入され始めており，

これは伝統的な方式（乾式製錬）に比べ費用を半

減させると期待された（１３２）。見られるように，チ

リにおいて生産は増加し，最新の技術の活用など

も試みられたのであった。

　エクソン社の鉱山業全体の利益額は，１９７８年以

降８６年まで連続して欠損を記録し，８７年に黒字

に転じた。翌８８年には１億４８００万ドルの最高益

を得たのである（１３３）。チリの場合，８５年に初めて

利益を計上したのであった（１３４）。１９８８年の利益額

全体（１億４８００万ドル）は，同年，本業の石油・

天然ガス部門の利益額が４４億３００万ドルであった

から，むろん少額である。だが，使用資本利益率

は３７.２％であり，後者の石油・天然ガスの１３.１％

を大きく凌いだ（１３５）。鉱山業は，長い懐妊期間を

経てようやく成果を生み出したと言えよう。だ

が，続く８９年には１億２５００ドルの利益を確保し

たとはいえ，以後急落し，１９９１年には１００万ドル

の欠損を出す。さらに，９２，９３，９８にも赤字に転

落したのである（１３６）。１９９４ － ９８年では，この間の

使用資本（capital employed）は年平均で１０億

４０００万ドルであったが，獲得利益の平均額は

４６００万ドルであった（使用資本利益率の各年の平

均は４.４％）（１３７）。社史によれば，こうした事態の

要因として，鉱山業は，石油産業と同様に競争が

激しく，市場（需要）は大きく変動し価格が軟調

であったことを挙げている（１３８）。

　２１世紀に入り，エクソンモービル社は，ほとん

どすべての事業を整理・清算することとした。

２００２年にはチリの銅鉱山・施設を売却し，この事

業から撤退したである（１３９）。

〔２〕エネルギー関連事業―ウラン燃料，太陽光

　　　発電，電気モーター，石炭

　ウラン燃料や石炭の生産，太陽光による発電な

どは，石油，天然ガスと同様にエネルギーの供給

事業である。エクソン社の経営陣は，それぞれの

分野にすでに所在する企業群に対して，技術力，

資金面などで自社に有利性があると判断し，これ

らの事業への進出を決断したと考えられる。

　ウラン燃料　エクソン社は，核燃料の製造作業

は，石油精製業とは確かに類似してはいないが，

大規模なプラント等の操業は同社が得意とすると

ころであり，設備の建設と運営には自信があった

とのことである。また，原子力発電は，化石燃料

の不足問題への有効な対策手段であり，将来性が

期待できると考えた（１４０）。同社は，１９６０年代末以

降，ウラン鉱石の採掘，ウラン燃料製造などの事

業を着々と進展させた。やがて，ウラン濃縮事業

（uranium enrichment）への進出も計画したので

ある（１４１）。

　だが，１９７０年代後半に入り，原子力発電所の安

全性に対する懸念，環境保護の観点などから反原

発の世論が強まった。これを背景として，アメリ

カ連邦議会では，ウラン濃縮事業への民間企業の

参加を認める法案は不成立となった。これによ

り，エクソン社は１９７７年に，濃縮プラントの建

設と運営事業への参画を断念したのである（１４２）。

さらに，同年，大統領府がそれまでの共和党

（フォード政権〔Gerald Ford Administration〕）

か ら 民 主 党（カ ー タ ー 政 権〔Jimmy Carter 
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Administration〕）に代わると，政府は原子力発電

所の新たな建設を認めない方向に政策を転換させ

た。エクソン社はウラン燃料の販路拡大を制約さ

れることとなったのである。そして，１９７９年３月

にはスリーマイル島（Three Mile Islands. アメリ

カ北東部ペンシルヴェニア州）で原発事故が発生

したのであった。

　１９８０年初頭ないし前半と思われるが，エクソ

ン社は，ウラン燃料の供給ではアメリカで第３位

の規模を有したと推定される（１４３）。だが，統計が

得られる１９７７年以降であるが，この事業は連続

して欠損を出した（１４４）。原子力発電所に対するエ

クソン社のウラン燃料の長期販売契約は，社史に

よれば，極端に不利な状況におかれたようであ

る（１４５）。同社は，１９８４年にアメリカ国内でのウラ

ン鉱山での採掘事業を取りやめ，１９８６年には最終

的にウラン燃料事業から撤退したのであった（施

設等を他社に売却）（１４６）。

　社史によれば，第１に，ウラン燃料の生産事業

が，アメリカ連邦政府の原子力・エネルギー政策

に影響される度合いが強かったにもかかわらず，

エクソン社は政策の変化，政治状況などを的確に

判断できなかった，第２に，この事業を企画担当

したエクソン社の経営幹部は，１９６０年代から原子

力に対する需要の高さを一貫して過大評価した，

とのことである（１４７）。

　太陽光発電　電気モーター　太陽光発電事業

（solar energy）についてエクソン社は，１９６９年に

着手し，１９７３年にはアーコ社，インディアナ・スタ

ン ー ド 石 油（Standard Oil Company〔Indiana〕. 

１９８５年にアモコ社〔Amoco Corporation〕に社名

変更）と共同でソーラー・パネルを製造するに

至った。やがて，両社から権利を買い取り，これ

を自社単独の事業としたのである。エクソン社

は，アメリカ国内における石油・天然ガスの不足

といった状況下では，エネルギー供給企業とし

て，この分野に踏み出すことは当然と考えたよう

である。しかし，１９８４年には累計３０００万ドルの

損失を抱えて同社は，この事業から撤退した（１４８）。

理由は，社史によると，太陽光による発電の費用

が高いこと，およびソーラー・パネルの市場規模

が小さいことである。同社は，採算面含め，この

事業の将来性は疑わしいと判断したのである（１４９）。

　いま１つの新規の事業進出は，１９７９年に，産業

用機械の開発・製造・販売会社（リライアンス電

気〔Reliance Electric Company〕）を，株式公開

買い付けで獲得したことであった。買収金額は

１２億ドル以上で，これはこの企業の簿価の３倍で

あった（１５０）。エクソン社は，自らが研究開発を支

援した「交流合成（alternating current synthesis：

ACS）」なる省エネ技術を実用化するために，い

くつかの買収対象候補の中からリライアンス社を

最適と考え，これを傘下に加えたのである。エク

ソン社は，この技術（ACS）は，電気モーターの

効率性を著しく向上させ，エネルギーの節約を求

める産業界で広く活用されるであろうと期待し

た（１５１）。だが，子会社となったリライアンス社は，

翌８０年には，エクソン社が持ち込んだ如上の技

術の有効性，およびこれが事業として成り立つか

どうかに疑義を呈したのである（１５２）。リライアン

ス社は，ACS について引き続き研究・開発を行

う一方，それ以前からの多様な製品の生産やサー

ビスの提供に従事した。１９８６年になるとエクソ

ン社は，この企業を収益性の低さを理由に売却し

たのである（１５３）。

　石炭　石炭事業については，エクソン社は１９６０

年代に進出し，アメリカ国内に炭田を所有した。

１９７９年には国内第４位の埋蔵量を保有し，８３年

には生産量で第５位（１９４０万ショート・トン〔１ 

short ton= 約９０７キロ・グラム〕）であった（１５４）。

１９７０年代のアメリカの３つの政権（R. ニクソン

〔Richard Nixon〕，G. フォード，J. カーター）は，

エネルギーの自立性（energy independence）を

確保するうえで石炭の国内生産を重視したと言わ

れている。特に，カーター政権の発足後に成立し

た１９７８年の連邦法（the Powerplant and Industrial 

Fuel Use Act of １９７８）は，新規設立の場合である

が，火力発電所などでは，石油あるいは天然ガス

を燃料として用いることを禁じ，石炭を奨励した

のであった（１５５）。

　エクソン社は，アメリカのみならず，オースト

ラリア，コロンビアなどの諸外国でも石炭生産に
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着手した。とりわけ，１９８０年にコロンビア政府と

の間で合意された，同国の国営企業（Carbones 

de Colombia, S. A.：Carbocol）が所有するセレホ

ン炭田（Cerrej ó  n coal deposit）の共同開発・生

産事業は，同炭田が世界第４位の埋蔵規模を持つ

と推定されており，極めて有望であった（１５６）。エ

クソン社は，これをヨーロッパ市場への供給基地

として位置づけた。１９８４年に最初の生産が開始

され，やがて年間１５００万メートル・トンの生産

が展望されるに至ったのである（１５７）。もっとも，

この炭田は山岳地帯にあり，その開発には，１００

マイルはなれた海岸（ここに積出港を新設する）

までの石炭輸送用の鉄道，および住宅，道路，給

水設備，発電所，などのインフラ整備が不可欠で

あった。エクソン社は権益の保有割合に照応して

数十億ドルを支出したのである（１５８）。

　エクソン社による世界全体での石炭生産量は，

１９８１ － ９０年では，８３年に前年比で減少したが，そ

れ以外は一貫して増加した。１９９０年には，４０００

万メートル・トン弱に達した。その多くはアメリ

カ国内産である（１５９）。同年のセレホン炭田での生

産量は，前年比１６％増で１３３０万メートル・トン

であった（１６０）。だが，これ以降，エクソン社の生

産量全体は減少に転じ，統計が得られる９３年に

は，３５５０万メートル・トンとなった（１６１）。獲得利益

では，１９８０年代前半，つまりコロンビア（セレホ

ン炭田）での生産（出荷）がまだなされておらず

（本節前注〔１５８〕も参照），アメリカ国内が大半の

生産を担った段階では，統計が得られ１９８２，８３，

８４年には利益が出ており，８４年は４３００万ドルで

あった。だが，後半期，特に末期（１９８８，８９，９０

年）には連続して欠損を生んでおり，生産量が減

退を見た上記の１９９１ － ９３年にもやはり赤字に転

落している（順に，３５００万ドル，１０００万ドル，

６５００万ドルの欠損）（１６２）。こうした利益や損失を生

んだ要因については，なお今後の検討課題である

が，エクソン社の資料には，コロンビアでの１５００

万トン生産体制の構築が，巨額の減価償却費を計

上することとなったとある。８０年代末期の欠損

の理由の１つは，これに求められるかもしれな

い（１６３）。

　１９９０年代半ば以降のエクソン社による石炭事

業の実態については多くが不明である。同社は，

コロンビアでの共同事業については，２００２年に

自社の権利をコロンビア政府へ売却した。アメリ

カ国内での石炭事業もまた落胆すべきものであっ

たとされている（１６４）。

　社史は，エクソン社は，石油，天然ガスにとど

まらず他の諸分野をも抱えたエネルギー企業に転

成しようとしたが，困難であったと述べた。ウラ

ン燃料，太陽光発電，電気モーター，石炭などの

産業はそれぞれ固有の事業特性を有しており，石

油，天然ガスで得られた技術や経営能力など（コ

ア・コンピタンス）がそのまま他の事業分野での

成功を可能にするわけではないとのことである（１６５）。

　

〔３〕オイル・サンドなど他の資源からの石油・

　　　ガスの生産

　石炭，オイル・シェール（油母頁岩），オイル・

サンド，重質油から石油（原油）・ガスを生産す

る活動である。エクソン社は，これらの資源から

一旦石油やガスを取り出すことが出来れば，その

あとは在来の石油，天然ガスと同様に扱うことが

出来ると考えた。パイプライン等で運ばれ，原油

の場合は製油所で製品にされ，それぞれ市場で販

売されるのである。同社は，石油・天然ガス事業

で獲得した技術や能力が十分に生かせると判断し

たのであった（１６６）。

　石炭　オイル・シェール　もっとも，石炭の液

化・ガス化，オイル・シェール（oil shale）から

石油を取り出す事業は，いずれも採算性への疑念

から，前者は１９７３年頃に着手された後，１９８０年

代前半頃までには打ち切られ，後者のオイル・

シェール事業は１９８０年頃に着手，そして８２年に

は整理・清算，となったのであった（１６７）。これら

は，既述の銅などの鉱山業，ウラン，石炭（採炭，

販売）などに比べかなり短命であったと言えよう。

　まず石炭については，エクソン社は，液化，ガ

ス化ともに技術・製法に自信を有し，事業化に意

欲を見せた。しかし，液化の場合，７万５０００バレ

ル／日程度の石油を生産するための装置の建造
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に，同社の利益額（１９７０年代末頃）の２年分に相

当する７４億ドルを要することが明らかになった。

ガス化についても石油換算で６万５０００バレル／

日相当の生産に４０億ドルを要するとの算出結果

が示されたのである（１６８）。しかも，費用はさらに

増加の気配を見せた。８０年代前半に原油の価格

が低落し始めた現状を踏まえ，エクソン社は，石

炭の液化・ガス化の研究は引き続き行うとして

も，事業としてはこれを打ち切ったのである。

　オイル・シェールから原油を取り出す事業につ

いては，アメリカ国内（コロラド州）で取り組ま

れた。エクソン社は，いまだ実験段階と考えられ

るが，他社によってすでに取り組まれていたコロ

ニー・プロジェクト（Colony project）と呼ばれ

る開発事業の権利の６０％を３億８２００万ドルで買

い取った（１９８０年）。同社は，「イラン革命」

（１９７８，７９年）後の原油価格の高騰を受けて，従

来は採算面で困難と思われたこの事業に将来性が

あると判断したのである（１６９）。

　だが，コロニー・プロジェクトは進行するにつ

れて，必要とされる費用はうなぎのぼりとなった。

１９８２年のエクソン社の想定では，５万バレル／日

未満の原油を取り出すのに，最終的に必要な資金

は６０ － ８０億ドルとなった（１７０）。共同事業のパート

ナー企業（The Oil Shale Company：TOSCO〔ト

スコ社〕）は楽観的であり，１９８２年初頭頃には，

コロニーの施設が完成すれば，オイル・シェール

から得られる原油は１バレル３０ドルで販売でき

るとの見通しを立てた。確かに，この時点で，石

油 輸 出 国 機 構（Organization of the Petroleum 

Exporting Countries：OPEC）が公表した原油価

格（サウジ・アラビア軽質原油〔Arabian Light 

crude oil〕）は１バレル３４ドルであった（１７１）。しか

し，原油は，実際にはこの価格から割り引かれて

販売されていた。原油価格の高騰により一方では

石油需要は減退傾向を示し，他方で非 OPEC 以外

の諸国での原油の増産が進行していたのであっ

た。エクソン社は，同年５月にコロニー・プロ

ジェクトからの撤退を宣言した（１７２）。同社は，将

来においてオイル・シェール事業が必要とされる

としても，現時点では経済性がないと結論づけた

のである。もっとも，この決断に対して，共同企

業のみならず，最初の試行段階（パイロット・プ

ラントの設置，試行生産など）に資金等の提供を

行ったアメリカ連邦政府などからエクソン社に対

して事業に踏みとどまるよう，繰り返し要請がな

された。しかし，同社はこれを受け入れなかった。

エクソン社は，この事業への参画でおそらく１０億

ドルの損出をこうむったと推定される（１７３）。

　なお，エクソン社によるコロニー・プロジェク

トへの参画は，むろん同社の本社の決定，了解に

基づくものである。だが，事業の将来性を過大に

見通し，かつこの事業への進出を本社に促したの

はアメリカ子会社エクソン・カンパニー U. S. A.

（Exxon Company，U.S.A.）とその首脳陣であっ

たと言われている（１７４）。エクソン本社は，エクソ

ン・カンパニー U. S. A. がそれまで享受していた

相対的な自立性，あるいは独立性の強さが，こう

した経営判断の誤り，投資の失敗を招く背景に

あったと考えたのである（次節参照）。　

　オイル・サンド　重質油　石油（ビチューメン

〔bitumen〕。アスファルトとも言う）を含んだ砂

岩層（オイル・サンド〔oil sand〕。タール・サン

ド〔tar sand〕とも言う）から原油を取り出す事

業は，カナダ西部地域のアルバータ州において，

１９７３年にシンクルード・カナダ会社（Syncrude 

Canada Ltd.）なる共同所有会社の設立をもって始

まった。この企業は，カナダ連邦政府，アルバー

タ，オンタリオの両州政府，さらに民間企業など

から構成されており，エクソン社は，子会社のイ

ンペリアル石油（Imperial Oil Limited）を通じて，

７５年には最大の所有権（３１.２５％）を保持した（１７５）。

生産は１９７８年に開始され，取り出されたビ

チューメンは最終的に高品質の原油に転換され

（同年末時点で５万バレル／日），ついでこれを

用いて各種の石油製品が産出されたのである。同

年末までにエクソン社（インペリアル社）は６億

４１００万ドルを支出したのであった（１７６）。１９８５年で

は，１２万８０００バレル／日の原油が生産された（但

し，インペリアルの権益〔所有権〕は２５％）（１７７）。

なお，この事業の採算性，獲得利益などについて

の統計や事実は不明である（１７８）。
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　さらに，エクソン社（インぺリアル社）は，同

じくアルバータ州において，１９７７，７８年頃から，

上記のオイル・サンドの掘削現場からさほど遠く

ない地域（コールド・レイク〔Cold Lake〕の近傍。

フォート・マクマレー〔Fort McMurray〕地区の

南）で，地下１５００フィート（約５００メートル）

より深い位置に所在する鉱床から重質油（heavy 

oil. ビチューメン）を取り出す事業に着手した（１７９）。

こちらは同社の単独事業（権益比率は１００％）で

あった。得られたビチューメンは改質装置

（upgrader）に投入されて原油に転換されるか，

あるいは道路用のアスファルトとしてそのまま販

売されたのである（１８０）。もっとも，コールド・レ

イク近傍での重質油（ビチューメン）の生産事業

には多大な投資が必要であった。１９７７年頃の推定

では，重質油の生産を開始し（１９８６年の予定），

こ れ を 用 い て１４万 バ レ ル ／ 日 の 合 成 原 油

（synthetic crude oil）を産出するためには４０億ド

ルの事業費が必要とされたのである（１８１）。こうし

た状況下，エクソン社は，１９８１年頃には一旦この

事業の放棄も考えたようである（１８２）。しかし，カ

ナダの連邦政府，アルバータ州政府が，子会社イ

ンペリアルが投資費用を回収するまで，利権料

（州政府），課税率（連邦政府）をそれぞれ下げ

るなどの方法で支援したこともあって事業は存続

した（１８３）。１９８５年の初頭頃と推定されるが，ビ

チューメンの生産は開始された（１万８０００バレル

／日）（１８４）。　　

　かように，カナダでのオイル・サンドと重質油

から原油を取り出す事業は，１９７０年代ないし同年

代末頃から取り組まれて以降，基本的に今日まで

存続している。エクソン社が，「第１次石油危機」

を契機として着手，ないしそれ以前の活動を強化

した多角化事業（新規事業）の中で処分をまぬか

れたほとんど僅かの例と思われる。だが，これら

の存続の根拠が，処分された他の諸事業とは異な

り，採算性，収益性の点で事業として成り立って

いたことによるかどうかは，重質油については疑

問であり，オイル・サンドについては不明である。

　〔４〕化学事業

　エクソン社が多角化事業の１つとした化学事業

（石油化学品の生産・販売）は，むろん１９７０年

代前半以降に初めて取り組まれたわけではない。

基本的には第２次大戦後に新興産業としてアメリ

カおよび各国で急成長を遂げた石油化学事業は，

エクソン社においても１９５０年代末頃までには１

つの事業部門を構成したと考えられる（１８５）。しか

し，社史によれば，石油化学部門（子会社エクソ

ン化学〔Exxon Chemical Company〕。１９７２年末

ま で の 社 名 は エ ッ ソ 化 学〔Esso Chemical 

Company Inc.〕）の経営陣は，１９７０年代において

も同部門がエクソン社内で独り立ちしているとは

言えず，エクソン化学がエクソン社内で認知され

るには，利益の面でエクソン社全体に貢献するこ

と，世界の最大級の化学企業に匹敵する利益率を

確保すること，これらの達成にあると考えたとの

ことである（１８６）。

　１９７０年代の石油化学事業については不明の部

分が多く，以下では１９８０年代以降について若干

の検討を行う。１９８６年にエクソン社は，それま

で１０の製品ラインから構成された石油化学品の

生産・販売を大きく３つのグループに編成した。

第１は，基礎化学品（basic chemicals）であり，

オレフィン（olefins. エチレン，プロピレンなど），

芳香族化合物（aromatics. ベンゼン，パラキシレ

ンなど）が主たる品目をなす。同社は，これらを

主として大手の国際的な企業に販売しており，価

格競争が激しく，かつ景気の変動に左右されやす

い。その意味では，事業の収益性が高いとは言え

ないであろう。第２は，ポリマー（polymer）と

してまとめられた。プラスチックとゴムが中心

で，ポリエチレン，ブチルゴム，粘着樹脂，ポリ

プロピレン，エチレン・プロピレン・ゴムなどか

ら構成される。そして第３が，特殊化学品

（specialty chemicals），あるいはパフォーマンス

製品（performance products）と呼ばれ，需要家

のきめ細かい注文に応じて製造され，高度な技術

サービスの提供を必要とする典型的な高付加価値
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製品である。溶剤，可塑剤，潤滑油，合成有機酸

類，燃料油への添加剤などから構成された。景気

変動，需要の変動に対して耐性があり，ほぼ安定

した利益を提供しうる分野と考えられる（１８７）。

もっとも，この時点においてエクソン社（エクソ

ン化学）が製品群の再編成を行った理由は必ずし

も明らかではない。だが，これは，それまで販売

額では相対的に最も大きな割合を占めるとはい

え，収益面に課題を抱えた基礎化学品から，利益

率の高い製品，ここでは特殊化学品などと呼ばれ

る分野に事業の主力を移行させる１つの手立てで

あったように思われる（１８８）。但し，再編成に伴う

特殊化学品への重点投資，製品開発力の強化，市

場開拓の取り組みなどの実態の多くは不明であ

る。

　エクソン社の世界全体での石油化学事業を統括

したエクソン化学は１９８７年に，売上高でアメリ

カ国内（３８億５０００万ドル）では，デュポン社

（E. I. du Pont de Nemours and Company），ダ

ウ・ケミカル社（The Dow Chemical Company）

についで第３位，世界全体（８３億３５００万ドル）

では第１０位の企業であった（１８９）。また，エクソン

化学の世界全体での利益額は７億５０００万ドルで

ある。同年，RD シェル社の場合，化学事業の世

界全体での売上高は１０４億５３００万ドル，利益額

は１２億５２００万ドルであったから，エクソン社

は，いずれにおいても前者（RD シェル社）に対

して劣位にあった。８７年に売上高で最大の化学

企業は，旧西ドイツの BASF 社で２２３億８７００万

ドル（但し，利益額は５億８５００万ドル），利益額

で最大はデュポン社の１５億５０００万ドル（売上高

は１８０億ドル），であった（１９０）。エクソン社（エク

ソン化学）と世界の化学業界のトップグループと

の間には，なお距離があったように思われる。

　もっとも，翌８８年，８９年には，エクソン化学

の利益額は初めて１０億ドルを超えた。特に８８年

には前年比で１.７倍に躍進したのであった（１９１）。さ

らに，１９８０年代の末期には，石油化学部門の利益

率（使用資本利益率）は，統計の利用できる１９７０

年代半ば以降であるが，石油・ガス事業の上流部

門，下流部門のいずれをも，かなりを大きく凌駕

した（前掲第４表を参照）。世界の主要化学企業

の利益率との対比はなされていないが，エクソン

化学の経営陣は，エクソン社内で化学事業の存在

を認めさせるとの所期の目標は，この時点でほぼ

叶えたと考えたようである（１９２）。だが，１９９０年に

は利益額は５億２２００万ドルに反落し，その後９４

年に１０億ドル弱（９億５４００万ドル）に達したに

留まる（１９３）。現実には，石油化学事業は，利益面

ではなお不安定性を克服しきれていなかったよう

に思われる。

　こうした状況は，前掲第４表を見る限り，モー

ビル社との合同以降，特に２００４年頃には大きく

改善されたように思われる。２０１０年までの統計

であるが，使用資本利益率は，それ以前に比べ顕

著な伸長を見せた。利益の絶対額で見ても，モー

ビル社を買収したことよるところが大きいと考え

られるが，２００５年に子会社エクソンモービル化学

（ExxonMobil Chemical Company）は３９億４３００

万ドルを得たのである。これは，世界の化学産業

の最大企業群に比べても全く遜色がない。例え

ば，同じ２００５年について，ドイツの BASF 社の

利益額は３５億５９００万ドル，アメリカのデュポン

社は２０億５３００万ドルだったのである。もっとも，

アメリカのダウ・ケミカル社（４５憶１５８０億ドル）

には及ばなかった（１９４）。次に，エクソンモービル

社の年次報告書などによれば，モービル社との合

体以降と考えられるが，エクソンモービル化学の

資産の９０％は，販売量が世界で１位，２位の製品

事業より構成されたのである（１９５）。

　以上の獲得利益額などの統計からすれば，エク

ソンモービル社（エクソンモービル化学）が，世

界のトップ企業に匹敵する存在となったこと，同

社が化学産業界の主要企業群の一角に位置したこ

とは否定出来ないように思われる。但し，ここに

至る同社の活動の実態，とりわけ特殊化学品（パ

フォーマンス製品）の開発，製造，販売などがど

のようになされたか，モービル社の化学事業との

合体が如何なる相乗効果をもたらしたか，などの

解明は今後の課題である（１９６）。
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〔５〕小括

　本節の考察からは，以下の３点を確認すること

が出来るであろう。第１に，エクソン社はすでに

１９７０年代より以前においても，石油化学のみなら

ず，アメリカ国内での石炭事業などいくつかの分

野に活動の範囲を広げていた。だが，同社による

事業の多角化への急発進は７０年代前半ないし半

ば頃からであった。第２に，にもかかわらず，大

半の事業は１０年程度で，また最も長期にわたっ

た銅などの鉱山業，石炭事業も２１世紀の初頭頃

までには処分された（但し，アメリカ国内の石炭

業は２００７年末まで存続―本節前注〔１６４〕）。第３

に，石油化学のみならず，他の若干の事業（カナ

ダのオイル・サンド，重質油から原油を取り出す

事業）は整理・清算されることなく今日に至った。

　エクソン社による大半の事業の清算，処分は，

基本的には，利益率の低さや採算性の欠如，必要

とされる巨額の投資に対して得られる成果の著し

い不釣り合い，などを理由としたと考えられる。

カナダのオイル・サンド，重質油の事業は存続し

たが，２１世紀初頭頃の時点で，それまでこれらが

事業として成り立ちうるだけの収益性を保持した

かどうかは明らかではない。

　多角化事業の大半が，利益面で難点を抱え，エ

クソン社の期待に応える成果を生み出さなかった

原因についての本稿の考察は，なお断片的な域を

出るものではなく，今後の検討に俟たなくてはな

らない。もっとも，社史は，取り組まれた新規事

業の多くが成功に至らなかった理由の１つを，こ

れらがエクソン社の持つコア・コンピタンスを容

易に適用できない事業であったこと，に求めてい

るように思われる（１９７）。石油・天然ガス事業にお

いてエクソン社が構築し，他社に対する競争優位

の源泉となった諸能力や経営資源は，事務用機器

の生産・販売などの本業からはるかに遠い分野に

ついては言うまでもないが，エネルギーに関連す

る諸産業についても，その活用は制約された，と

述べたのである。すでに記したように，ウラン燃

料，太陽光発電，電気モーター，石炭などにはそ

れぞれ固有の事業特性が存在しており，石油，天

然ガスの分野で得られた技術や経営能力などが，

そのままこれら事業の成功を保証するわけではな

い，との見解である。この主張には，むろん同意

出来る内容が含まれている。　

　だが，エクソン社による事業の多角化の成否

を，石油・天然ガス事業で形成された諸能力や経

営資源の適用の可能性，社史のいうコア・コンピ

タンスの適用の可否と結びつけることは，どこま

で妥当なのであろうか。エクソン社による事業の

多角化とその帰結についてあらためて整理するこ

ととしたい。

　第１に，多角化事業の不振の要因について。こ

れまでの考察から明らかなように，エクソン社に

よる事業の多角化への急展開は，ヴェネズエラ，

サウジ・アラビアなどの主力産油国で原油と油田

に対する支配権を喪失する一方，世界の石油市場

の拡張が頓挫・低迷し，エネルギー源としての石

油の地位が相対的に低下する，といった事態を背

景としてなされた。かかる状況下，エクソン社の

経営陣に石油事業の将来に対する不安が生まれた

ことは否定できないように思われる。同社が石油

（および天然ガス）以外の事業に投資の対象，企

業としての活路を求めたことは大企業としてとり

うる選択肢の１つであったと言えよう。　

　だが，エクソン社には，石油（および天然ガス）

に代わりうる事業・投資先を性急に確保しようと

する行動，資金，技術，人材，事業の管理運営能

力などの豊富な経営資源によって，新規事業で

あっても成功が見通せるとの楽観的な期待，これ

らが見られたように思われる。また，エクソン社

の多角化戦略の策定が，事業の将来性についての

過大な予測に基づくことも少なくなかった。同社

が，経験の乏しい分野で試行錯誤を余儀なくされ

たことは否定できないと考えられるが，こうした

事態は，事業を行う上で求められる経営判断ある

いは戦略策定の不十分性，堅実性の欠如などとし

てとらえられるように思われる。これは，コア・

コンピタンスが適用可能か否かとは区別された，

エクソン社の意思決定，事業・予算の管理などに

属する問題と考えられる。実際，次節で見るよう
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に，同社は，１９８０年代半ば以降，意思決定機構

（企業組織）の大胆な改革に着手するのである。

　第２に，多角化事業の処分と本業への集中につ

いて。エクソン社は，多くの事業の処分を終える

一方，１９９０年代初頭頃から，原油・天然ガスの生

産においては，旧ソ連邦，西アフリカ沖合の大水

深海域（深海部）など，それまで油田，ガス田の

探鉱・開発を手掛けることが実際には困難であっ

た地域や海域に進出する（第２節参照）。下流部

門においても，９０年代初頭以降に業務の改善に

注力し，利益率の向上に努めた（第３節参照）。

いわば，本業に集中する志向を強めたと言えよ

う（１９８）。これらは，その背景として，前者の上流

部門についていえば，旧ソ連邦における社会主

義国家体制の崩壊に伴いそれまで未踏の油田，ガ

ス田が事業の対象としてエクソン社の前に出現

し たこと，油・ガス田の探鉱に新たな革新技術

（三次元地震探鉱法〔three dimensional seismic 

prospecting〕など）の導入や普及があったこと（１９９），

などを落とせないであろう。さらに，他方で，石

油化学分野をさしあたり別とし，また鉱山業など

はなお処分されずに残ってはいたが，手掛けた多

くの新規事業が低迷し，石油・天然ガス事業以外

に同社が注力する有力な分野がもはや見当たらな

かったこと，これもまた本業への集中に向かわざ

るをえない理由であったと考えられる。

　但し，ここで重要なことは，１９８０年代半ば以降

に原油価格の低迷が続き，事業の収益性に大きな

期待をかけることが難しいとはいえ，石油が引き

続き世界経済の最重要のエネルギー源であったこ

と，天然ガスもまたエネルギー源としての役割を

高めていたこと，である。本業への集中戦略が有

効となる客観的な条件が依然として存在していた

と言うべきであろう。　

　だが，ここで問われるべきは，やがてそうした

条件が失われる事態に直面した時のエクソンモー

ビル社の行動である。石油，天然ガスが，主要な

エネルギー源としての役割を終えようとする局面

において，同社が，引き続き石油・天然ガス事業

に拘泥することはあり得ないであろう。エクソン

モービル社は，新たな事業での成功を可能にする

諸能力・経営資源（コア・コンピタンス）の構築

を図る，あるいは早い段階で準備を始める事とな

ろう。同社は，しばらくは安定した利益の獲得に

結びつかない場合でも，事業の多角化に向かうこ

とは避けられないはずである。今日の時点から振

り返るとき，大半の事業が整理された１９９０年代

初頭頃までは，多角化事業を処分することがエク

ソン社にとって可能であり，かつそれが適切な経

営行動でありえた時代だったと考えられるのであ

る。

Ⅴ　 グローバル職能別組織への移行

　今日のエクソンモービル社の組織の基本的な構

造は，１９９９年末にモービル社を買収して以降に形

成された。だが，その骨格の形成起点は，１９８０年

代後半期に求められるようである。周知の１９８０

年代半ば過ぎの国際原油市場での価格の暴落（２００）

を契機に，エクソン社は同社の経営全般に含まれ

た問題点の克服に向かった。とりわけ以下で見る

ように，エクソン社の本社経営陣は，現状では，

同社は的確かつ迅速な意思決定を行っていない，

組織運営が企業環境の変貌などに対応していな

い，と考えたようである。同社は，企業組織の全

社的な改革によって，低迷した原油価格の下でも

利益の出せる事業体制の構築，他社に対する優位

の形成を図ったのである。

　本節は，第１に，８０年代半ば以降の組織改革を

理解する上で必要な限りで，これ以前，特に１９６０

年代になされた改革について手短に整理する。第

２に，１９８０年代半ば以降の改組の展開過程を追跡

する。第３に，モービル社を買収して以降のエク

ソンモービル社の組織構造について考察する。最

後に第４として，こうした組織改革の実行が，エ

クソン社（エクソンモービル社）の活動，とりわ

け業界内での同社の支配力の強化などにとって如

何なる意義を有したか，を検討する。

〔１〕１９６０年代の組織改革

　第２次大戦終了以降，エクソン社は急速な事業
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の拡張を続け，個々の子会社の企業規模は拡大

し，子会社の数も増加した。同社の有力な子会社

群は，第２次大戦前からと言われているが，戦後

も相対的に高い自立性を保持し，本社が子会社の

活動に対して修正，変更を求める事が，時には容

易でないこともあったようである（２０１）。こうした

子会社管理の難しさが１つの背景と考えられる

が，１９８０年代半ば以降，エクソン社の経営責任者

（ローレンス・ロール氏〔Lawrence Rawl〕。１９８５

年５月 － ８６年１２月に社長，１９８７年１月 － １９９４年

４月に会長兼最高経営責任者）は，本社の経営委

員会（management committee）は，各子会社が

提出した事業計画（投資計画）などに対して，的

確な判断や意思決定を行っていない，さらに同社

はこれまで意思決定に必要以上に手間と時間をか

けている（unnecessarily costly），などと指摘し

たのであった（２０２）。

　もっとも，戦後の事業と組織の拡大，複雑化に

対応してエクソン社（ニュージャージー・スタン

ダード石油会社）は，すでに１９６０年代に組織改

革を行っている。まず，これを検討する。

　１９６０年代の改組　６０ 年代半ばに，ニューヨーク

市に所在するエクソン本社が直接統括した子会社

群はほぼ４０社と言われており，それらは，主に

特定の国や地域で活動する子会社，および特定の

事業（職能，機能）を担当する子会社から構成さ

れた（２０３）。

　１９６６年以降にエクソン社は，前者の特定の国や

地域で活動する子会社については，アメリカとカ

ナダを除いて，新たに設立した広域の地域別組織

の傘下に組み込んだ（但し，アジア地域にはすで

に存在－以下に記載）。つまり，地域別の統括会

社方式を採用したのである（２０４）。これにより，本

社の指示は，アメリカ本国とカナダの両子会社に

対してはこれまで通り直接に，その他に所在する

子会社については，新設の地域統括会社を通して

行われることとなった。具体的には，アメリカ

は，ハ ン ブ ル 石 油・精 製 会 社（Humble Oil & 

Refining Company. １９７３年１月にエクソン・カン

パニー U. S. A. に社名を変更），カナダも同様にイ

ンペリアル石油会社が担当したが，中東地域は

エッソ・ミドル・イースト（Esso Middle East. 但

し，１９６９年に創設―以下同じように。なお，第２

節注〔１０〕を参照），他のアジア地域，オーストラ

リア，東南アフリカなどについてはエッソ・スタ

ンダード・イースタン社（Esso Standard Eastern 

Inc. １９６２年。１９７１年以降はエッソ・エースタン社

〔Esoo Eastern, Inc.〕），西ヨーロッパはエッソ・

ヨーロッパ社（Esso Europe Inc. １９６６年），中南

米はエッソ・インターアメリカ社（Esso Inter-

America Inc. １９６６年），がそれぞれ統括責任を果

たすこととなったのである（２０５）。

　他方，エクソン社には，上述のように，特定の

事業（職能あるいは機能）を担当する子会社も存

在した。これらには１９６０年代より以前に創設さ

れたものも含まれており，６０年代半ば以降も地域

統括会社とは別に存続した。それらは，子会社や

外部の企業などに対する原油（石油製品を一部含

むと思われる）の販売，海上輸送（タンカーによ

る輸送事業），その他の業務を担当したエッソ・

インターナショナル社（Esso International，Inc.），

各国で油田，ガス田の探索を行うエッソ探鉱会社

（Esso Exploration Inc.），原油・天然ガスの探鉱

技術などの研究開発を担当したエッソ生産研究会

社（Esso Production Research Company），石 油

精製業などの技術の研究開発を行ったエッソ研

究・技 術 会 社（Esso Research and Engineering 

Company），さらにアメリカを含む世界各地での

石油化学事業を担当した既述のエッソ化学会社

（１９７３年１月からエクソン化学会社），石油・天

然ガス，石油化学以外の事業を統括したジャー

ジー・エンタープライズ社（Jersey Enterprises 

Inc.　１９７３年１月からエッソ・エンタープライズ

社〔Esso Enterprises Inc.〕），などである（２０６）。

　このうち，エッソ生産研究会社，エッソ研究・

技術会社は，各国での原油・天然ガスの探鉱・開

発・生産，精製事業などを技術面から支援する役

割を果たしたと考えられる。エッソ探鉱会社

（１９６４年設立）の場合，１９７０年代にマレーシア

で油田を発見するなど原油生産事業の一部を担っ

た（２０７）。だが，同社は，アメリカをはじめとして，

既存の原油生産子会社が存在する国・地域では活
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動しないことになっており，活動範囲は大きく限

定された（２０８）。エッソ・インターナショナル社に

よる原油販売，海上輸送の実態，活動地域などに

ついては不明の部分が多い（２０９）。

　かように， １９６０年代半ば頃，あるいはそれ以

前においてもエクソン社の内部に，特定の事業・

職能を担当する広域の，あるいは国際性を有する

子会社などが含まれていたことは事実である。だ

が，石油・天然ガス事業の上流部門，下流部門か

らなる主要業務は，なお一部不明の点が残るとは

いえ，その大半が地域別・国別の子会社によって

担われ，それらは，アメリカとカナダを除きほと

んどが新たに設けられた地域統括会社の下に編入

されたのである。

　

〔２〕１９８０年代半ば以降の組織改革

　エクソン・カンパニー・インターナショナル社

（ECI）の創設　エクソン社は，１９８６年５月に，

アメリカとカナダを除く地域の４つの地域統括会

社，およびエッソ探鉱会社とエッソ・インターナ

ショナル社を，エクソン・カンパニー・インターナ

ショナル（Exxon Company，International：ECI）

なる新設の子会社の下に組み込んだ（２１０）。エクソ

ン社は，北米（アメリカ，カナダ）以外の地域で

の石油・天然ガスの上流部門，下流部門を包含し，

これに財務，広報，企画，人事等のスタッフ部門

を抱えた一大組織を発足させたのである。それま

で各国・地域に所在した子会社群は，直接，アメ

リカのニュージャージー州に設けられたECIの本

社の指揮下に入ったのである（２１１）。ECI は，原油

生産，製品販売などの諸事業において，それまで

エクソン社の子会社群の中で最大規模を誇ったア

メリカ子会社（エクソン・カンパニー U. S. A.）

を凌ぐ存在となった（２１２）。

　エクソン社によるエクソン・カンパニー・イン

ターナショナル社（ECI）の設立の目的や狙いと

して，さしあたり以下の２点を挙げることが出来

るように思われる。

　第１に，費用の削減，特に人員の整理である。

ECI 社は，１９８６年５月に設立されて以降，９月中

旬までに組織の編成をほぼ完了した。同社は，２４

の子会社を傘下に抱え，従業員数は４万５０００人

である。ECI は，この時点で，原油生産などの諸

活動のみならず，従業員数でも最大の子会社と

なったと推定される（２１３）。だが，この従業員数は，

ECI 設立以前の各子会社の従業員総数のほぼ半分

を削減した後の数値であった。１９８５年のエクソン

全社の従業員数は１４万４０００人（年末時点）であっ

たが，翌８６年（同）では１０万２０００人に減少し

ており（２１４），減少分のほとんどは，ECI の設立に

伴う人員削減によるものと推定される（２１５）。エク

ソン社は，８６年初頭の原油価格の暴落を背景に，

費用の大胆な削減を図り，そのひとつの方法とし

て，北米以外の子会社群などを１つの組織の下に

編入し，大量の人員整理を行ったと言えよう。

　第２に，既存のエクソン社の組織（北米以外）

に含まれた問題点とその克服である。エクソン社

の組織改革の解明にとっては，むろんこちらがよ

り重要である。エクソン・カンパニー・インター

ナショナル社の最初の社長（R. G. リード氏

〔President R. G. Reid〕）によれば，従来の組織は

地域間の意思疎通が十分ではなく，組織が各地に

分散していることで意思決定に遅れがあり非能率

であった，変化の激しい流動的な産業環境におい

ては根本的な組織変更が必要であった，とのこと

である（２１６）。ECI がこれに応えるために設立され

たことは言うまでもないであろう。だが，意思決

定の遅延の克服などにECIがどのように取り組ん

だか，その具体的な事実や経過の多くは明らかと

は言えない。また，それまで地域統括会社の傘下

にあった子会社群などを直接の指揮下に置いたと

すれば，これはかつて１９６０年代半ば頃までエクソ

ン本社が約４０の子会社を直接統括した管理体制

と類似し，これに復帰した印象を与える。この方

式で如何にして所期の目標の達成を図ったのであ

ろうか。　

　かように，エクソン・カンパニー・インターナ

ショナル社（ECI 社）の組織改革の実態は多くが

不明であり，費用の削減（人員整理など）を別と

して，同社の設立の意義，あるいは，エクソン社

の改組にとって同社が如何なる役割を果たした
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か，などを明らかにすることには困難が多い。

　もっとも，エクソン社の公表資料，社史からは，

ECI 社の設立が，エクソン社の世界全体での原油

と天然ガスの探鉱事業の組織改革と結びついたこ

と，および後者を実現するための１つの手順，あ

るいは手段となったらしいことが窺える。後述す

るように，探鉱事業の改組の結果として生み出さ

れた新組織（エ ク ソ ン探鉱会社〔 Exxon Exploration 

Company〕）は，モービル社の買収後にエクソン

モービル社を構成する各事業組織などの原型，あ

るいは先行型となる。ECI の設立とその意義の一

端を明らかにし，本節の主題である８０年代半ば

以降のエクソン社の組織改革の全体像を探るため

には，議論がやや入り組んでいる印象を与えると

はいえ，一旦，エクソン社による探鉱事業の改組

の考察に踏み込まなくてはならないように思われ

る。

　そこで，まず，１９８０年代半ばないし後半期にお

けるエクソン社の油・ガス田の探鉱事業に如何な

る問題が存在したか，なぜこの分野で改組が必要

となったか，これらを検討する。

　エクソン社の探鉱事業の問題点　既述の原油価

格の暴落（１９８６年）が，それまでのエクソン社の

原油生産事業の見直しを求めたこと，特に優良な

油・ガ ス田の発見を強く促したことは言うまでもな

い。だが，すでに一部触れたように，当時のエク

ソン本社は，子会社の管理に難しさを抱えており，

世界各国での探鉱事業に対する意思決定は必ずし

も的確には行われていなかった。探鉱事業に限ら

ないと思われるが，一般に子会社から提出された

予算２５００万ドル以上の事業計画については，まず

本社に設けられた投資諮問委員会（investment 

advisory committee）に回され，同委員会が適切

と判断した案件が経営委員会に送られることに

なっていた（２１７）。だが，社史によれば，探鉱事業

の場合，経営委員会は各子会社が提出したそれぞ

れの地域・国の鉱区や油・ガス田の探鉱計画など

を体系的に比較考量することはなく，過去の投資

実績を踏まえて予算を配分することが多かったと

されている（２１８）。これは，おそらく投資諮問委員

会についても妥当するように思われる。というの

は，エクソン本社には，世界各地に所在する自社

の油・ガス田，鉱区について，地質構造を含む詳

細なデータが整備されていなかったようなのであ

る（２１９）。そのため，特に有力な子会社が提出した

計画についてはそのままこれを容認することが多

く，アメリカ本国のエクソン・カンパニー U. S. 

A. はそうした子会社の代表例であった。これによ

り，外国に比べ大規模油田の発見の可能性が乏し

いにもかかわらず，同子会社に従来通りの予算が

割り振られる，といった投資行動が続けられたの

であった（２２０）。

　エクソン社の本社は，こうした状況を打開する

ためには，１つには各油・ガス田，鉱区等の詳細

な資料・統計などの入手が必要と考えた。世界各

地の油・ガス田などの地質，資源の賦存状況な

ど，子会社等が保有するデータを収集し分析する

専門機関（探鉱技術査定グループ〔Exploration 

Technical Assessment Group〕）を設置したので

ある（１９８５年）（２２１）。次に，これによって得られる

客観的な根拠に基づいて，アメリカを含む世界各

国・地域での油・ガス田，鉱区を評価し，最も優

先順位の高い計画から順に予算を配分する体制の

確立を目指した。これは，従来の有力子会社など

の投資計画を事実上追認する方式からの決別であ

る。

　エクソン探鉱会社の設立　こうした体制を実現

するためにエクソン社，まず，エクソン・カンパ

ニー・インターナショナル（ECI）に編入された各

国・地域の子会社群から探鉱事業を切り離した。

ECI は，新たな組織を内部に設けて，これら探鉱

事業をその傘下に組み込んだのである（２２２）。つい

で，エクソン本社は，ECI からこの探鉱部門を切

り離し，ついでアメリカとカナダの子会社に対し

ても同様に探鉱事業を分離させ，それぞれを１つ

の組織（子会社）に合体させることとしたのであ

る。

　とはいえ，これは容易には実現することができ

なかった。主たる障害は，ECI の設立以前にエク

ソン社内最大の子会社であり，相対的に高い自立

性を有したエクソン・カンパニー U. S. A. が，探

鉱事業を失うこと，予算と執行権限の喪失に強く
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反発したことにあった（２２３）。同子会社がどれだけ

の期間抵抗をつづけたかは不明であるが，最終的

に本社の指示に従うのは１９９１年末のことであっ

た（２２４）。

　エクソン本社が，エクソン・カンパニー U. S. 

A. の抵抗をどのように抑え込んだかの具体的な

経過や事実は明らかではない。だが，既述のよう

に，ECI は設立時点（１９８６年５月―前出）で，原

油生産などの各種の事業規模でエクソン・カンパ

ニー U. S. A. を凌ぐエクソン社内最大の子会社で

あった（本節前注〔２１２〕参照）。エクソン・カンパ

ニー U. S. A. の社内における地位は低下を余儀な

くされたのである。エクソン本社は，最大子会社

ECI の探鉱部門の ECI 本体からの分離とともに，

例外を設けずにエクソン社の世界各国での探鉱事

業を１つの組織で管理するために，エクソン・カ

ンパニー U. S. A.（およびカナダのインペリアル）

に探鉱事業の分離を強く求めたと考えられる（２２５）。

こうした経過から見る限り，１９９０年代初頭時点に

おいて ECI の存在は，本社が，エクソン・カンパ

ニー U. S. A.（およびインペリアル）に対して探

鉱事業の分離を促す１つの手段としての役割を果

たしたように思われる。

　もっとも，かような経過を辿ったとはいえ，

１９８６年の設立時点で，ECIがこのような役割を果

たすことが後に予定されていたかどうか，探鉱事

業を切り離してエクソン・カンパニーU. S. A.など

の探鉱事業と合体させることなどが，ECI の内部

で合意を得られていたかどうかは疑問である。

ECI の設立時の社長（R. G. リード氏─前出）は，

８６年１０月に開かれた同子会社の主要幹部の会合

で，特定の職能（事業，機能）を１つにまとめた

組織よりは，国・地域別の子会社管理の方式が適

切であると述べた（２２６）。また，同氏の後を受け継

ぎ９２年初頭頃まで４年間社長を務めた経営幹部

（S. レソ氏〔President S. Reso〕）は，９１年末時点

でECIから探鉱事業を分離することに反対を表明

したのであった（２２７）。つまり，１９９１年末のエクソ

ン社の探鉱事業の一体化の決定は，エクソン・カ

ンパニー U. S. A.（およびインペリアル）のみな

らず，ECI の反対をも押し切った本社の最高経営

陣の決断によると言えよう（２２８）。

　１９９２年１月に，エクソン社は，ECI とエクソ

ン・カンパニー U. S. A. の両方の探鉱部門，さら

にカナダの子会社インペリアルの探鉱部門を加え

て，新たにエクソン探鉱会社（Exxon Exploration 

Company）なる子会社を発足させた（２２９）。これに

よってエクソン社は，１つの職能である探鉱事業

について世界的規模での統括組織（グローバル職

能別組織）を発足させたのである（２３０）。

〔３〕エクソンモービル社の組織構造

　１９９９年末にエクソン社はモービル社を買収し，

エクソンモービル社となる。エクソン社による後

者の買収の目的，合同に至る経過などについての

検討は次節の課題であるが，合同と同時に公表さ

れた新たな企業組織は第１図の通りである。両社

の既存の組織がこの構造に再編成されるのに約８

カ月を要したようである（２３１）。この図は，エクソ

ンモービル社が，上流部門（upstream）に探鉱，

開発，生産など５つ，下流部門（downstream）に

精製・供給，燃料マーケティングなど４つ，化学，

石炭・鉱物，グローバル・サービス事業の３つの

合計１２の子会社（カンパニー），これらにカナダ

のインぺリアル石油を加えて，１３の組織から構成

されたことを示す（２３２）。見られるように，エクソ

ンモービル社の石油・天然ガス事業は，インペリ

アル社を別として，グローバルな職能別（事業別

あるいは機能別）組織から構成され，これに石油

化学，石炭・鉱物生産を統括する特定事業組織，

などが加わったのであった。１９８０年代半ば頃まで

エクソン社の石油・天然ガス事業の大部分は，い

くつかの地域統括会社（およびアメリカ，カナダ

の子会社）によって構成されたが，合同後の組織

はこれとは異なる組織へと転換した（２３３）。すでに

みたように，１９９２年に創設されたエクソン探鉱会

社は，石油・天然ガス事業における世界的な職能

別組織の先駆的な存在であった。もっとも，既述

のように，１９６０年代からこうした職能別の組織が

存在したことは事実である（本節〔１〕参照）。だ

が，その活動範囲が世界全体に及んだ組織は，エ

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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クソン探鉱会社をもって嚆矢としたのであった。

　なお，エクソン社の世界全体での組織構造を職

能別組織へ移行させる構想がいつ頃浮上したかは

私には不明である。社史は，１９８０年代半ば頃から

と考えているようであるが（２３４），その根拠は明確

ではないであろう。さらに，モービル社との合同

以前に，エクソン社において，探鉱事業以外でも

グローバルな職能別組織の形成が見られたか，あ

るいはどのように活動をしたかは明らかではな

い（２３５）。　

　ともあれ，モービル社との合同は，いずれの形

にせよ既存の両社の組織の融合・合体を不可避と

した。組織改革を主導したエクソン社の経営陣

は，合同をいわば好機として，一挙に改組を推進

し，石油・天然ガス事業については，世界各国に

所在する両社の組織（エクソンのカナダ子会社イ

ンペリアルを除く）を職能別に編成したのであっ

た（２３６）。合同前のエクソン社の最高経営責任者

（リー・レイモンド氏〔CEO Lee Raymond〕。合

同後も２００５年末まで最高経営責任者）は，同社

の株主などに対する説明で，組織構造の改革は合

同それ自身に匹敵するほどの重要性を持つとさえ

述べたのであった（２３７）。エクソン社の経営陣に

とって，職能別のグローバルな組織の形成は，エ

クソン探鉱会社についてすでに一部見たように，

世界各国での活動の的確な評価とこれに基づく投

資の配分，迅速な意思決定，知識・情報（技術，

経営管理手法，その他）の末端までの伝達，など

を可能ないし容易にし，同社の活動全般および業

界内での地位の維持・強化，費用の削減などのた

めに必須と考えられたのである（２３８）。

　２００１ 年の春頃と思われるが，エクソンモービル

社の組織改革全体を主導した幹部の一人（ルネ・ダ

ハン氏〔Ren é  Dahan. Executive Vice President〕）

によれば，日本での事業について，「今では精製・

マーケティングの責任者は，最初に日本の組織を

介さずとも，日本の製油所の操業担当者と話が

できる（“the head of refining and marketing can 

now talk to the operator of a refinery in Japan, 

say, without going through the Japanese 

organization first”）」，と述べたとのことである（２３９）。

とすれば，職能別組織への移行によって，子会社

（カンパニー）本部による各国・地域での事業

（機能）の実情把握が以前に比べ容易になり，本

部から末端組織への情報の伝達などもより迅速に

行われたように思われる。さらに，この幹部は，

フランスの子会社についてであるが，改組により

同子会社の最高経営責任者の権限は大幅に縮小に

したと述べたとされている（２４０）。断片的ではある

が，こうした言説からは，グローバルな職能別組

織への移行によって，それまで各国・地域での活

動を統括し，これを指揮したと考えられる現地子

会社の経営陣（取締役会など）の果たす役割や機

能が大きく低下したこと，それぞれの職能別子会

社（カンパニー）の本部が各国での活動に対する

統制権限，あるいは関与を強めたこと，これらを

推測しうるように思われる。

　もっとも，このような推測や整理はさしあたり

は可能と考えられるが，エクソンモービル社のグ

ローバルな職能別の組織が実際にどのように運営

されたかについて，私には多くが不明である。同

社が，世界各国での活動の的確な評価とこれに基

づく投資の配分，迅速な意思決定を如何に遂行し

たか，などの実態解明はなお今後の課題である（２４１）。

　

〔４〕組織改革の成果

　１９８０年代後半頃からエクソン社が組織改革に

着手し，エクソンモービル社の成立後まもなく，

世界的な規模での職能別組織を形成するに至った

ことは以上のとおりである。改組の目的が，同社

による活動全般の強化，他社に対する優位の形成

にあったことは言うまでもないであろう。とすれ

ば，こうした改革は，同社の諸活動，あるいは他

社との競合において如何にその真価を発揮したの

であろうか。

　だが，エクソンモービル社による原油生産など

の進展の事実や統計を提示することはできたとし

ても，それが改組（職能別組織への移行）とどの

ように結びついたか，組織の変更が実際の事業活

動を如何に推進したか，などを明らかにすること

は困難の多い課題である。ある程度の期間を設定

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―

91



して，事業活動の進展と組織改革を詳細に照合，

突合せることが必要であり，この考察を可能とす

る資料の入手が不可欠である。近刊の社史は，エ

クソンモービル社の内部資料，新・旧の経営陣に

対する聞き取り調査などを踏まえて書かれている

が，この課題については，探鉱事業についてのみ，

それもモービル社との合同以前についてわずかな

検討を与えたに過ぎない。他の事業（職能）につ

いてはほとんどが不明である。以下では，若干の

諸点を記すにとどめる。

　既述のように，エクソン社は，１９８０年代半ば頃

までには多くの多角化事業の処分，あるは同事業

群からの撤退に向かった。同社は，本業である石

油・天然ガス事業にあらためて集中する志向を強

めたと考えられる（前節注〔１９８〕を参照）。だが，

原油・天然ガスの生産事業（探鉱，開発，生産）に

ついて言えば，少なくとも １９９０ 年代初頭頃までは，

これへの投資（producing capital and exploration 

expenditures）が増強されたとは言えない。１９８６

年の投資額は，前年（７５億６１００万ドル）比で

４０％減少し，１９８９年（７１億６７００万ドル）に至っ

てようやく８５年の水準にやや近い額に復帰した

に過ぎない（２４２）。探鉱事業のみに限定した場合，

１９８４年に２７億ドルであった投資額は，９０年代初

頭には１２億ドル程度まで低下したのである（２４３）。

試掘井（exploratory well）の掘削活動も減少した。

８５年に世界全体で掘削した本数は４３３であった

が，８７年には１８４，９０年には１３９となった（２４４）。

１９８０年に原油の確認埋蔵量は７７億１００万バレル，

天然ガスは４７兆２４４０億立方フィート（石油換算

で７８億７４００万バレル）であったが，９０年には前

者は７１億５０００万バレル，後者は４２兆８９９０億立

方フィート（同７１億５０００万バレル）となった（２４５）。

　それでは，１９９２年のエクソン探鉱会社の形成

は，こうした状況を転換させる契機となったので

あろうか。この点について社史は，この改組（エ

クソン探鉱会社の形成）が，その後のエクソン社

の原油・天然ガスの埋蔵量の拡大に有効に作用し

たかどうかを確言することはできないとする（２４６）。

油・ガス層から汲み出された原油・天然ガスの量

を，新たに発見した原油・天然ガス（確認埋蔵量）

によって埋め合わせる比率（replacement rate）

は，１９８９ － ９８年に原油で８９％にとどまり，天然ガ

スで１１５％，合わせて９９％であった（２４７）。天然ガ

スを石油に換算した上で石油と合算した埋蔵量

（Barrel Oil Equivalent：BOE）では，１９９７年に

RD シェルが１９０億バレルの確認埋蔵量を有した

一方，エクソン社は１３８億バレルであった（２４８）。

９８年に，BP 社とアモコ社の合同（前者の BP に

よる後者の買収）によって生まれた BP アモコ社

（BP Amoco p.l.c.）が１４８億バレルであったから，

同年には，エクソン社（１３９億バレル）は，国際

石油企業の中では第３位に転落したと考えられ

る（２４９）。これらを見る限りは，組織改革，つまり

エクソン探鉱会社の形成とこれに基づく意思決定

などが，エクソンモービル社の成立までに所期の

目的に応える成果を生み出したとは言えないよう

に思われる（２５０）。

　

〔５〕小括

　本節は，１９８０年代半ば以降にエクソン社が試み

た組織の改革を考察した。国・地域を基本単位と

して設けられた子会社を本社が直接統括する，あ

るいは１９６０年代半ば頃からは，地域統括会社が

各子会社に対してこの役割を果たす（但し，アメ

リカ，カナダを除く），といった世界全体を国・

地域毎に管理する方式は，１９９０年代前半頃から変

化し始めた（１９９２年にエクソン探鉱会社の設立）。

同社は，モービル社の買収（エクソンモービル社

の成立）を契機として，２０００年頃にはグローバル

な職能別組織へと一挙に転換したのであった。

　もっとも，すでに本節の随所で述べたところで

あるが，エクソン社の組織改革の全容，組織改革

の成果などについては，不明の部分が少なくな

く，本稿ではそれらの一端に触れたにとどまる。

さらに，本節では，エクソンモービル本社の機能

や役割，およびその変化についての検討がなされ

ていない。周知のように，職能（事業，機能）毎

に管理体制・組織を設けた場合，それぞれの職能

間の連結を図り，分断や対立を回避することが必

要となる。通常，これらの課題は，各職能部を統
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括する本社によって担われると考えられる。また，

本社のトップマネジメント（最高経営陣）は，そ

れぞれの職能部の評価とこれに基づく予算の配分

なども行わなくてはならない。エクソンモービル

社の場合，これらは，実質的には，最高経営責任

者（CEO）を含む数名（５，６名）から構成される

経営委員会によって遂行されたと考えられる。同

社の 経営委員会は如上の課題にどのように応え

たのであろうか（２５１）。今後の課題としたい。

Ⅵ　エクソンモービル社の成立とその後
　　の活動

　本節は，エクソン社によるモービル社の買収

（エクソンモービル社の成立。１９９９年１１月末）

について，その背景要因，エクソン社にとっての

買収の意義，新たに成立したエクソンモービル社

の２１世紀の最初の数年間の活動，これらについ

て考察する。

　

〔１〕エクソンモービル社の成立

　モービル社の買収とその背景要因　エクソン社

によるモービル社の買収（エクソンモービル合同

〔Exxon Mobil Merger〕）が，エクソン社からの

提起ではなく後者からの申し出を受けて行われた

ことは周知のところである。モービル社は，旧ソ

連邦や中東の油・ガス田に対する権益など有望な

資産を多々所有してはいたが，そうした資産の開

発・事業化に必要な資金を確保できないなど，大

きな困難に直面していた。モービル社の経営陣

は，１９９０年代後半には単独での存続を危ぶんだよ

うであり，BP 社，アモコ社，シェヴロン社など

他の有力大企業との合同を模索したのであった。

とはいえ，これら企業との合同には何れも障害や

難点があり，最終的にエクソン社に協議を申し入

れたのである（２５２）。

　他方，エクソン社にとっては，他の石油大企業

の買収，あるいは他社との合同は，長きにわたり

検討されることはなかったようである。しばしば

指摘されたところであるが，かねてよりエクソン

社の経営陣は，原油や石油製品の生産量，売上高

などで示される企業規模よりは，利益額あるいは

利益率をより重要な経営上の基本指標とした。そ

れゆえ，他社との合同，買収などで企業の規模拡

大を図ることそれ自体を目標とすることはなかっ

たように思われる（２５３）。もっとも，モービル社か

ら合同の提起がなされる以前の１９９７年に，化学

大企業のデュポン社からエクソン社に対して，同

社（デュポン社）が子会社として保有する石油大

企業コノコ社（Conoco Inc.）とエクソン社の子会

社エクソン化学を交換する提案があった。エクソ

ン社は，これを受け入れなかったが，この前後に

は，アメリカ国内のいわゆる準大手の石油企業群

同士の合同・買収も進展しており，エクソン社も

また企業合同の波の訪れを感知したと言われてい

る（２５４）。こうした状況下，１９９８年の春頃からエク

ソン社とモービル社との間で合同の協議が始ま

り，曲折はあったが，同年１２月初頭に両社は合

意に達し（エクソン社によるモービル社の買収），

これを公表したのである。

　とはいえ，以上の記述からも推測しうるよう

に，エクソン社は当初，モービル社の買収には必

ずしも積極的ではなかったようであり，１９９８年の

８月には買収金額などで後者と折り合わず，交渉

は中断した。だが，中断後１週間もしない時点で

BP 社によるアモコ社の買収が報じられ，一転し

て交渉は再開されたのであった（２５５）。エクソン社

は，買収額を９８年１２月時点で７５３億ドルと公表

したようであるが，９９年１１月末の実際の金額は

８１０億ドル相当と言われている（２５６）。エクソン社

が，最終的にモービル社を買収するに至った主た

る要因は，むろんモービル社の事業と資産の持つ

魅力（後述）にあったと思われる。但し，BP 社

に見られる如き，石油産業界の支配体制の再編行

動を目の当たりにして（前注〔２５４〕も参照），エク

ソン社が，業界内での自社の地位を防衛するため

に，モービル社との合同を１つの重要な選択肢と

考えたことも否定できないと考えられる。

　なお，この点については，いま少し追記が必要

である。モービル社との合同を発表した直後と

思われるが，エクソン社の最高経営責任者

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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（リー・レイモンド氏）は，合同が生み出す利点

（benefits）の１つとして，企業規模の拡大（the 

larger worldwide portfolio of petroleum and 

petrochemical  operations）を挙げたようであ

る（２５７）。だとすれば，これは，それまでの，規模

の拡大を第１義的に経営目標とはしない，とは直

ちには整合しないように思われる。にもかかわら

ず，エクソン社は，売上高，資産などでやはり最

大企業でなくてはならないと考え始めたようであ

る。経営目標，戦略にこうした一定の変化が生ま

れる背景には，産油国政府の政策や行動があった

と考えられる。というのは，国際石油企業群の中

では，これら政府は，外国の石油企業との共同事

業においては巨大な企業を優先する，との認識や

了解が生まれていたからである（２５８）。旧ソ連邦諸

国，西アフリカ諸国などで国営企業などとの共同

事業，のみならず油・ガス田や鉱区の獲得，権益

の拡大を目指すエクソン社としてはこれを無視す

ることは出来なかったように思われる。

　合同による費用の削減，事業・資産の補完・補強

　エクソン社によるモービル社の買収，あるいは

エクソンモービル合同について，エクソンとモー

ビルの両社は，１９９９年４月に，それぞれの株主に

向けて２つの目的あるいは意義を挙げている。１

つは短期的な目的とされており，事業費用の削減

である。この時点での見通しでは，合同後の３年

目から毎年２８億ドルの費用が削減されるとのこ

とであった（２５９）。これは，主として，重複する施

設，収益性の低い事業や資産の処分，従業員の解

雇などによるものである（２６０）。

　だが，合同のより重要な意義，あるいはこれが

生み出す成果は，長期に及ぶとされており，資本の

生産性の改善（Capital Productivity Improvement）

と表現された。原油と天然ガスの生産事業（上流

部門），精製と販売（下流部門），石油化学の３つ

の分野のいずれにおいても，モービル社の事業と

資産がエクソン社の活動を補完ないし補強すると

のことであった（２６１）。

　これらの分野において特に重要な意味を持った

のは，上流部門であった。社史によれば，この部

門を担当するエクソン社の幹部は，合同後と思わ

れるが，モービル社が保有した油・ガス田，鉱区

の資産を調査して興奮を抑えられなかったとのこ

とである。それは，同幹部によれば，１４００億ドル

に相当すると推定された優良資産であった（２６２）。

特に，中東のカタールの天然ガスの開発事業権益

（RasGas natural gas project），旧ソ連邦のカザフ

スタンのテンギス（Tengiz field），カシャガンの

両油・ガス田が含まれたことが重要であった（２６３）。

エクソン社にとって，モービル社との合同は，原

油と天然ガスの埋蔵量，両事業の拡充の有力な手

段となったのである。

　なお，こうした国際的な大企業間の合同（買収）

については，周知のように，独占禁止の観点か

ら，アメリカでは連邦取引委員会（Federal Trade 

Commission），西ヨーロッパでは欧州委員会

（European Commission）の審査と了承が必要で

あった。その結果，すでに知られているようにエ

クソン社とモービル社は，これら審査機関からア

メリカ（北東部，中部大西洋岸など）と西ヨーロッ

パに擁した販売事業や給油所網の一部，あるいは

相当部分，製油所（アメリカ・カリフォルニア州），

などを合同の条件として処分するよう求められ

た。両社は，これを受け入れて１９９９年１１月末に

エクソンモービル社を発足させたのである（２６４）。

人事面での配置・調整を含め，両者の組織統合が

ひとまず完了するのは２００５年頃のようである（２６５）。 

〔２〕合同後の諸活動

　合同後のエクソンモービル社の原油生産，その

他の活動については，すでにこれまでの節でも

２００５年頃までについて部分的には触れたところ

である。以下では，原油と天然ガスの生産事業に

限定して２点を記す。

　第１に，非在来型資源（unconventional  resources）

の生産事業の将来性が高まったことである。これ

は，カナダ（アルバータ州）におけるオイル・サ

ンド（ビチューメンを含んだ砂岩層）および重質

油（ビチューメン）の生産，およびこれらから原

油を取り出す活動である。前者のオイル・サンド

の場合，既述のようにエクソンモービル社（子会
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社インペリアル石油）が２５％の所有権を有するシ

ンクルード・カナダ会社は，１９７８年に生産を開始

し（第４節参照），１９９５年には全体で２０万２０００

バレル／日の原油（ビチューメンから取り出され

た原油〔Syncrude Sweet Blend. 第４節注〔１７６〕

を参照。インペリアルの取得部分は４万４０００バ

レル／日）を産出した。もっとも，１０年後の２００５

年には２１万４０００バレル／日（同 ５万３０００バレ

ル／日）であったから，この間の伸長はわずかで

ある（２６６）。一方，後者の重質油（コールド・レイ

ク近傍の鉱床。エクソンモービル社〔インペリア

ル社〕が１００％権益を保有）について見ると，１９９５

年に９万７０００バレル／日であったビチューメン

の生産量は２００７年には１５万バレル／日以上へ増

加した（ビチューメンから得られた原油の量は不

明）（２６７）。年次がややずれており，しかも原油とビ

チューメンであり，比較は適切ではないが，後者

の生産の伸びはオイル・サンドに比べればかなり

大きいと言えよう（２６８）。なお，エクソンモービル

社による非在来型の原油の生産量全体を確定統計

で示すことは出来ないが，２０１０年（カナダ以外を

含むと思われる）では，全原油生産量（２４２万

２０００バレル／日―前掲第１表を参照）の１割に満

たないことは確実である（２６９）。

　もっとも，ここで注目すべきは，統計の得られ

る重質油（コールド・レイク）についてであるが，

ビチューメンの埋蔵量全体（原始埋蔵量。第２節

注〔３４〕参照）から実際に取り出すことのできる

ビチューメンの割合（回収率）の増加である。事

業が試験的に取り組まれた初期の段階（１９６０年代

半ば）では，その比率は１３％であったと推定され

るが，２００６年頃にはこれが３０％以上に増加した

のであった（２７０）。その結果，コールド・レイク鉱

床においてエクソン社が保有した原始埋蔵量は，

４００億バレルと推定されたので（１９９０年代半ば頃

と考えられる），実際に生産可能な量が１３％であ

れば５２億バレル，３０％なら１２０億バレルの規模

となる（２７１）。ビチューメンの採取技術の向上に

よって，エクソン社は極めて大規模な鉱床（油田）

に権益を確保したことになろう。非在来型資源を

生産し，これから原油を産出する事業は，かつて

は費用が法外で採算面に大きな難点があった。だ

が，１つは，採掘等の技術の革新によって，いま

ひとつは２１世紀初頭以降の在来の原油の価格上

昇によって，エクソンモービル社の原油生産事業

の１分野としての比重を高めた（２７２）

　周知のように，１９７０年代半ば頃から世界の在

来型原油の埋蔵量の大半ないし過半は，石油輸出

国機構（OPEC）を構成する諸国に所在した（２７３）。

この状況下では，エクソン社など国際石油企業

が，原油の獲得面で中東などの国営石油企業に対

する劣位を覆すことは困難と考えられる（２７４）。

２００５年末時点で，エクソンモービル社が保持する

原油の確認埋蔵量（１１２億２９００万バレル）は，民

間の石油企業としては最大であるが，国営企業を

含む序列では世界の第１２位に過ぎなかった（２７５）。

だが，エクソンモービル社は，カナダにとどまら

ず，アメリカ，その他諸国に保有したオイル・サ

ンド，重質油などの非在来型資源の事業化が進展

すれば，原油生産企業としての同社に新たな躍進

の機会が訪れると展望したのである（２７６）。つまり，

現状においては，在来型原油の価格が高位に維持

されていることが条件であるが，エクソン社は，

生産技術の一層の進展を図ることで，世界の原油

生産業界においてかつて保持した地位をある程度

は奪回しうると考えたようである。

　第２は，天然ガスである。周知のように，世界

のエネルギー消費（１次エネルギー源）に占める

天然ガスの割合は，統計の利用できる各年につい

て み る と１９７１年（１７.８％），１９８０年（１８.９％），

１９９０ 年（２２.５％），２０００ 年（２３.７％），２０１０ 年（２３.７％）

であった。２１世紀に入ってからはこの統計では

変化が見られないが，１/ ４弱まで比重を高め，

１９７０年代以降，長期的にみれば緩やかに増加傾向

を辿ったといえよう（２７７）。

　モービル社との合同後のエクソン社（エクソン

モービル社）にとって，液化天然ガス（LNG）の

生産・販売が新たに事業の一分野を構成すること

となった。その主要な拠点は中東のカタールであ

り，同国は２００６年にインドネシアを凌いで LNG

の世界最大級の輸出国として台頭した（２７８）。特に

１９７０年に発見された北部のガス田に対しては，

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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１９９０年代にモービル社が権益（２７％）を取得し，

９７年にはスペインに向けて液化天然ガスの最初

の販売がなされたのである（２７９）。社史によれば，

エクソン社（エクソンモービル社）がモービル社

の権益を継承した後の評価では，９００兆立方

フィート（石油換算で１５００億バレル）の埋蔵量

（可採埋蔵量と考えられる）を有する世界最大級

のガス田であることが明らかとなったとのことで

ある（２８０）。第５表によれば，２００２年にエクソン

モービル社が中東で獲得した天然ガスは，約４億

８００万立方フィート／日（純生産量。石油換算で

６万８０００バレル／日）であった。但し，このす

べてがカタールで産出されたかどうかは不明であ

る。だが，同社の公表資料（財務・事業報告書な

ど）による限りではカタール以外からの生産は見

当たらず，確言はしえないが，おそらく大半がカ

タールで産出されたと考えられる。これらは，液

化された後に，主として日本，韓国，スペインな

どに輸出された（２８１）。その後，生産量（中東全体）

は年々増加し，２０１０年には３８億６５００万立方

フィート／日（石油換算で６４万４２００バレル／日。

前掲第５表参照）に躍進したのである（２８２）。 

　天然ガスは，周知のように，従来はパイプライ

ンで輸送し，販売（供給）することが通常であっ

た。これまでエクソンモービル社（エクソン社）

は，アメリカ本国，西ヨーロッパ（オランダのフロ

ニンゲン・ガス田〔Groningen gas field. １９６０年発

見〕，北海ガス田）などで主としてパイプラインに

よって天然ガスの販路を開拓したのである（２８３）。

だが，パイプライン輸送方式の場合，遠隔地を市

場とすることはパイプの敷設費用などの面から大

きな制約があった。そのため，近隣に大市場が少

ない中東地域は巨大な埋蔵量を保有しながらも，

それに見合う天然ガス事業の大規模化には難しさ

を抱えたのである（２８４）。天然ガスの液化は，固有

の LNG 船舶を用いることで，世界市場を対象と

する事業展開を可能にした。エクソンモービル社

（エクソン社）は，モービル社から継承したカ

タール権益を生かして液化天然ガスの生産・販売

を自社の新たな成長事業として位置づけることと

なったのである（２８５）。

〔３〕小括

　エクソン社がモービル社を買収して，今日まで

に十数年を経たが，１９世紀以来の同社（旧称

ニュージャージー・スタンダード石油会社）の長

い歴史において，社名の変更を伴う大規模な企業

買収・合同は，これ以前には例を見る事がなかっ

た。その意味では，１９９０年代末のエクソンモービ

ル合同（Exxon Mobil Merger）は，同社の企業史

に１つの画期をなしたと思われる。本節は，モー

ビル社を買収するに至る背景，エクソン社にとっ

ての買収の意義，合同後の活動，などについて若

干の考察を行った。ここでは，原油や天然ガスの

生産量からみた合同後のエクソンモービル社の業

界内での地位，および財務面に現れた同社の現局

面について，ごく簡単に取りまとめる。

　合同に伴う組織統合がほぼ完了したとされる年

次の翌年（２００６年）の統計であるが，原油生産量

（世界全体で８１６６万３０００バレル／日）でエクソ

ンモービル社は，第５位（全体比３.２８％－純生産

量）であった。最大はサウジ・アラビアの国営企

業サウジ・アラムコ（１２.８３％。純生産量か総生産

量かは不明。以下同じ），第２位は国営イラン石

油（National Iranian Oil Company. ５.３２％），第３

位は国営メキシコ石油（Petr ó  leos Mexicanos：

Pemex. ４.４７％），第４位は中国の国営石油企業・

中国石油天然気集団公司（３.３１％）であった（２８６）。

天然ガス（世界全体の生産量は２７７２億立方フィー

ト／日〔石油換算で４６２０万バレル／日）ではエ

クソンモービル社は第３位（３.３７％－純生産量）に

食い込んだ。最大はロシアの国策企業ガスプロム

（２００６年末時点でロシア政府が株式の５０.００２３％

を保有。１９.４０％－純生産量か総生産量かは不明。

以下同じ），第２位が国営イラン石油（３.６６％）で

あった（２８７）。

　合同前のエクソン社は，統計が得られる１９９５年

であるが，原油生産量では第８位（２.５３％），天然

ガスでは第４位（２.９１％）であったから，同年と

の対比で２００６年には，原油生産では，モービル

社との合同がエクソン社（エクソンモービル社）

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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売上高（2） 売上高 
純利益率 

純利益額（3） 

（単位：100万ドル，％） 

（注）　（1）１９７０-１９９８年はエクソン社。１９９９-２０１０年はエクソンモービル社。
          （2）Total sales and oprating revenue（消費税を含む）。
          （3）Net income.
 　
（出典）　　 １９７０-７７年は，Exxon〔8〕，１９７７ FOR，pp.４, ５，１９７８-８１年は，１９８１ FOR，pp.６，７，より。１９８２-８５年は，

Exxon〔7〕，１９８５ AR，p.２２, １９８６-８９年は，１９８９ AR, p.２４，１９９０-９４年は，Exxon〔8〕，１９９４ FOR，p.１６，１９９５-
９８年は，１９９８ FOR，p.１８，より。１９９９-２００３年は，Exxon Mobil〔11〕，２００３ FOR，p.１４，２００４-０７年は，
２００７ FOR，p.１６，２００８-２０１０年は，２０１１ FOR，p.９０，より。

第６表　エクソンモービル社の売上高，純利益額，利益率，１９７０-２０１０年（１）



の地位の向上を促したことは明らかである。天然

ガスでは，原油とはやや異なり１９９５年でもエク

ソン社は上位企業に位置し，２００６年には１つ順位

を高めたにとどまる。これは，９５年には，例え

ば，国営イラン石油が第６位（１.８５％）にとどま

るなど，中東などでの国営企業による天然ガス生

産がいまだ本格化していなかったこと，などによ

るであろう（２８８）。

　みられるように，合同後（２００６年時点）のエク

ソンモービル社は，サウジ・アラムコ（原油），

ガスプロム（天然ガス）には到底比肩しえないが，

他の幾つかの有力国営石油企業にはある程度迫り

うる存在であり，国際石油企業群の中では最大で

あった（２８９）。エクソン社によるモービル社の買収

（エクソンモービル合同）は，上流部門について

の検討のみではあるが，世界石油産業界における

エクソン社の地位の維持・強化を可能ならしめた

と言えよう。

　第６表によれば，エクソンモービル社の売上高

に対する純利益率は，合同の翌年（２０００年）以降

は，２００２年，０９年に５，６％であるが，それ以外

は ７ － １０％台を示した。１９７０年から１９９０年代の

末頃までの約３０年間では，エクソン社の利益率

が，全体の２ / ３くらいの年次で４, ５％台にとど

まったことからすれば，エクソンモービル合同は

利益率の向上につながったと考えてよいであろう

（前掲第４表も参照）。エクソン社（ニュージャー・

スタンダード石油会社）の場合，第２次大戦終了

以降の売上高純利益率は，１９５０年代半ば頃までお

おむね１０％を超え，その後は低下するが，６０年代

（１９７３年まで）は７，８％台を維持した（２９０）。２０００

年以降の利益率は，１９６０年代頃の水準に復帰した

ように思われる。こうした利益率の向上は，１つ

は，すでに何度か指摘したように，２０００年初頭以

降の国際的な原油，天然ガス価格の上昇ないし高

騰によるものと考えられる。ただ，いま１つとし

て，エクソンモービル社が掲げた２つの合同の目

的，「費用の削減」（短期的目的）と「資本の生産性

の改善」（長期的目的）の追求の結果でもあったこ

とは考慮されるべきであろう。前者の「費用の削

減」についていえば，エクソン社においては，

１９９０年代の末近くになると，それ以前から高唱さ

れた下流部門での費用削減，利益率の向上の取り

組みが成果を見せ始めたこと（前掲第４表参照），

そしてこれがエクソンモービル社にも継承された

と考えられるのである。

Ⅶ　 おわりに

　１９７０年代初頭以降，世界の石油産業界は歴史

的な変貌期に入った。エクソン社は，中東地域な

どでの油田支配権の喪失，世界の石油需要の低迷

などに直面したのであった。本稿は，１９７０年代初

頭から２１世紀の最初の数年間までの３０年余を対

象として，エクソン社（エクソンモービル社）に

よる新たな時代状況への対応，およびその帰結と

して生み出された今日の同社の全体像を探った。

現段階のエクソンモービル社の形成過程を追跡し

たのである。以下，３点において本稿をとりまと

めることとしたい。

　第１に，エクソン社の事業の構成・内容であ

る。同社は，新たな活路を求めて多角化を試みた

が，２１世紀の初頭ないし２０１０年頃までの事業部

門の構成などは，基本的には１９７０年代初頭と大

きな変化はなかった。石油・天然ガス事業がエク

ソンモービル社（エクソン社）の活動の大部分を

構成し，これに石油化学が付随する，といった体

制である。このうち原油と天然ガスの探鉱・開

発・生産（上流部門）が投資額や獲得利益額など

で最大部門であることも不変である。歴史的な変

貌期であったとしても，事業の構成・内容からす

れば，エクソンモービル社の活動に大きな変化が

見られたとは言えないであろう。

　エクソンモービル社が，石油化学事業を抱える

とはいえ，引き続き石油・天然ガス事業にほぼ専

心し，これで売上高や利益の長期的な増大を可能

とした背景要因として，石油が，世界経済あるい

は各国経済において，依然として最大のエネル

ギー源であったこと，天然ガスがこの間にエネル

ギー源としての存在を高めたこと，これらを挙げ

るべきであろう。だが，重要なのはエクソンモー

ビル社の主体的な活動である。特に，油・ガス田

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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の探鉱などの上流部門における技術の革新，経営

管理能力，リスク対応力の向上，などである。ア

ラスカ，北海，旧ソ連邦，西アフリカなどの地域

や海域への進出，オイル・サンド，重質油などの

非在来型資源から原油を取り出す事業などは，こ

れらが強く問われる分野であった。本稿では，エ

クソンモービル社（エクソン社）による探鉱・開

発技術などについての考察の相当部分を，典拠と

してあげた旧稿（第２節注〔５〕参照）に委ねてい

るが，この時代に長足の発展を遂げたこれら技術

の革新や同社の経営能力が，石油・天然ガス事業

を，引き続きエクソンモービル社の活動を構成す

る最大部分ならしめたと考えられるのである。

　第２に，企業組織，意思決定機構である。エク

ソン社が，１９８０年代半ば以降に組織改革に着手

し，モービル社の買収を契機として，全社的な管

理組織，意思決定機構の改革を断行したことは，

この時代になされた活動の重要な一部を構成す

る。原油価格の暴落が改革の直接の契機として

も，本社の最高経営陣から見れば，エクソン社

は，的確かつ迅速な意思決定を行っているとは言

えず，組織運営も機動性を欠くとの判断があった

こと，これが改組を促す基本的要因であったと考

えられる。世界各国での活動を国別・地域別に組

織された子会社，あるいは地域統括会社によって

管理するこれまでの組織においては，アメリカな

どでは活動の実質的な決定権はより多く子会社に

あったようである。新規事業（多角化事業）につ

いても，実際に活動を担った子会社群が，事業の

将来性などに対する過大な評価や期待などを背景

に，エクソン社全体の意思決定を誤らせる面が

あったと考えられる。これらは，長きにわたって

エクソン社の経営を特徴づけた分権的な管理体制

が１つの限界に達したことを示すように思われる。

エクソンモービル合同後に導入された，世界全体

での諸活動を職能（機能，事業）毎の子会社（カ

ンパニー）に編成し，それぞれの子会社の本部が

末端まで掌握するといった方式は，それまでの分

権化された組織運営に対する修正として導入され

たように思われる。但し，導入された職能別グロー

バル組織の下での意思決定，指揮・命令等が実際

にどのように行われ，どれほどの成果を生み出し

たかの解明は今後の課題として残されている。

　第３に，利益額，利益率の重要性について。

１９８０年代半ば頃から，エクソンの最高経営陣は，

売上高，生産・販売量よりは，利益額あるいは利

益率の向上をより重要な経営目標，事業の継続・

拡大，あるいは整理・清算の判断指標として重視

したと考えられる。とりわけ，それは，上流部門

に比べ収益性が低位であった精製事業などの下流

部門において強調された。精製事業では，過剰な

精製能力の処分が１９８０年代初頭頃にはすでに実

行され始めてはいたが，利益重視が意識的に追求

されるのは８０年代半ば頃からと思われる。１９９０

年代に入ると，費用の削減が最重要の位置づけを

与えられることとなり，タンカー事業はほぼ全面

的に処分されたのである。１９９０年代の後半ないし

末近くから，下流部門においては利益率（使用資

本利益率）に見るべき伸長があったと言えよう。

　もっとも，利益額や利益率をより重視する経営

は，石油化学事業において先行したと考えられ

る。かねてより，子会社エクソン化学の経営陣

は，エクソン社内において化学事業を認知させる

事が出来るかどうかは，結局は利益の額，あるい

は利益率にかかっていると主張したのであった。

事業の多角化についても，エクソン社は，鉱山業

（および石炭業）については２１世紀の初頭頃まで

なおこだわりを見せたが，非在来型資源を除く他

の諸事業は，８０年代後半頃までに大方を整理・

清算したのであった。事業の採算性，利益率の低

さが処分の主たる根拠であったと考えられる。

　最後に，残された課題について。既述のように

石油製品の販売活動，製品市場での支配体制の考

察は手つかずである。一般にどの産業・業種にお

いても製品の販売こそは，企業間競争の対決点で

あり，製品市場における支配力の構築は業界を主

導する企業にとって常に最重要の課題の１つだっ

たのである。この考察を欠いては，現段階のエク

ソンモービル社の形成過程，全体像を明らかにす

ることはできない。これが次の検討課題である。
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《注》

（１）本稿の第６節で述べるように，エクソン社はモー

ビル社を約８１０億ドルと推定される額で買収した

が，本件については，エクソン社の株主向け年次報

告書（Annual Report），アメリカ連邦議会の公聴会

記録などでは，“Exxon Mobil Merger”と表記され

ることが多い。これは日本語表記では「エクソン

モービル合同」となるように思われる。それゆえ，

本稿では，「モービル社の買収」以外に，「エクソン

モービル合同」，「エクソンモービル社の成立」など

と表記することがある。しかし，これらはいずれも

同一の事象を指す。なお，以下では，原則として，

モービル社の買収以前についてはエクソン社，それ

以降はエクソンモービル社と記載する。　

（２）Hidy & Hidy〔５５〕；Gibb & Knowlton〔５４〕；

Larson，Knowlton，and Popple〔５７〕；Wall〔６２〕，

である。なお，これら以外に，第２次大戦期のみを

扱った Popple〔６０〕（但し，その主要な部分は，

Larson，Knowlton，and Popple〔５７〕の当該時期の

記述に生かされている），子会社を対象とした社史

として，Larson and Porter〔５６〕；Loos〔５８〕，など

もある。

（３）著者のプラット氏（Joseph A. Pratt）によれば，

これまでのエクソン社の４巻の社史が，同社の活動

の全体を網羅した百科全書のような著作（a sort of 

encyclopedia of Exxon）であったのに対して，本書

はそうした包括性を追求しなかったと述べている。

同氏は，今日のエクソンモービル社の形成にとって

重要な役割を果たした諸活動とその変化，エクソン

社による戦略的な意思決定過程，これらの解明に焦

点を当て，取り上げるべき対象を取捨選択したとの

ことである（Pratt〔５９〕，pp. �   � ，�  �）。とすれば，

プラット氏は，エクソン社による製品販売，製品市

場における他社との競合などの検討は，今日のエク

ソンモービル社の形成，同社の意思決定過程の解明

にとって主要な課題ではないと考えているようで

ある。　

（４）上流部門に対する資本支出額（Capital and 

Exploration Expenditures），およびエクソン社（エ

クソンモービル社）の全資本支出額に占めるその割

合を，資料の得られる１９７３，８０，９０，２０００，２０１０

年についてみると以下の通りである。１９７３年：１３

億５２００万ドル（全体比，４６.４％），１９８０年：５２億

１３００万ドル（同，６４.８％），１９９０年：４７億４４００万

ドル（同，５６.９％），２０００年：６８億９９００万ドル（同，

６１.８％），２０１０年：２７０億７７００万ドル（同，８４.０％）。

獲得利益額では，同じく順に，１９７３年：１７億６８００

万ドル（全体比，７２.１％），１９８０年：４０億ドル（同，

７０.８％），１９９０年：４０億３８００万ドル（同，８０.６％），

２０００年：１２３億６９００万 ド ル（同，６９.８％），２０１０

年：２４０億９７００万ドル（同，７９.１％），である。以

上は，Exxon〔８〕，１９８１ FOR, pp.１０, １１, １８, １９, １９９１ 

FOR, pp.７, １２, １３；Exxon Mobil〔１１〕，２０００ FOR, pp. 

１２, １８, １９, ２０１４ FOR, pp.８３, ８４, による。

（５）伊藤〔７１〕，伊藤〔７２〕，を参照。

（６）以上については，伊藤〔７２〕，３, １４頁，を参照。

（７）１９７０年代のサウジ・アラビアでのエクソン社の

原油の生産・獲得活動については，伊藤〔７２〕，２-２２

頁，を参照。

（８）アラムコは，サウジ・アラビアで唯一の原油生産

企業であり，１９７０年代前半までは，エクソン，カ

リフォルニア・スタンダード石油（Standard Oil 

Company of California），テキサコ（Texaco Inc.）が

それぞれ株式の３０％，モービル石油（Mobil Oil 

Corporation）が１０％を保有した。なお，１９７５年以

降，４社の所有権には若干の変化が生まれる。次注

〔９〕を参照。

（９）伊藤〔７２〕，２ - ６頁，を参照。なお，社史は，し

ばしば「事業参加（participation）」ではなく国有化

（nationalization）の表現を用いており，しかも，サ

ウジ・アラビア政府による国有化とは，アラムコ社

を国有化することであり，１９８０年に同政府は，ア

ラムコを１５億ドルと推定される金額で買い取った

と述べている（Pratt〔５９〕，p.４５）。だが，サウジ・

アラビア政府の「事業参加」とは，アラムコ社を国

有化あるいは買収することではない。サウジ・アラ

ビア政府は，かつてアラムコに対して自らが与え

た原油生産事業を遂行するための諸権利（１９３３年

に利権協定の締結），およびアラムコが持つ物的資

産の所有権を，対価（補償額）と引き換えに取得し

たのである。アラムコ自身は，引き続きエクソン社

を含む４つのアメリカ企業（前注〔８〕を参照）が

所有した。エクソン社の年次報告書（Exxon〔７〕，

１９８０ AR, p.２９）には，１９８０年末時点での，エクソ

ン社のアラムコの対する所有権は２８.３３％，とある

（アラムコに対するエクソン社，カリフォルニア・

スタンダード石油会社，テキサコ社の所有権は，

１９７５年より以前には３０％であったが，同７５年以降

モービル社の所有権を５年間で１５％〔１９７９年時点〕

とするために，エクソン社などは所有権を減少さ

せたのである。この件の詳細は，伊藤〔７２〕，１７ - １８

頁注〔１〕，を参照せよ）。

（１０）エッソ・ミドル・イーストは，１９６９年に設立さ

れ（第５節〔１〕を参照），責任者は社長（president）

と 呼 ば れている。だが，法人格を有する独立した

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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会社組織かどうかは不明である。SONJ〔１７〕，１９６９ 

AR, p.３２, １９７０ AR, p.３３；Moody’ s〔４４〕，１９７０，

p.２２７３，による。

（１１）Pratt〔５９〕，pp.４５，４６，による。

（１２）以上は，Pratt〔５９〕，p. ４６，による。

（１３）U. S. Senate〔５２〕，pt.７，pp.５６６，５６７，による。

（１４）U. S. Senate〔５２〕， pt.７， pp.２２５，２２６，２３３， に よ る。

なお，周知のようにアラムコは，サウジ・アラビア

で精製事業（石油製品の生産）も行っている。だ

が，これが果たしてどの程度の利益を生んだかは不

明である。本文に記した２億６５００万ドルに精製の利

益が含まれるかどうかも明らかではない。

（１５）Exxon〔７〕，１９７３ AR，p.２７，による。なお，後掲

第６表には，２４億５１００万ドルとある。これは，７３

年次の報告書の数値が後に修正されたことによる

と考えられる。

（１６）伊藤〔７２〕，１６，１７頁，を参照せよ。なお，サウジ・

アラビアとヴェネズエラでのエクソン社の事業規

模（原油生産量）については，前掲第１表を参照。

（１７）これは，１９７４年に，サウジ・アラビア政府が，

アラムコの持分原油（生産量全体の４０％）に課す

利権料を，公示価格（posted price）の１２.５％（７４年

の初頭）から断続的に引き上げて１１月１日には

２０％とし，所得税率をそれまでの５５％から１０月１

日に６５.６６％へ，翌１１月１日には８５％へさらに大き

く引き上げたことによるものである。なお，公示価

格とは何かを含め，以上については，伊藤〔７２〕，

１５，１６，１７，２１頁，を参照せよ。

（１８）伊藤〔７２〕，１７頁。

（１９）Pratt〔５９〕，p.６５. 

（２０）Pratt〔５９〕，p.４８. エクソン社は，かつて権益を有

したイランからは１９７９年に完全に撤退しており，

イ ラ ク で は１９７２年 に イ ラ ク 石 油 会 社（Iraq 

Petroleum Company. エクソン社が１１.８７５％の権益

を保有）は１００％国有化され，いずれも原油の獲得

の機会は大きく失われている。他にエクソン社が原

油を得る可能性があるのはアラブ首長国連邦（ア

ブ・ダビ），カタールくらいである。しかし，両国

の生産規模は，例えば１９８０年にはアラブ首長国連

邦が１７４万５０００バレル／日であり，後者のカター

ルは４７万６０００バレル／日に過ぎない（BP〔２０〕，

による）。いずれもサウジ・アラビアの１０２７万バレ

ル／日（前掲第２表）に比べ大きく見劣りする。

（２１）Pratt〔５９〕，p.４８，による。

（２２） Exxon〔７〕，１９７９ AR, p.３４，１９８０ AR, p.２９；Exxon

〔８〕，１９８０ FOR, p.４２，を見よ。

（２３）伊藤〔７２〕，９-１７頁，を参照。

（２４）サウジ・アラビア，アブ・ダビの両政府（後に，

カタールが加わる）と国際石油企業など外国企業

１０社との間で締結されたリヤド協定（正式名は「事

業参加に関する一般協定（General Agreement on 

Participation）」）とその内容については，NACP

〔１〕による。伊藤〔７２〕，２ - ４，６，７頁，も参照。

（２５）Exxon〔７〕，１９７２ AR, p.１８；O&GJ〔４５〕，January 

１, １９７３，p.１５；Skeet〔７３〕，p.７７，邦訳，１１３，１１４頁，

による。

（２６）Pratt〔５９〕，p.４４. 

（２７）伊藤〔７２〕，３６頁。

（２８）エクソン社とアーコ社が，油田の発見企業にもか

かわらず劣位であったのは，基本的には，取得しう

る原油量が，それぞれの企業が権利を持つ鉱区（エ

クソン社とアーコ社は共同で鉱区を保有）に賦存す

る原油の量，つまり保有した鉱区内の埋蔵量に応じ

て決定されたこと，によるであろう。プルドー・ベ

イ油田の最大部分はBP社の鉱区に所在したのであ

る。なお，プルドー・ベイ油田の権益は BP，エク

ソン，アーコがそのほとんどを保有したとはいえ，

権益保有企業は全体で１０社を超えている。本文の記

述を含め，以上については，伊藤〔７２〕，２３，２４頁，

を参照せよ。　

（２９） Pratt〔５９〕，pp.１１３，１１５，１１６，による。エクソン社

などが原油の場合とは大きく異なる権益を有した

理由については明らかではない。おそらく原油とは

異なり，埋蔵天然ガスの多くが，エクソン社とアー

コ社が共同で所有した鉱区に賦存したことによる

と考えられる。前注〔２８〕も参照。なお，社史は，

埋蔵量を３５兆立方フィートとし，両社の権益比率を

８０％としているが，これらが正確かどうは疑問で

ある。天然ガスと石油の換算方法（天然ガス６０００

立方フィート＝原油１バレル）を含め，以上につい

ては，伊藤〔７２〕，３４頁注〔５５〕，を参照せよ。

（３０）Pratt〔５９〕，pp.１１８. 

（３１）１９７０年代に，エクソン社などは，アメリカの中

西部市場への天然ガス供給を構想したが，そのため

にはプルドー・ベイ油田からカナダを縦断してシカ

ゴ（Chicago. イリノイ州〔Illinois〕）などの大都市

に至る長距離のパイプラインが必要であった。だ

が，その建設費用は，社史の数値（但し，天然ガス

の処理施設の建造費などを含む）とはかなり異なる

が，１９７９年時点の算定で約１３０億ドルとされた。

以上は，伊藤〔７２〕，２５頁，３４頁注〔５５〕，を参照。

（３２）アラスカ州政府と財務面で適切な事業計画

（appropriate fiscal framework）の策定を協議中と

ある。以上については，Exxon Mobil〔１１〕，２００６ 

FOR, p.４２，２００７ FOR, p.４４, ２００８ FOR, p.４６，２０１０ 

FOR, p.４５, による。
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（３３） １９７０年代におけるアラスカでのエクソン社によ

る原油獲得過程，困難の打開については，伊藤

〔７２〕，２６- ２８頁，を参照せよ。

（３４）プルドー・ベイの油層の真下にあり，地表から深

さ９０００フィート（約２７００メートル）を超える地点

にリスバーン油層が存在した。リスバーン構造は，

岩層が不均一なことから開発に手が付けられな

かったとされている。その後，エクソン社は，アー

コ社と共同で技術上の諸問題などを解決するめど

を立て，１９８４年からと考えられるが，開発に着手

したのである。エクソン社は，この事業に４０％の

権益を確保した。以上は，Exxon〔９〕，Spring 

１９８５, p.２３；Exxon〔７〕，１９８４ AR, p.９，による。

　　　なお，周知のように，石油産業界において埋蔵量

（reserves）とは，通常は可採埋蔵量を意味し，既

発見，採取可能，商業性を有する，残存している，

の４つの条件を満たす原油，天然ガスの量を指す

とされている。そのうち高い確度で埋蔵量が算定

されている場合，その量を確認埋蔵量（proved 

reserves），さらに生産開始以前において地下の油

層，ガス層に存在している原油，天然ガスの総量を

原始埋蔵量（oil in place. gas in place）と，それぞれ

呼称するようである。以上の記述，および埋蔵量に

ついての厳密な概念規定については，猪間〔６９〕，

１７８ - １８８頁；石鉱連〔４７〕，４０ - ４３頁；石鉱連〔４８〕，

７３  - ７８頁，を参照せよ。

（３５）  以上については，Exxon〔７〕，１９８９ AR, p.１０，１９９２ 

AR, pp.１０, １１；Exxon〔８〕，１９９２ FOR, p.２６，１９９３ 

FOR, p.２６, １９９４ FOR, pp.２９, ３４；エッソ石油〔４〕，

１９９０年 春号，３３頁；Pratt〔５９〕，pp.１２４, １２５，による。

（３６）トランス・アラスカ・パイプライン・システムの

１９８０年代末の輸送能力，輸送量についての統計は

不明である。１９８３年では輸送量は１５０万バレル／

日であった。Exxon〔７〕，１９８３ AR, p.８，による。

（３７）プルドー・ベイ油田は，周知のようにアラスカ州

の州有地に所在したが，アラスカ州の法律では，単

一の企業が５０万エーカーを超えて州所有地を借地

することができないことになっていた。BP 社（こ

の時点では，BP アモコ社）がアーコ社を買収する

と８６万エーカーとなる。このため，BP 社は，アー

コ権益を売却することとした。また，連邦取引委員

会（Federal Trade Commission）は，BP アモコ社

がアーコ社を買収することで，アラスカ原油の７２％

が BP 社（合同後の BP 社）１社によって生産され

ることを問題とした。同委員会は，アラスカ原油の

主要供給先の１つであったアメリカ西海岸市場に

おける競争が抑制されることを懸念したと思われ

る。以上は，BP〔１８〕，２０００ ARA，p.４；BP〔２２〕，

１３ April, ２０００；O & GJ〔４５〕，April １２, １９９９, p.２５，

November １, １９９９, pp.３０, ３２；WSJ〔５３〕，December 

１，１９９９，による。

（３８）Pratt〔５９〕，pp.１２６，１２７. なお，コノコフィリップス

社の権益が失われたわけではない。２０１５年につい

ての同社の年次報告書によれば，同年，プルドー・

ベイ油田から９万バレル／日の原油を得ているとあ

る。以上は，ConocoPhillips〔２６〕，２０１５，p.４（この

報告書はConocoPhillips〔２５〕，２０１５ AR, に挿入され

ている），による。なお，BP〔２２〕，１３ April, ２０００，も

参照。

（３９）Exxon Mobil〔１１〕，２０００ FOR，p. ３０，による。

（４０） 同一の鉱区あるいは油・ガス田に複数の企業が

権益を保有する場合，１社が実際の作業を行う当事

者の役割を果たすことがある。この当事者がオペ

レーターである。さしあたり，池野〔６８〕，５ - ９頁；

伊藤〔７１〕，５６頁注〔１２〕，を参照せよ。なお，エク

ソン社が，RD シェルと共同で油・ガス田の探鉱，

開発等をおこなうに至った理由や経緯，およびオペ

レーターをなぜ RD シェル社が担ったかについて

は，伊藤〔７２〕，３５頁，を参照せよ。

（４１）以上については，Pratt〔５９〕，p.１４１，による。

（４２）Pratt〔５９〕，pp.１４３,１４４. 

（４３）Pratt〔５９〕，pp.１４４,１４５，による。なお，イギリス

国営石油の解体については，Jenkins〔４３〕，Vol. ２，

pp.３６, ３７；山田〔７４〕，２１３-２１５頁，も参照。

（４４）  以上については， Exxon〔 ７ 〕 ， １９７６ AR, p.１５,  １９７７ 

AR, p.１４；Esso UK〔３〕，１９７６ RA, p.３，による。

（４５）Exxon〔７〕，１９７６ AR, p.１５，１９７７ AR, p.１４，によ

る。なお，子会社エッソ石油とイギリス政府（およ

び国営石油：BNOC）との間で合意された覚書の原

文を入手できていないが，エクソン社と共同事業を

行った RD シェル社とイギリス政府（および国営石

油）との間の覚書については，NAUK〔２〕，を参

照せよ。この文書にもエクソン社の場合と同様に，

RD シェルと国営石油との間での売買は市場価格

（market price）で行われ，これは RD シェル社に

とって「財務面からすれば良くもなければ悪くもな

い（no better or worse off financially）」，と記載さ

れている。こうした記述からすれば，価格は，一般

の市場価格であったと考えられる。Shell〔３１〕，

１９７７ AR, p.２６；Sluyterman〔６１〕，pp.５１，５３，も参照

せよ。

（４６）   Pratt〔５９〕，p.１５１. 

（４７）本文に記したように，本稿では，北海でのエクソ

ン社の活動（生産量）については，イギリス領につ

いてのみ対象としており，ノルウェー領で得られた

原油の量を含まない。BP 社の場合，ノルウェー領

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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では生産実績はないようである。以上については，

伊藤〔７２〕，３６，４１，４２頁，を参照。

（４８）以上について詳細は，伊藤〔７２〕，３６ - ４０頁，を参

照せよ。

（４９）エクソン社は，すでに１９８０年代にメキシコ湾

（テキサス州，ルイジアナ州などの沖合）の大水深

海域（水深１０００フィート〔約３００メートル〕を超

える深海部）での油・ガス田の探鉱，開発を試み

た。但し，それが活発化するのは９０年代に入って

からであり，実質的に原油，天然ガスの生産が始ま

るのは，同年代半ばないし後半であった。詳細は，

伊藤〔７１〕，４７- ５９頁，を参照せよ。　

（５０）サハリンⅠの権益保有企業は，２００６年末段階で

あるが，エクソンモービルとサハリン石油ガス開

発がともに３０％，ロシアの２つの国営石油企業，

RN- アストラ（RN -Astra，８.５％），サハリンモルネフ

テ ガ ス - シ ェ ル フ（Sakhalinmorneftegas - Shelf，

１１.５％），およびインドの国営企業 ONGC ヴィデッ

シュ（ONGC Videsh Ltd.， ２０％）である。伊藤〔７１〕，

６７頁注〔１０〕，を参照せよ。

（５１）  Pratt〔５９〕，pp.３１８, ３１９. 

（５２）以上は，Pratt〔５９〕，pp.３１８, ３１９，による。伊藤

〔７１〕，６７頁注〔１０〕，も参照。

（５３）伊藤〔７１〕，６０，６１頁，を参照。

（５４）周知のように，国際的な指標原油（市場で各種原

油の価格を決定する際の基準となる原油）のひとつ

である WTI 原油（West Texas Intermediate crude 

oil）の価格は，１９９８年１２月には１バレル１０ドル

近くまで下落したが，その後反転した。２００１年９

月のアメリカでの同時多発テロ事件を受けて一旦

下落したが，それ以降は増減を伴いながらも，２００５

年の夏頃には６０ドルを超えるに至った。以上は，

石油連盟〔４９〕，２００７年版，４頁；資源エネルギー庁

〔５０〕，２０１６年版，１０，１２頁，による。

（５５）Pratt〔５９〕，pp.３２５，３２６. 

（５６）本文に記したサハリンⅠに対するロシア政府の要

請などが，現実にエクソンモービル社（サハリンⅠ）

の活動を制約したかどうかは不明である。

（５７）以上については，Pratt〔５９〕，pp.３２７，３２８，によ

る。

（５８）エクソンモービル社が，２００６年に旧ソ連邦（ロ

シア，アゼルバイジャン，カザフスタン）で実際に

獲得した原油は合計１２万７０００バレル／日であり，

天然ガスは９２００万立方フィート／日（石油換算で１

万５３００バレル／日）であった（Exxon Mobil〔１１〕，

２００６ FOR，pp.５６，５７，による）。このうち，サハリ

ン（ロシア）から得られた量は不明であり，アゼル

バイジャン，カザフスタンについても確定統計は得

られないが，原油については，後者の両国で約

９，１０万バ レ ル ／ 日を得たと推定される。伊藤〔７１〕，

６３-６５頁，を参照せよ。本節の次注も参照。

（５９）周知のように，アゼルバイジャンには，アゼリ・

チラグ・グナシリ深海部（Azeri - Chirag - deepwater 

Gunashli）と一括される，カスピ海の３つの油田

（２００６年末の原油の可採埋蔵量は５４億バレル。エ

クソンモービル社の権益は８％）が存在し，カザフ

スタンには，テンギス油・ガス田（Tengiz field. 

２００６年末時点で原油の可採埋蔵量は６０億バレル以

上。エクソンモービル社の権益は２５％），北カスピ

海沖合鉱区（複数の油ガス田が所在。最大はカシャ

ガン油・ガス田。同油ガス田のみで原油の可採埋蔵

量は約１３０億バレル〔２００６年末〕。エクソンモービ

ル社の権益は，２００５年に１８.５２％）が存在した。こ

れらのカザフスタンの２つの巨大油・ガス田，テン

ギスとカシャガンの権益は，本稿の第６節で述べる

ように１９９９年末にモービル社を買収したことに

よって，エクソン社（エクソンモービル社）の手に

移った。以上について，および両国での活動につい

ては，伊藤〔７１〕，６２ - ６５頁，を参照せよ。

（６０）伊藤〔７１〕，７８頁注〔１６〕，による。

（６１）伊藤〔７１〕，７３，７５頁。

（６２）エクソ社などの石油企業群，世界銀行，および

チャド政府との協議は，１９９５年に始まったようで

ある。世界銀行が最終的に融資を決定したのは

２０００年６月である。以上は，Exxon Mobil〔１１〕，

１９９９ FOR, p.４２, ２０００ FOR, p.４３；Pratt〔５９〕，pp.３３７, 

３３８，３４１，による。

（６３）以 上 は，Pratt〔５９〕，pp.３３３，３３４，３３８，３３９；Coll

〔６３〕，pp.１５９，１６３，１６６，による。

（６４）Pratt〔５９〕，pp.３４４，３４５. 

（６５）Pratt〔５９〕，pp.３４５，３４６. 

（６６）Exxon Mobil〔１１〕，２００８ FOR, p.５７；Pratt〔５９〕，

p.３４５. 

（６７）Exxon〔１１〕，１９９４ FOR, p.２４；Pratt〔５９〕，p.３５０. 

（６８）伊藤〔７１〕，７４頁；Pratt〔５９〕，p.３５０. 

（６９）Pratt〔５９〕，p.３５９，による。だが，この記述は正

確ではない。アンゴラでの生産量が増加を辿ったこ

とは明らかであるが，２００９年の生産量は，１８０万

４０００バレル／日であり，同年ナイジェリアは２２３万

４０００バレル／日であった。さらに，その後アンゴ

ラでの生産量は，減退，あるいは増減を辿る。他

方，ナイジェリアも同様の動きを見せるが，２０１５

年時点では，アンゴラが１８２万６０００バレル／日，

に対して２３５万２０００バレル／日であり，較差はや

や拡大している（BP〔１９〕，June ２０１６, p.８, による）。

なお，後述するように，エクソンモービル社の活動

104

社会科学論集　第１４９・１５０合併号



においても，原油の獲得量から見たナイジェリアの

比重はアンゴラを凌いでいる。

（７０）Exxon Mobil〔１６〕，August １１, ２００４；伊藤〔７１〕，

７５，７８頁注〔１４〕，による。

（７１）Pratt〔５９〕，pp.３５０，３５１. 

（７２）これは，原油の生産，貯蔵，タンカーへの出荷な

どの機能を持つ船形（船体）の浮遊設備である。以

上については，プラットフォームの説明を含め，伊

藤〔７１〕，４８，４９，７５頁，を参照せよ。

（７３）伊藤〔７１〕，７５，７６頁，参照。

（７４）１９９９年１１月にモービル社を買収する以前にエク

ソン社は，西アフリカで原油と天然ガスを実際に手

に入れることはなかった。だが，モービル社の事業

を組み込んで作成された９９年についての財務・事

業報告書によれば，同年の西アフリカ（アフリカ全

体）におけるエクソンモービル社の原油生産量（獲

得量）は３２万６０００バレル／日であった（前掲第１

表参照）。その８０％以上はナイジェリアで得られ，

残りはほとんどが赤道ギニアからである（伊藤

〔７１〕，７４頁，を参照）。

（７５）伊藤〔７１〕，７６頁による。

（７６）西アフリカは，２０１５年においてもエクソンモー

ビル社の最大原油生産拠点であり，同年の純生産量

は５２万９０００バレル／日であった。西アフリカの最

大生産拠点は，やはりナイジェリア（２９万７０００バ

レル／日）であった（Exxon Mobil〔１１〕，２０１５ FOR, 

p.４８）。

（７７）以上は，Pratt〔５９〕，pp.３２８，３２９，３３３，による。

（７８）すぐ次に述べるモービル社の場合，生産の初期段

階での利権料は１％とのことである。Coll〔６３〕，

p.４１６，による。

（７９）  Pratt〔５９〕，p.３３０，による。オリノコ重質油は，

アメリカ石油協会（American Petroleum Institute：

API）が制定する比重（API gravity）では，８.５度

と考えられる。通常，API 比重が１０度以下の場合

を超重質油，あるいは天然ビチューメンと呼ぶよう

であり，オリノコ重質油はこれに属したと言えよう

（JOGMEC〔４１〕，より）。ヴェネズエラに進出した

企 業 の １ 社 で あ る シ ェ ヴ ロ ン 社（Chevron 

Corporation）は，生産した比重８.５度のオリノコ重

質油を２６度へ高めたとのことである（Chevron

〔２４〕，２００７ SAR, p. ３４，による）。モービル社は，１９９７

年にヴェネズエラ政府とオリノコ重質油プロジェ

クトについて協定（契約）を締結した。これは，セ

ロ・ネグロ共同事業協定（Cerro Negro Association 

Agreement）と呼ばれている（Coll〔６３〕，pp.４１３, 

４１４）。モービル社によるセロ・ネグロ事業に基づく

重質油の生産は１９９９年に開始され，ルイジアナ州

に設けられた製油所は，２００１年に予定通り操業を

開始したようである（なお，本節後注〔８１〕も参照

の こ と）。以 上 は，Exxon Mobil〔１０〕，１９９９ AR, 

p.１２；Exxon Mobil〔１１〕，１９９９ FOR, p.３５，２００１ FOR, 

p.６９，による。Mobil〔２８〕，１９９８ FB, p.２７，も参照。

（８０）以上は，Pratt〔５９〕，pp.３２９，３３０，による。もっと

も，エクソン社の１９９７年についての財務・事業報

告書（Exxon〔８〕，１９９７ FOR, p.３５）によれば，同

社は，オリノコ重質油の開発について現地政府との

協定（契約）を締結し，これに基づき，アマカ地域

（Hamaca area）での開発に７０％の権益を保有した，

とある。さらに，エクソン社は，２００２年からは８

万バレル／日の原油（軽質化された原油〔upgraded 

crude oil〕）を生産する予定，とのことであった。

とすれば，早期進出を果たしたとするモービル社

が，ヴェネズエラ政府と同様の協定（契約）を締結

したのが１９９７年であるから（前注〔７９〕参照），エ

クソン社は，社史には慎重に行動したとあるが，ほ

とんどこれに遅れずに重質油の生産事業に進出し

たように思われる。

　　　さらに，エクソン社のヴェネズエラへの再進出に

ついていま少し検討すると，１９９７年より以前の同

社の財務・事業報告書（および１９９４年の年次報告

書〔Annual Report〕）からは，すでに１９９０年代の

初頭頃から，エクソン社はヴェネズエラで現地調査

などを行っていること，また１９９４年以降と考えら

れるが，ヴェネズエラ北東部の沖合に所在する天然

ガス田についての資産評価，開発などに関する調

査・分析に取り組んでいること，これらを窺うこと

ができる。さらに，１９９３, ９４年頃であるが，エクソ

ン社はヴェネズエラで，クリストバル・コロン LNG

事業（Cristobal Colon LNG project）に２９％の権利

を持つ，との記述もある（Exxon〔８〕，１９９３ FOR, 

p.２３；Exxon〔７〕，１９９２ AR, p.９, １９９４ AR, p.１１, によ

る）。こうした諸事実からすれば，エクソン社は，

遅くとも１９９０年代前半には，ヴェネズエラでの活

動を始めており，重質油の生産事業に乗り出したの

が１９９７年頃から，と考えられる。

（８１）Pratt〔５９〕，pp.３２９，３３０. なお，エクソンモービル

社の財務・事業報告書によれば，２００２年に，セロ・

ネグロ油田から１０万バレル／日以上の重質油が産

出され，これらは北東に１８０マイル離れたホセ地区

（Jose）に設けられた改質装置（upgrader plant）に

持ち込まれ，そこで軽質化され（API 比重で８.５度

から１６.５度へ），その後，先に本文に記したメキシ

コ湾岸（ルイジアナ州）の共同所有の製油所へ搬送

された，とのことである（Exxon Mobil〔１１〕，１９９９ 

FOR, p.３５, ２００２ FOR，p.５２，による）。
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（８２）２００７年１月１３日，チャヴェス政権は，オリノコ

地帯のすべての石油事業について，国営石油企業

（P.D.V.S.A.）が過半の持ち分を所有し，かつ唯一の

操業企業になることを定める法律を施行すると議

会で宣言した（Coll〔６３〕，pp.４２２- ４２４）。これに続い

て，翌２月に大統領は，すべてのオリノコ重質油の

共同事業（all Orinoco Heavy Oil Associations）に

対する P.D.V.S.A. の所有権を少なくとも６０％に引

き上げる命令を下した（Chevron〔２４〕，２００７ SAR, 

p.３４）。フランス企業トタル（Total S. A.）の場合，

２００６年９月に法人税を５０％に引き上げられ（施行

は２００７年から），ヴェネズエラ政府との間で，新た

な契約の締結を余儀なくされた（２００７年６月２６日

締結。施行は２００８年２月）。これにより，かつて

４７％であったトタル社の権益は３０.３２３％へ引き下

げられ，P.D.V.S.A. が６０％を保持することとなった

（Total〔３４〕，２００７ RD, p.２０）。BP 社の場合も，２００６

年にヴェネズエラ政府の措置によって権益の減少

を余儀なくされた（BP〔１８〕，２００７ ARA, p.２２）。

（８３）Pratt〔５９〕，pp.３３１，３３２. 

（８４）Coll〔６３〕，p.４１６. 

（８５）接収前の時点でセロ・ネグロの事業は，７万６０００

バレル／日（総生産量）の重質油を産出した。以上

は，ExxonMobil〔１１〕，２００７ FOR, p.４５，２００８ FOR，

p. ４９，による。

（８６）エクソンモービル社は，接収された資産への補償

を求めて，ヴェネズエラ政府を相手に，２００７年９

月に，国際仲裁機関（the International Centre for 

Settlement  of  Investment  Dispute）に提訴した

（ExxonMobil〔１１〕，２００７ FOR, p.４５）。この機関は，

２０１４年１０月に裁定を出し，ヴェネズエラ政府に，

１６億ドル，および２００７年以降の利息分をエクソン

モービル側に支払うよう求めた。ヴェネズエラ政

府はこれを受け入れなかった。２０１４年のエクソン

モービル社の財務・事業報告書（２０１５年の春頃の

刊行）では，本件は現在係争中，とのことである

（ExxonMobil〔１１〕，２０１４ FOR, p.３２，による。Exxon

　　Mobil〔１１〕，２０１５ FOR, p.３２，にも同様の記述があ

る）。なお，コノコフィリップス社も改定要求に応

じず，撤退した。同社の２０１５年次の報告書によれ

ば，２００７年６月に資産を接収され，現在，補償を

求 め て 国 際 機 関 に 提 訴 中 と の こ と で あ る

（ConocoPhillips〔２６〕，２０１５，p.２０，による）。 

　　　なお，エクソンモービル社（およびコノコフィ

リップス社）が，他の主要企業と異なり，契約の改

定に応じなかった理由や要因については，社史，同

社の公表資料などからは必ずしも明らかではない。

今後の課題としたい。

（８７）製品販売については，他日，別稿にて考察する

が，パイプラインによる輸送事業を取り上げないの

は，直接的には，エクソン社の公表資料，社史にほ

とんど記述がないからである。おそらく，その理由

は，エクソン社（ニュージャー・スタンダード石油

会社）の利益獲得，業界支配，あるいは資産額に占

めるパイプラインによる原油輸送事業の地位の低

下によると考えられる。かつて１９世紀後半ないし

末頃から１９２０年代頃まで，利益獲得などにとって

基幹に位置する役割を果たしたアメリカ国内のパ

イプライン輸送事業は，１９３０年代に入りその重要

性や比重を大きく低下させたこと，第２次大戦時，

および大戦終了以降今日においても，そうした比

重の低下に変化がなかったと考えられること，これ

らに求められるであろう（第２次大戦前・大戦期に

おけるエクソン社の利益獲得，業界支配などに占め

る原油のパイプライン輸送事業の役割については，

伊藤〔７０〕，序論第２節〔１〕，第１章第３節，第２章

第２節〔Ⅲ〕，第３章第３節，を参照せよ）。エクソ

ン社による天然ガスのパイプライン輸送，液化天然

ガス（LNG）専用船については，本稿の第６節〔２〕

を参照せよ。

（８８）伊藤〔７０〕，２７３頁，参照。

（８９）Exxon〔８〕，１９８１ FOR, pp.３２, ３３. 

（９０）Exxon〔８〕，１９８１ FOR, pp.３２, ３３，１９９１ FOR, ３７，

による。

（９１） Exxon〔８〕，１９８１ FOR, pp.３２, ３３, １９８３ FOR, p.３７, 

１９９１ FOR, p.３７：Pratt〔５９〕，pp.６０６-６０８，による。

（９２）アメリカの場合，１９７０年に石油製品需要全体に

占める自動車用ガソリンの割合は３９.４％であり，重

油は１５.０％であった。API〔３５〕，１９９４，Section Ⅶ，

Table ２，４，６，による。

（９３）以上は，Exxon〔７〕，１９７７ AR, p.１７；Pratt〔５９〕，

pp. ３９１ - ３９３，による。

（９４）Exxon〔７〕，１９８３ AR, p.１１, １９８５ AR, p.１１, １９９２ 

AR, p.１５；Exxon〔８〕，１９９１ FOR, p.３７，による。 

（９５）SONJ〔１７〕，１９７０ AR, p.１２；Exxon〔８〕，１９９１ FOR, 

p.３８, １９９８ FOR, p. ５７.

（９６）もっとも，２０００年には製油所数は７であった。

これは，モービル社の製油所を加えたことによる

（精製能力は合計１８６万６０００バレル／日である。

１９９８年は１１３万５０００バレル／日）。なお，２０１５年は

６カ所（１８５万５０００バレル／日）である。以上は，

Exxon〔８〕，１９９８ FOR, p.５７, Exxon Mobil〔１１〕，

２０００ FOR, p.７０，２０１５ FOR, p.６９；Mobil〔２８〕，１９９８ 

FB, p.６７，による。

（９７）Exxon〔７〕，１９８４ AR, pp.２，１４，１９８５ AR, p.１１, に

よる。アムアイ製油所，アルーバ製油所の設立経
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緯，事業展開については，伊藤〔７０〕，２５７，２５８頁，

を参照せよ。

（９８）ヴェネズエラ政府は，１９７５年末にエクソン社の

資産全体を国有化した後も，アルーバ製油所向け原

油には，エクソン社に有利となる価格設定を行っ

た。しかし，１９８０年代の初頭頃にヴェネズエラ政

府は，国内の製油所の能力を拡大しており，値引き

した価格で原油の販売先を確保する必要性はそれ

以前に比べ低下した。エクソン社に対してそれま

での原油販売契約の解除を求めたとされている。

エクソン社は，それ以前から過剰な精製能力の処理

を課題としていたこと，すでにアルーバでの操業か

らは欠損を出していたこと，および，この度の契約

解除の要請を受けてアルーバの閉鎖に踏み切った

のである。以上については，Exxon〔７〕，１９８４ AR, 

p.１４；Pratt〔５９〕，pp.３７０, ３７１；Coll〔６３〕，p.４１２，に

よる。

（９９）Exxon〔８〕，１９７７ FOR, p.２７；Exxon Mobil〔１１〕，

２００５ FOR, p.７５，による。

（１００）Exxon〔８〕，１９７７ FOR, p.２７；Exxon Mobil〔１１〕，

２００５ FOR, p.７５，による。

（１０１）Pratt〔５９〕，pp.４０１, ４０４. 

（１０２）以上は，SONJ〔１７〕，１９７０ AR, p.２２；Pratt〔５９〕，

p.４０５，による。

（１０３）Pratt〔５９〕，p.４０５. 

（１０４）Pratt〔５９〕，p.４０７.

（１０５）Exxon Mobil〔１１〕，１９９９ FOR, pp.６６, ６７, ２０００ 

FOR, pp.７０, ７１, ２００１ FOR, pp.７６, ７７, ２００２ FOR, 

pp.７２, ７３, ２００３ FOR, pp. ７４, ７５, ２００５ FOR, pp.７４, ７５，

による。

（１０６）これはガソリンも販売するコンビニエンス・スト

アであり，エクソン社の中国における取引業者

（dealer）と現地の国営企業との共同事業として設

立されたようである（エクソン社も所有権を保持し

たと考えられるが，確言できない）。１９９３年以降と

考えられるが中国政府が経済特区以外での活動を

認めたことにより，エクソン社は１９９５年末までに，

ターミナル（貯油所と思われる。数は不明），９か

所のエッソ・ブランドの給油所，を各地に設けた。

以上は，Exxon〔７〕，１９９３ AR, p.１７；Exxon〔８〕，

１９９３ FOR, p.４７, １９９５ FOR, p.５３，による。

（１０７）但し，精製能力の３倍化については，すでに１９９７

年時点で合意済みである（Exxon〔８〕，１９９７ FOR, 

p.５０；ExxonMobil〔１１〕，２００４ FOR，p.６９，による）。

同年，これら拡張・新設される設備等の所有権は，

エクソン社２５％，シノペック社と福建石油化学の

両社で５０％，アラムコ２５％，とされたようである

（Pratt〔５９〕，pp.４１７，４１８，による）。

（１０８）以上は，Pratt〔５９〕，pp.４１８，４１９，による。なお，

既述のように，１９９０年代半ば頃にはエクソン社は，

経済特区以外でもターミナル，自社ブランドの給油

所を確保したと推定される（本節前注〔１０６〕参照）。

しかし，福建省泉州市に設けられた製油所，石油化

学施設で生産される石油製品，石油化学品につい

て，エクソン社は自社（あるいは合弁企業）の流

通・販売チャネルを保持することは出来なかったよ

うである。但し，この件については，詳細は不明で

ある。

（１０９）ExxonMobil〔１１〕，FOR ２００９，p.８６. 

（１１０）ExxonMobil〔１１〕，FOR ２００７，pp.７８，８１，９２，２００８ 

FOR，pp. ８５，９４，２００９ FOR, pp.８９，９８，による。

（１１１）２０１４年時点では，合弁企業である福建精製・石

油 化 学 会 社（ Fujian Refining  &  Petrochemical 

CompanyLimited）の精製能力は２８万バレル／日と

のことである（Saudi Armco〔３０〕，２０１４ AR, p.３９）。

とすれば，１９９７年に構想された能力の３倍化（２４

万バレル／日）はすでに達成されたことになる（本

節前注〔１０７〕も参照））

（１１２）Pratt〔５９〕，p.３７３；Exxon〔８〕，１９９８ FOR, p.５７；

Exxon Mobil〔１１〕，２０１１ FOR, pp.６７，６８，による。

（１１３）以上の統計は，Exxon〔７〕，１９８５ AR, p.４６，１９８９ 

AR, p.４８；Exxon〔８〕，１９８１ FOR, p.３０，１９９１ FOR, 

p.４１, による。

（１１４）西ヨーロッパでのエクソン社の製品販売量全体に

占めるガソリン（ナフサを含む）と重油の割合は，

１９８０年と１９９０年では，ガソリンは２３.１％から３０.２％

へ伸長し，重油は２６.２％から１２.９％へ半減した。こ

の時代に，ガソリンが最大品目に転じたのである

（以 上 は，Exxon〔８〕，１９８１ FOR, p.３０，１９９１ FOR, 

p.４１，による）。

（１１５）Exxon〔８〕，１９７９ FOR, p.３４. 

（１１６）Exxon〔８〕，１９８３ FOR, p.４６：Exxon〔７〕，１９８９ 

AR, p.４８，１９９２ AR, F ２７. 

（１１７）Pratt〔５９〕，pp. ３７４- ３７６，による。もっとも，２１

世紀の初頭には，同社は自社タンカーをそれなりに

抱えていた。これは，１９９９年のモービル社の買収

に伴い，後者のタンカー船団を引き取ったことによ

ると考えられる。１９９８年にモービル社は，用船を

含むと考えられるが，３５隻のタンカーを擁した

（Mobil〔２８〕，１９９８ FB, p.７１）。 しかし，２００５年には，

これらも処分されたと考えられる（Pratt〔５９〕，

pp.４９３，４９４，による）。

（１１８）Exxon Mobil〔８〕，１９９８ FOR, p.４９；Pratt〔５９〕，

pp.３８９，３９０，による。 

（１１９）Exxon〔８〕，１９９２ FOR, p.５０，１９９８ FOR, pp.１０, 

５８，による。
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（１２０）以上については，Pratt〔５９〕，p.１６７，による。な

お，RD シェル社による事業の多角化については，

Sluyterman〔６１〕，Chapter ２，BP 社の場合は，年

次報告書，例えば，BP〔１８〕，１９８０ ARA, p.１３，を

参照せよ。

（１２１）Pratt〔５９〕，p.１７７，による。

（１２２）例えば，１９７７年に，VYDEC system と呼ばれた

テキスト編集機械は，レンタル方式を含めて，２４００

万ドル，QWIP と称する電話・ファクシミリ機械は

レンタルで６００万ドル，の売上を計上した。翌７８

年には，VYDEC system の売上高は，同じくレン

タル方式を含め４４００万ドルに増額し，アメリカ国内

では，この種の製品の３大機種の一つとなったので

あった。１９７９年には，事務用機器全般の売上高は，

前年の２倍以上の１億９４００万ドルとなった。以上

は，Exxon〔７〕，１９７７ AR, p.２３，１９７８ AR, p.２４，１９７９ 

AR, p.２２， による。

（１２３）Pratt〔５９〕，pp.１７７-１７９，による。もっとも，エク

ソン社の年次報告書には，例えば，１９８１年に投入

したワードプロセッサーの Exxon ５００シリーズは

市場で好評を得た（Exxon〔７〕，１９８２ AR, p.１６），

新製品の開発では，１９８３年と思われるが，Exxon 

９６５インクジェット・プリンターを投入した，など

の記載もある（Exxon〔７〕，１９８３ AR, p.２０）。これ

ら製品についてのエクソン社の技術力，製品開発力

については，なお慎重な分析が必要と思われる。

（１２４）以上については，Pratt〔５９〕，pp.１７７-１７８，によ

る。

（１２５）以上については，Exxon〔７〕，１９８４ AR, pp.２, 

３，２１； Pratt〔５９〕，pp.１７７-１７９，による。なお，事務

用機器の事業からの撤退については，獲得利益，事

業の収益性についての検討が必要と思われる。エク

ソン社の売上高は，本節前注〔１２２〕にあるように，

この事業に進出後の数年間は増加を辿ったと考え

られる。もっとも，統計の得られる１９７９，８０，８１年

にはいずれも欠損を出したと推定される（Exxon

〔７〕，１９８０ AR, p.１９，１９８１ AR, p.１９，による）。

（１２６）Exxon〔７〕，１９７７ AR, pp.２１，２４，１９７８ AR, p.２３， 

１９７９ AR, p.２１；Pratt〔５９〕，pp.１８０，１８１，による。

（１２７）エクソン社は，１９７８年末に，現地企業（the 

Compan ñ  ia Minera Disputada de Las Condes, S.A.）

の所有権の８６.６％を買い取った（支払額は約１億

７００万ドルと推定される。後に９９.９％へ）。この企業

が，本文の２つの銅鉱山，製錬所（copper smelter）

等を保有したのである（以上は，Exxon〔７〕，１９７７ 

AR, p.２４，１９７８ AR, p.２３；Exxon〔８〕，１９７８ FOR, 

p.４４，１９９１ FOR, p.４９， による）。

　　　粗銅についてであるが，１９７０年代末頃のチリの

粗銅の純度〔銅の含有率〕は不明であるが（１９９２

年では９９.２％ － Exxon〔８〕，１９９２ FOR, p.５９），今日

では一般に９８.５％以上の含有率を有するようであ

る。なお，銅の製造過程は，ごく大まかに言えば，

銅鉱石の採掘，鉱石の選鉱（銅精鉱の産出），およ

び製錬（粗銅を産出し，さらに純度を高めて９９.９９％

以上の電気銅に仕上げる）の３つの過程を辿るよう

である。これらを経て得られた電気銅（銅地金）

が，伸銅品，電線等として各種産業界等で活用され

ることとなる。以上についての平易な解説として

は，JOGMEC〔４０〕，が有益である。

（１２８）Pratt〔５９〕，p.１８２，による。

（１２９）Pratt〔５９〕，pp.１８１，１８２. 

（１３０）Exxon〔７〕，１９８５ AR，p.１７, １９８９ AR, p.１８；Exxon

〔８〕，１９９２ FOR，p.５９. 

（１３１）Exxon〔８〕，１９９３ FOR, p.６５, １９９６ FOR, p.７１；

Exxon Mobil〔１１〕， ２０００ FOR, p.８５，による。この

間，エクソン社が産出した銅には，年によっては，

オーストラリアから得られた部分もごくわずかで

はあるが含まれるが，そのほとんどすべてはチリ産

である（Exxon〔８〕，１９９１ FOR, p.４９，１９９２ FOR，

p.６０, １９９３ FOR, p.６５, １９９４ FOR, p.７０, １９９５ FOR, 

p.７１, １９９６ FOR, p.７１, １９９７ FOR, p.７１, １９９８ FOR, 

p.７１；Exxon Mobil〔１１〕, １９９９ FOR, p.８１, ２０００ FOR, 

p.８５，による）。

（１３２）Exxon〔８〕，１９９４ FOR, p.７１，による。なお，SX

／ EW 法およびそれ以外の製錬法については，

JOGMEC〔４０〕，２７，２８頁，を参照せよ。

（１３３）Exxon〔７〕，１９７８ AR, p.２３, １９７９ AR, p.２１, １９８０ 

AR, p.１８, １９８１ AR, p.１８, １９８２ AR, p.１５,１９８３ AR, 

p.１９, １９８４ AR, p.２０, １９８５ AR, p.１７, １９８９ AR, p.１８；

Exxon〔８〕，１９９１ FOR，p.７；エッソ石油〔５〕，第４４

号，１９８７年，３０頁，による。

（１３４）但し，翌８６年はわずかに赤字に転落した（Exxon

〔７〕，１９８５ AR, p.１７；エッソ石油〔５〕，第４４号，

１９８７，３０頁，による）。

（１３５）以上の統計は，Exxon〔８〕，１９９１ FOR，pp.７，１０，

による。

（１３６）Exxon〔７〕，１９８９ AR, p.１８；Exxon〔８〕，１９９１ 

FOR，p.７，１９９６ FOR, p.７１，１９９８ FOR, p.７１，による。

エクソン社によれば，１９８５年ないし８６年から９０

年までの鉱山業での利益の獲得は，チリでの事業の

効率性の追求，生産能力の拡大，などの主体的な要

因に加えて，８６年以降の国際銅市場での価格の顕

著な好転，によるとのことである（以上は，Exxon

〔７〕，１９９０ AR, p.２４, による）。他方，１９９１-９３年に

ついてみると，この間生産量は１０万８０００メート

ル・トン（前出）から１８万３０００メートル・トンへ
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大きく伸長したが，欠損は，１００万ドルから３９００

万ドルへ急増した（Exxon〔８〕，１９９３ FOR, p.６５，

による）。 

（１３７）Exxon〔８〕，１９９８ FOR, p.７１，による。

（１３８）Pratt〔５９〕，p.１８３.

（１３９）以上は，Exxon Mobil〔１０〕，２００２ AR, p.２３；Exxon 

Mobil〔１１〕，２００３ FOR，p.１６；Pratt〔５９〕，p.１８４，

による。

（１４０）Pratt〔５９〕，p.１８５. 

（１４１）１９７４年にエクソン社は，アメリカ西部山岳地帯

のワイオミング州に保有する鉱山・製錬所で，採掘

したウラン鉱石から２１０万ポンド（約９５万２７００キ

ロ・グラム）のウラン精鉱（イエローケーキ〔yellow 

cake〕）を生産した。これは，アメリカ全体の生産

量の約９％である（Exxon〔７〕，１９７３ AR, pp.１８， 

１９，１９７４ AR, pp.１５，１６，による）。なお，１９７６年で

は，エクソン社は，アメリカ以外にもカナダ，オー

ストラリア，南アフリカ，旧西ドイツでもウラン鉱

床の探鉱を行っている。但し，同年に実際に鉱石の

採掘がなされたのはアメリカのみのようである

（SONJ〔１７〕，１９６９ AR, p.１０；Exxon〔７〕，１９７６ AR, 

p.１９，１９８５ AR, p.１９， による）。

（１４２）Exxon〔７〕，１９７７ AR, p.２１. 

（１４３）Pratt〔５９〕，p.１８９. 

（１４４）Exxon〔７〕，１９７７ AR, p.２１，１９７８ AR, p.２０，１９７９ 

AR, p.１８，１９８０ AR, p.１３，１９８１ AR, p.１３，１９８２ AR，

p.１２，による。なお，１９８３，８４年には利益を生んだ

（Exxon〔７〕，１９８３ AR, p.１６，１９８４ AR, p.１８，による）。

（１４５）Pratt〔５９〕，pp.１８８, １８９. 

（１４６）Exxon〔７〕，１９８１ AR, p.１３，１９８４ AR, p.１８；エッ

ソ石油〔５〕，第４４号，１９８７年，３１頁，による。

（１４７）以上は，Pratt〔５９〕，pp.１８６-１８９，による。

（１４８）以上は，Pratt〔５９〕，p.１９０，による。

（１４９）Exxon〔７〕，１９８０ AR, p.１５；Pratt〔５９〕，pp.１８９, 

１９０，による。

（１５０）Exxon〔７〕，１９７９ AR, p.２１；Pratt〔５９〕，pp.１９０, 

１９１，による。

（１５１）Exxon〔７〕，１９７９ AR, p.２１；Pratt〔５９〕，pp.１９０, 

１９１，による。

（１５２）Exxon〔７〕，１９８０ AR, p.１７. 

（１５３）１９８３年時点であるが，リライアンス社は，電気

モーターだけでなく，電気動輪，パワー・トランス

ミッション，計量機器，電気通信装置などの製造，

サービス業務などもおこなった（以上は，エッソ石

油〔５〕，第４０号，１９８３年，２０頁，第４４号，１９８７

年，３１頁；Pratt〔５９〕， pp.１９０，１９２，による）。なお，

リライアンス社は１９８４，８５年，ともに利益を出し

た。但し，１９８４年は，使用資本１２億３０００万ドル

に対して利益は１１００万ドル（利益率０.９％）であっ

た（Exxon〔７〕，１９８５ AR, p.１８，による）。エクソン

社によれば，この子会社の活動は，同社の最低利益

基準を満たさない，とのことである（エッソ石油

〔５〕，第４６号，１９８７年，２３，２６頁，による）。

（１５４）エクソン社は，アメリカでは１９６０年代半ばに炭

田を獲得したが，実際に石炭の採掘を始めたのは

１９７０年からである。利益を手にしたのは，おそら

く１９７９年頃からと推定される。以上は，SONJ

〔１７〕，１９６９ AR, p.１０；Exxon〔７〕，１９７７ AR, p. ２０, 

１９７８ AR, p.１９，１９７９ AR, p.１７，１９８０ AR, p.１２；Pratt

〔５９〕，p.１９２，による，

（１５５）Goodwin〔６５〕，p.５８５；Pratt〔５９〕，p.１９３，による。

（１５６）Exxon〔７〕，１９８０ AR, p.１２；Pratt〔５９〕，pp.１９４， 

１９５，による。この共同事業へのエクソン社の出資

割合は，同社の１９８３年以降の年次報告書には

５０％，つまり国営企業との折半とある（１９８０年時

点でも５０％であったかどうかは不明である）。

Exxon〔７〕，１９８３ AR, p.１６；Exxon〔８〕，１９９２ FOR, 

p.５９, による。

（１５７）Exxon〔７〕，１９８３ AR, p.１６，１９８４ AR, p.１７；エッ

ソ石油〔５〕，第４９号，１９８８年，１２頁；エッソ石油

〔４〕，１９８４年 新緑号，１３頁，による。

（１５８）鉄道，港湾などが整備されるまで，生産された石

炭は貯蔵された。１９８５年初頭に２４０万ショート・

トンが初めて出荷された（エクソン社の所有分は

１２０万ショート・トン。但し，この数値に利権料が

含まれるかどうかは不明である）。以上は，Exxon

〔７〕，１９８３ AR, p.１６，１９８４ AR, p.１７，１９８５ AR, p.１６；

Exxon〔９〕，Winter １９９４，p.４；Pratt〔５９〕，pp.１９４，

　　１９５；エッソ石油〔５〕，第４９号，１９８８年，１２頁；

エッソ石油〔４〕，１９８４年 新緑号，１３頁，による。

（１５９）Exxon〔７〕，１９９０ AR, pp.２４，２５，３１，による。

（１６０）Exxon〔７〕，１９９０ AR, p.２５. 

（１６１）Exxon〔８〕，１９９３ FOR, p.６４.

（１６２）以上の統計は，Exxon〔７〕，１９８３ AR, p.１４, １９８５ 

AR, p.１７；Exxon〔８〕，１９９１ FOR, p.７, １９９３ FOR, 

p.６４，による。

（１６３）エッソ石油〔５〕，第４９号，１９８８年，１２頁，によ

る。

（１６４）以上は，Pratt〔５９〕，pp.１９５，１９６，による。もっ

とも，コロンビアのセレホン炭田は２００１年に過去

最高の１９４０万メートル・トンを産出しており，１５００

万トン体制をすでに超過していることが窺える。

コロンビアでの権利の売却の理由については，今後

の課題である。なお，アメリカ国内での石炭事業

（イリノイ州。２００１年に生産量は２９０万メートル・

トン）は，その後も存続した（但し，２００７年１２月

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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まで）。もっとも，見られるように，コロンビアに

比べ事業規模はかなり小さい（Exxon Mobil〔１１〕，

２００１ FOR, p.９１，２００２ FOR, p.８４，２００６ FOR, p.４０， 

２００７ FOR, p.４４，による）。

（１６５）以上は，Pratt〔５９〕，p. １９６，による。

（１６６）以上は，Pratt〔５９〕，pp.１９６，１９７，による。

（１６７）Exxon〔７〕，１９７３ AR, pp.１９，２０，１９７４ AR, pp.１４, 

１５，１９８２ AR, p.１２；Pratt〔５９〕，pp.１９８，１９９，２０４，２０８, 

２１０，による。

（１６８）以上は，Pratt〔５９〕，pp.１９８，１９９，による。

（１６９）Exxon〔７〕，１９８２ AR, p.１２；Pratt〔５９〕，pp. 

２０４，２０６，２０７，による。

（１７０）Pratt〔５９〕，p. ２０７.

（１７１）Jenkins〔４３〕，Vol.１, p.３；Pratt〔５９〕，p.２０８. 

（１７２）以上は，Exxon〔７〕，１９８２ AR, p.１２；Pratt〔５９〕，

p. ２０８，による。 

（１７３）以上は，Pratt〔５９〕，pp. ２０８ - ２１０，による。

（１７４）Pratt〔５９〕，pp. ２０２， ２０３， ２１０，による。

（１７５）１９７５年時点でカナダ連邦政府，アルバータ，オ

ンタリオの両州政府の３者が合計で３０％の所有権

を持つ。以上は，Exxon〔７〕，１９７３ AR, p.１７，１９７４, 

AR, p.１５，１９７５ AR, p.５，による。

（１７６）Exxon〔７〕，１９７８ AR, p.１２，による。一連の作業

は，まず，巨大な装置で地表面を掘削する，つい

で，掘り出された砂を熱水などで洗浄しビチューメ

ンを抽出する，さらに，改質装置（upgrader）でビ

チューメンを合成原油（synthetic crude oil）に転

換する，その後，この合成原油はパイプラインで製

油所に送られ，通常の石油と同様に処理され，ガソ

リン，灯油などが産出される，以上である（Pratt

〔５９〕，p.２００；Coll〔６３〕，pp.５４４，５４５；Exxon〔８〕，

１９９６ FOR, p.３７，による）。

　　　１９９０年代の末頃であるが，エクソン社の財務・

事業報告書（Exxon〔８〕，１９９８ FOR, p.３１）によれ

ば，カナダのオイル・サンドから産出された原油

（ブランド名は Syncrude Sweet Blend）はアメリ

カ石油協会の等級では比重は３２度であり，市場で

は，WTI 原油（第２節注〔５４〕を参照））に近い価

格で販売されている，とのことである。

（１７７）インペリアルの権益比率が３１.２５％から低下して

いるが，その理由は不明である。以上は，Exxon

〔７〕，１９８５ AR, p.９，による。

（１７８）Exxon〔７〕，１９９２ AR, p.１２, には，１９９２年にオイ

ル・サンドからの原油の生産量は １７ 万５０００ バレル／

日（インペリアルの権益は２５％）であり，これは，

カナダの全原油需要の１０％以上に相当する，生産

量の拡大，操業費用の低下によって収益性が改善

された，との記述はある。しかし，採算性などにつ

いては，エクソン社の年次報告書などにはこれ以

上の記述は見当たらないように思われる。

（１７９）Exxon〔７〕，１９７７ AR, p.１４，１９７８ AR, p.１２，１９７９ 

AR, p.１１. 

（１８０）作業は，まず，強い圧力がかけられた蒸気を井戸

に大量に送り込み，これで地下に存在するビチュー

メンの層を薄くし，ビチューメンを流動化しやすい

状態にする，ついで蒸気の注入を止めて，今度はそ

の同じ井戸からビチューメンを汲み出すのである。

その後は，一部はそのままアスファルト用として

販売し，他は，本文および前注〔１７６〕に記載したよ

うに通常の原油に転換されるのである（以上は，

Exxon〔９〕，Spring １９８５, p.１８；エッソ石油〔５〕，

１９８５年 冬号，３０，３１頁；Pratt〔５９〕，p. ２０１，による）。

（１８１）Exxon〔７〕，１９７７ AR, p.１４；Exxon〔９〕，Spring 

１９８５, p.１８.

（１８２）この時点で，予想される事業費用の総額は１１０億

ドルに急伸したのであった。なお，コールド・レイ

クでの作業は，１９８１年７月に中断した。それは，

カナダ連邦政府とアルバータ州政府との間で，この

事業から産出される石油（原油）の価格について意

見がまとまらなかったからとされている。９月に合

意に至ったが，エクソン社は，両政府の合意では，

この事業を正当とするに足る利益は得られないと

考えたようである（以上は，Exxon〔７〕，１９８１ AR, 

p.９；Exxon〔９〕，Spring １９８５，p.１８，による）。

（１８３）以上は，Exxon〔９〕，Spring １９８５， p.１８；Exxon

〔７〕，１９８３ AR, p.８，による。カナダ連邦政府とア

ルバータ州政府は，外国からの原油の輸入を抑制

し，アルバータの石油事業の発展を促すためには，

自ら事業に加わったオイル・サンドの場合と同様

に，コールド・レイクの事業が必要と考えたのであ

る（Exxon〔９〕，Spring １９８５, p.１８；Pratt〔５９〕，

pp.２０１，２０２，による）。

（１８４）なお，１９８３年には試験的に生産は始められた（以

上は，Exxon〔９〕，Spring １９８５, p.１７；Exxon〔７〕，

１９８３ AR, p.８；Exxon Mobil〔１１〕，２００６ FOR, p.４３，に

よる）。なお，これ以降，２１世紀の初頭頃までの生

産量などについては，本稿第６節〔２〕を参照せよ。

（１８５）伊藤〔７０〕，第７章，を参照。

（１８６）Pratt〔５９〕，pp.１７０, １７２, １７３. 

（１８７）以 上 は，Exxon〔７〕，１９８９ AR, p.１６，１９９０ AR, 

pp.２１，２２，１９９２ AR, p.３；Exxon〔８〕，１９９１ FOR, 

pp.４４，４５，１９９２ FOR, pp.５２-５７，１９９３ FOR, pp.６０，６１；

エッソ石油〔５〕，第４４号，１９８７年，１，２６頁，第

４８号，１９８８年，３１，３２頁，第４９号，１９８８年，２９，３０

頁，による。

（１８８）Exxon〔７〕，１９８９ AR, p.１６，による。
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（１８９）Exxon〔８〕，１９９１ FOR, p.４６；エッソ石油〔５〕，

第４９号，１９８８年，２４，２７頁；PE〔４６〕，１９８８年 ７

月，通巻２４１頁，による（英文原典を未見）。

（１９０）エッソ石油〔５〕，第４８号，１９８８年，１６頁；PE

〔４６〕，１９８８年７月，通巻２４１頁，による（英文原典

を未見）。　

（１９１）１９８８年に利益額は１３億６００万ドル，８９年は１０

億８２００万 ド ル で あ っ た。Exxon〔７〕，１９８９ AR, 

p.１６，による。

（１９２）Pratt〔５９〕，p.１７３. 

（１９３）Exxon〔８〕，１９９４ FOR, p.１２. 

（１９４）以 上 の 統 計 は，Exxon Mobil〔１１〕，２００５ FOR, 

p.１６；Pratt〔５９〕，p.５６６ note １１４，による。 

（１９５）Exxon Mobil〔１１〕，１９９９ FOR, p.７２；Exxon Mobil

〔１５〕，Fall １９９９，p.２２，による。

（１９６）ところで，上記の２００５年の獲得利益額（３９億

４３００万ドル）は，エクソンモービル社の利益額全

体との対比では１０.９％でしかない（前掲第６表参

照）。この比率からすれば，エクソンモービル社に

とって石油化学は，なお全体の一小部分にとどまっ

たと言えよう。但し，この低比率については，これ

に先立つ数年前からの原油価格の上昇・高騰（第２

節注〔５４〕を参照）とこれに伴う石油・天然ガス事

業の利益額全体の急増があったことにも留意が必

要であろう。

（１９７）Pratt〔５９〕，p.１８４. 

（１９８）社史には，エクソン社は１９８０年代半ば頃までに

多角化事業の多くを処分したが，これは同社が本業

である石油と天然ガスに再び注力する宣言であっ

た，とある（Pratt〔５９〕，pp.２１１, ２１２）。

（１９９）三次元地震探鉱法，その他の革新技術について

は，伊藤〔７１〕，４８-５０頁，を参照。

（２００）１９８５年１２月にサウジ・アラビア軽質原油の公式

販売価格（政府販売価格。ラス・タヌラ港での本船

渡し価格〔official selling prices, f.o.b. Ras Tanura〕）

は，２７.７８ドル（月平均と考えられる）であったが，

翌８６年初頭から急落し，７月には８.６３ドル（同）と

なった（Jenkins〔４３〕，Vol.１, p.１１）。

（２０１）エクソン社の社史の第４巻によれば，第２次大戦

前あるいは１９５０年頃まで，エクソン本社は，公式

には子会社の予算を承認，あるいは拒絶することは

なく，助言を行う形をとっており，子会社がしばし

ば実質的な決定権を持ったようである。その結果，

稀にではあるが，子会社が本社の意向に沿わない決

定をすることもあったとのことである（Wall〔６２〕，

pp.５-９，による）。

　　　１９７０年から９０年代初頭までのエクソン社の経

営実態を示す内部資料（corporate management 

records）を検討した近刊社史の著者によれば，エ

クソンの長期戦略の策定については，本社が自らこ

れを行うよりも，子会社（地域統括会社─後述参照）

から提出された企画・提案を本社が評価・検討して

確定することが多かったようである（Pratt〔５９〕，

pp.１４， １５，による）。有力子会社は，エクソン社の

企業方針，戦略などの立案に強い影響力を行使した

と考えられる。

（２０２）Pratt〔５９〕，pp. ２２４, ２２５，５８４；エッソ石油〔４〕，

１９８５年 冬号，３１頁，による。なお，経営委員会の機

能，役割については，本節後注〔２５１〕を参照せよ。

（２０３）Exxon〔７〕，１９７６ AR, p.１０. 

（２０４）Exxon〔７〕，１９７６ AR, p.１０.

（２０５）なお，１９６６年に，それまでエッソ・スタンダー

ド・イースタンが担ったアフリカでの活動は，新設

のエッソ・アフリカ社（Esso Africa Inc.）が引き継

ぐこととなった。但し，エッソ・アフリカ社につ

いては，１９７３年のエクソン社の組織図には含まれ

ておらず。活動の実態などは不明である。以上に

ついては，SONJ〔１７〕，１９６２ AR, p.３２，１９６５ AR, p.３，

　　１９６６ AR, pp.６，３１，３２，１９６９ AR, p.３２；Exxon〔７〕，

１９７６ AR，p.１０；Exxon〔８〕，１９７３ FOR, pp.１４, １５；

エッソ石油〔４〕，１９８８年冬号，３２頁；Wall〔６２〕，

pp.２９１，６３４，による。

（２０６）以上については，SONJ〔１７〕，１９６６ AR, pp.３１, 

３２，１９６９ AR, p.３２；Exxon〔７〕，１９７６ AR，p.２９；

Wall〔６２〕，p.７５１，による。

（２０７）Wall〔６２〕，pp.５２７，５２９，５３６. 

（２０８）SONJ〔１７〕，１９６６ AR, pp.３１，３２. 

（２０９）但し，リビアでエクソン社が入手した原油を，イ

ギリスに所在する子会社（エッソ石油）に販売した

ことなどは知られている（伊藤〔７０〕，４０１，４０２頁）。

（２１０）エッソ石油〔４〕，１９８６年 秋号，１７，１８頁，によ

る。

（２１１）エッソ石油〔４〕，１９８６年 秋号，１７，１８頁，によ

る。なお，ECI の設立によって従来の地域統括会社

が，解散・消滅したかどうかは疑問である。社史に

よれば，これら統括会社は，実質的な機能を失った

が，租税対策などの理由によって，組織（legal 

entities）としては存続したようである（Pratt〔５９〕，

p.５３４ note ２７，による）。日本などのアジア地域を統

括したエッソ・イースタン社は，第３節〔２〕で見

たように１９９０年代初頭においても存在した。

（２１２）１９８７年の場合，アメリカとカナダを除いてエク

ソン・カンパニー・インターナショナル（ECI）が統

括する諸国での原油の純生産量は，エクソン社全

体の４３.７％以上（アメリカが４１.２％以上，カナダが

１２.１％以上），原油の精製量では５５.８％（アメリカが

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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３３.２％，カナダが１０.９％），製品販売量では６３.２％

（アメリカが２６.１％，カナダが１０.６％），であった

（資料の制約により，原油生産量については確定統

計を示す事が出来ない）。以上は，Exxon〔８〕，１９９１ 

FOR, pp.１９，３７，４１，による。

（２１３）エッソ石油〔４〕，１９８６年 秋号，１７，１８頁，によ

る。

（２１４）１９８７年（年末時点，以下同じ）は１０万人，８８年

は１０万１０００人，８９年は１０万４０００人である（Exxon

〔７〕，１９８９ AR, p.２４， による）。

（２１５）エッソ石油〔４〕，１９８７年 新緑号，１４頁，によ

る。PE〔４６〕，１９８６年６月号，通巻２７４頁（英文原

典を未見），には，エクソン社は，市場の不安定に

対応して，従業員４万人（同社の世界全体の従業員

数の約２７％）の早期退職，余剰人員整理を発表し

た，とある。

（２１６）エッソ石油〔４〕，１９８７年 新緑号，１３ － １５頁，に

よる。

（２１７）Pratt〔５９〕，pp.２２３，２２４.

（２１８）Pratt〔５９〕，pp.１８，２３４. 

（２１９）Pratt〔５９〕，p.２３４.

（２２０）Pratt〔５９〕，pp.２２３，２３４. 

（２２１）探鉱技術査定グループは１９８６年初頭の原油価格

の暴落までには，大量のデータは収集・整理済み

だったようである（Pratt〔５９〕，pp.２３６，２３７，によ

る）。

（２２２）当初，ECI の探鉱事業は，これまで探鉱活動を試

みたことのない地域・国（アルゼンチン沖合，グア

テマラ，トルコ，など１２か国）での活動を対象と

するヴェンチャー（venture）と呼ばれる部門と，

既存の子会社による各国・地域（北海，アジア・太

平洋〔オーストラリア，マレーシアなど〕，アフリ

カ，その他）での探鉱事業を統括する部門，の２つ

に区分されていた。この２つが，１９８８年ないしそ

れ以降と思われるが，１つに合体したと考えられる

（以上は，エッソ石油〔４〕，１９８８年秋号，２９‐３１

頁；Pratt〔５９〕，pp.２３７，２４０，による）。

（２２３）Pratt〔５９〕，p.２３９. 

（２２４）Pratt〔５９〕，p.２４０，による。Exxon〔８〕，１９９１ FOR, 

p.１５，も参照。

（２２５）Pratt〔５９〕，pp.２３９，２４０，による。

（２２６）エッソ石油〔４〕，１９８７年 新緑号，１３頁。

（２２７）Pratt〔５９〕，pp.２４０，２４１，による。

（２２８）  以上のように，エクソン社による探鉱事業の一体

化の経緯は複雑で，錯綜している。現時点で，私は

ECI の設立（あるいは存在）の意義を含め，事態の

展開を本文に記したように整理した。今後，引き

続き検討を続けることとしたい。

（２２９）Exxon〔７〕，１９９２ AR, pp.２，８. 

（２３０）本文にも見られるように，カナダ子会社インペリ

アルも，探鉱部門を手放すことについて抵抗した

が，本社の指示を受け入れるに至った。だが，その

経緯は不明である。

（２３１）Fortune〔４２〕，April １６，２００１，p.８４. 

（２３２）Exxon Mobil〔１４〕，p.３；Exxon Mobil〔１１〕，１９９９ 

AR，p.３，による。なお，これら１２の子会社は，エ

クソンモービル社の日本法人であった旧エクソン

モービル有限会社の広報渉外部の説明によれば，独

自の株式，法人格を持つ企業組織ではなく，いわゆ

る社内カンパニーに近いとのことである（２００５年

３月２日。東京都港区海岸１ -１６ - １に所在した同社

の本部での聞き取りによる）。但し，エクソンモー

ビル社の子会社群，およびそれぞれに対する本社の

株式所有比率の一覧表を掲載した Exxon Mobil

〔１３〕，２００６，Exibit ２１, pp.１ - ４，には，エクソンモー

ビル・グローバル・サービス会社が１００％所有のデ

ラウエア州法人として掲載されている。なぜ，同社

だけが他と異なる扱いを受けたかは不明である。

（２３３）２０００年半ば頃までにほぼ確立した組織構造（前

掲第１図）は，２０１５年時点でも，基本的骨格に変

化はなかった。２０１５年時点では，新たに XTO エナ

ジー社（XTO Energy Inc. シェール・ガスの生産事

業。第６節注〔２８５〕参照）なる子会社が存在し

（２０１０年から），上流部門は５つの子会社（カンパ

ニー）と同子会社（計６）から構成された（但し，

エクソンモービル・ガス・マーケティング会社

〔ExxonMobil Gas Marketing Company〕はエクソ

ンモービル・ガス・電力・マーケティング会社

〔ExxonMobil Gas ＆ Power Marketing Company〕

となった）。下流部門ではエクソンモービル燃料

マーケティング会社（ExxonMobil Fuels Marketing 

Company）とエクソンモービル潤滑油・石油特殊品

会社（ExxonMobil lubricant & Petroleum Specialites 

Company）の合体と考えられるが，エクソンモー

ビル燃料・潤滑油・特殊品・マーケティング会社

（ExxonMobil Fuels, Lubicants & Specialities Marke-

ting Company）が設けられ，４から３へ減少した。

エクソンモービル化学（ExxonMobil Chemical 

Company）とエクソンモービル・グローバル・サー

ビス会社（ExxonMobil Global Services Company）

は引き続き存在した。他方，石炭・鉱物についての

エクソンモービル石炭・鉱物会社（ExxonMobil 

Coal and Minerals Company）は，主要組織の一覧

（Functional and Service Organizations）には含ま

れていない（鉱山業は２００２年，石炭事業は２００７年

までに整理・処分されたことによる―前節の本文お
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よび注〔１６４〕を参照）。全体として，１１の組織から

構成されるに至ったのである。なお，インペリアル

社は，２００８年まではエクソンモービル社の年次報

告書の組織一覧に記載されたが，それ以降は削除さ

れている（その理由は不明である。但し，インペリ

アル社は，２０１５年時点でもエクソンモービル本社

が６９.６％を所有する子会社として存在する）。以上

は，Exxon Mobil〔１０〕，２００８ AR, p.４６，２００９ AR, 

p.４６，２０１０ AR, p.３８，２０１５ AR, p.４６；Exxon Mobil

〔１１〕，２０１５ FOR, p.２９，による。

（２３４）Pratt〔５９〕，pp.４７８，４７９. 

（２３５）社史には，モービル社との合同以前の数年間に，

エクソン社では，職能別に組織されたグローバル企

業の形成に向けて大きな進展があり，油・ガス田の

探鉱，開発，原油と天然ガスの生産，石油化学，お

よび計算処理（computing）などの業務支援活動，

はグローバルな組織によってなされた，とある

（Pratt〔５９〕，pp. ４４５，４５４）。だが，石油化学事業の

子会社エクソン化学は，製品開発から最終製品の販

売までを担当しており，この子会社を職能別組織と

呼べるかどうかは疑問である。１９９８年およびこれ

以前のエクソン社の年次報告書の主要子会社一覧

に は，エ ク ソ ン 探 鉱 会 社（Exxon Exploration 

Company）は存在するが生産の組織（Company）は

ない。但し，１９９８年にはExxon Upstream Develop-

ment Company なる子会社が掲載されている。だ

が，これが油・ガス田の開発を担当するグローバル

な組織かどうかは不明である。以上は，Exxon

〔８〕，１９９７ AR, F２８，１９９８ AR, F３２，による。

（２３６）Exxon Mobil〔１５〕，Fall １９９９，pp.８，９；Pratt〔５９〕，

pp.４４６，４４７，による。なお，合同以前のモービル社

の 組 織 構 造 は，す で に か な り の 程 度 職 能 別

（organized mostly by function）であったとの見解

もある（Fortune〔４２〕，April １６, ２００１, p.８２）。だが，

エクソン社の経営陣は，モービル社の組織は，一部

の職能（事業）については世界的な規模で管理され

てはいるが，一部はほとんど地域別の組織であり，

アメリカ国内での活動は海外でのそれとはほぼ完

全に切り離されていると述べた。さらに，合同後の

組織構造は，それまでのエクソン社，モービル社の

いずれの組織の複写物でもない，とのことである

（以上は，Pratt〔５９〕，pp.４３８，４４６，による）。

　　　なお，カナダ子会社インペリアル（エクソン社の

株式所有比率は６９.６％）の諸事業（油・ガス田の探

鉱を除く）が，職能別の組織に編入されなかった理

由については，基本的には今後の検討課題である。

但し，社史によれば，第１に，インペリアルの経営

を任された幹部達は，従来，しばしば少数株主の存

在を念頭に，これら株主に対する責任を果たすため

にはエクソン社（エクソンモービル社）から一定の

自立性を確保する必要があると主張したこと，第２

に，具体的な説明はないが，カナダの法律がエクソ

ン社（エクソンモービル社）による残余の株の買収

を困難ならしめたこと，第３に，残余の約３０％の

株式を買い取るためにはエクソン社は相当額の資

金を用意しなくてはならなかったこと，これらによ

るようである。エクソン本社から見て，従来，イン

ペリアルの経営には，不適切な投資など少なからぬ

問題が存在したようであるが，こうした状況を踏ま

え，従来のインペリアルとの関係を改める事は控え

たとされている。但し，合同以前にモービル社がカ

ナダに保持した資産と事業については，インペリア

ルの傘下に組み込むことなく，新たにエクソンモー

ビル・カナダ（ExxonMobil Canada Ltd）なる完全

所有子会社を設立し，これに継承させたのであっ

た。以上は，Pratt〔５９〕，pp.３６８，３６９，４４６-４４８，に

よる。Exxon Mobil〔１１〕，１９９９ FOR，p.３２；Exxon 

Mobil〔１３〕，２００６，Exibit ２１，p.３，も参照。

（２３７）Exxon〔９〕，Fall １９９９，p.３. 

（２３８）Exxon Mobil〔１２〕，Exxon Mobil Corporation 

Announces New Global Structure; Updated 

Forecast by Mid- December, December ２，１９９９，に

よる。　

（２３９）Fortune〔４２〕，April １６，２００１，p.８４，に よ る。な

お，フォーチュン誌の引用ではダハン氏の発言に

は，「精製・マーケティングの責任者（the head of 

refining and marketing）」とあるが，正確な記述か

どうかは疑問である。前掲第１図に掲載された職能

別組織から判断しておそらくこの「責任者」は，エ

クソンモービル精製・供給会社（ExxonMobil 

Refining & Supply Company）の「責任者」を指す

ように思われる。

（２４０）Fortune〔４２〕，April １６，２００１，p.８４，による。

（２４１）私はかつて，日本に設けられたエクソンモービル

有限会社に対する聞き取り調査を行った（２００５年

３月２日。本部は，東京都港区海岸１ - １６ - １に所

在。エクソンモービル有限会社は，エクソン社と

モービル社の合同に伴い日本国内のエッソ石油，

モービル石油などが合体して２００２年に発足した。

但し，詳述を省略するが，その後，この有限会社は

２０１２年に改組された）。広報渉外部の担当者の説明

によれば，同社（エクソンモービル有限会社）は，

シンガポールに所在する地域統括会社（エクソン

モービルアジアインターナショナル社：サール

〔SARL〕と呼ばれるようである）の子会社であるこ

と，ヴァージニア州のフェアファックス〔Fairfax, 
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Virginia〕に本部を置いたエクソンモービル燃料

マーケティング会社（ExxonMobil Fuel Marketing 

Company）から直接指示を受けてはいないこと，

組織運営はマトリックスである，とのことであっ

た。担当者の説明，回答内容は，非常に抑制され，

かつ限定的であったが，おそらくエクソンモービ

ル有限会社に対しては，シンガポールの地域統括会

社（SARL），およびいま１つの上部組織（エクソン

モービル燃料マーケティング会社の関係会社かど

うかは不明），の２方向から指示が出されているよ

うに思われる。但し，こうした指示を受けて同社の

役員会がどのように意思決定を行っているかなど

は明らかではない。

　　　なお，本節の組織改革の検討に限定されないが，

本稿で対象としたエクソン社（エクソンモービル

社）の活動全体については，不明の部分が少なくな

い。こうした場合は通常，直接本社に問い合わせ，

回答を得ることが研究を進める上での１つの手立

てとなる。だが，エクソン社（エクソンモービル

社）の場合，これは容易なことではない。私は，

１９９０年代後半以降今日まで４度にわたり，テキサ

ス州アーヴィング市（Irving, Texas）に所在するエ

クソン社（エクソンモービル社）の本社（１９９０年

にニューヨーク市から移転開始。本社の社屋は

１９９６年に完成）に出向き，資料の収集などをおこ

なった。同社は，刊行物（publications）などすで

に公表した各種資料，および現状では事実上本社で

のみ閲覧可能な資料（但し，内部資料ではない）等

の提供・開示については非常に好意的であった。だ

が，それらでは明らかにできない事項についての私

の質問には一切回答しなかったのである。

（２４２）Exxon〔７〕，１９８５ AR, pp.５，２６，１９８９ AR, pp. ９， 

１０；Exxon〔８〕，１９９１ FOR, p.１２；Pratt〔５９〕，

pp.２３１，２３２，による。

（２４３）Exxon〔８〕，１９９１ FOR, p.１２；Pratt〔５９〕， p.２４４，

による。ある経済誌によれば，１９９０年には，エク

ソン社による新規の埋蔵量の獲得に向けた投資は，

過去１０年間においては，モービル社，RD シェル社

に劣るとのことであった（Fortune〔４２〕，April, ２３, 

１９９０，p.１０８，による）。

（２４４）Exxon〔７〕，１９８５ AR, pp.３，５，６；Pratt〔５９〕，

p.２３２，による。

（２４５）Exxon〔８〕，１９８１ FOR, pp.３７，３９， １９９１ FOR, 

pp.２８，２９. 

（２４６）Pratt〔５９〕，pp.２４３，２４４. 

（２４７）Exxon〔８〕，１９９８ FOR, p.４４. 

（２４８）Shell〔３２〕，１９９３-１９９７ FOI, p.２４；Exxon〔８〕，

１９９８ FOR. p.４３. 

（２４９）BP〔１８〕，１９９８ ARA, p.６４；Exxon〔８〕，１９９８ FOR. 

p.４３。なお，Chevron〔２３〕，２００１ AR, p.７７，も参照。

エクソン社の世界全体での探鉱事業への投資額

（exploration expenditures）では，１９９２年に前年よ

りさらに減少して１０億２６００万ドルとなり，その後

は１０億ドル台を割り，９５年に１０億４６００万ドルに

復する，といった状況であった。以上については，

Exxon〔８〕，１９９５ FOR, p.２０，１９９８ FOR，p.４３，に

よる。

（２５０）かように，組織改革によって，エクソン社による

油・ガス田の探鉱活動，埋蔵量の拡大が推進された

かどうかは疑問である。だが，後者の埋蔵量につい

て，社史によれば，エクソン社の経営陣は悲観的で

はなく，他社に対する劣位についても大きな問題と

はみなさなかったようである。同社は，政府あるい

は石油業界で用いられる確認埋蔵量は，現在の原

油・天然ガスの価格と技術水準などをもとに測定さ

れるが，エクソン社はそうした確認埋蔵量の概念

は，もはや有効性を持たないと考えたというのであ

る（Pratt〔５９〕，pp.２４４，２４５）。未確認（unproven）

とされた埋蔵量，つまり，十分な調査がいまだなさ

れていない，などの理由により確認埋蔵量に加える

ことが出来ない埋蔵量であるが，エクソン社には，

１９９０年時点で，こうした埋蔵量が確認埋蔵量（１９９０

年末では，石油換算で１４３億バレル―Exxon〔８〕，

１９９１ FOR, pp.２８，２９，による）とほぼ同規模で存在し

たとされている。同社は，すでに用いられていた三

次元地震探鉱法などの発展により，鉱区の地層構

造，原油とガスの賦存状況についての精度は，それ

までに比べ大きく向上したことで，これらが確認埋

蔵量に転化することは明らかと考えたのであった

（Pratt〔５９〕，pp.２４４，２４５）。もっとも，社史の記述か

らは，こうした未確認の埋蔵量についての RD シェ

ル社，BP 社の実情は明らかではない。果たして，

エクソン社が優位であったかどうかも疑問である。

（２５１）エクソン社（エクソンモービル社）のトップマネ

ジメントについて，ここで若干の補足を行うことと

したい。通常，エクソン社（エクソンモービル社）

の年次報告書の末尾には，取締役によって構成され

る各種の常設委員会（Standing Committees of the 

Board）が記載されている。その１つは，最高経営

責 任 者（CEO）を 委 員 長 と す る 執 行 委 員 会

（Executive Committee）である。但し，この委員会

が，１９８０年代半ば以降にどのような役割を果たした

かは明らかではない。もっとも，やや時期は古いが，

１９７６年の年次報告書（Exxon〔７〕，１９７６ AR, pp.６，

　　７，２７）によれば，執行委員会が開催されることはま

れで，定期的に開催される次の取締役会（Board of 

114

社会科学論集　第１４９・１５０合併号



Directors）までの間に，公的に決定しなければなら

ない事項が生じたときに招集される，とある。構成

員は，この時点では最高経営責任者（会長）と社

長，および交代でメンバーに加わる他の取締役（the 

rest of the membership is filled by rotation from 

among other directors），とのことである。

　　　他方，経営委員会（management committee）に

ついては，年次報告書の常設委員会の一覧には記

載がない（１９７３年についての財務・事業報告書に

掲載された組織図には，経営委員会は掲げられて

いる。Exxon〔８〕，１９７３ FOR，pp.１４.１５）。しかし，

上記と同じ１９７６年についての年次報告書の本文に

は，経営委員会は最高経営責任者を含めて７人の取

締役（社内取締役のみ）から構成されており，１週

間に数回の会議を開き，例えば，子会社が現地政府

と締結しようとする探鉱事業についての協定，化学

事業に対する投資計画，世界の石油の需給について

の見通し，といった諸案件・問題等を検討する，ま

た，２月には主要な事業単位（子会社など）の前年

の活動や財務状況を評価する，さらに，毎年秋の終

わりにはそれぞれの子会社等の４年間の投資計画，

および翌年の予算について議論する，とある（なお，

取締役会は，１２月にエクソン社全体の４年間の投

資計画，翌年の予算について検討する）。以上につ

いては，Exxon〔７〕，１９７６ AR, pp.６，８，による。

　　　１９８０年代についてであるが， １９８８年３月８日に

アメリカで行われた，証券アナリストへのエクソ

ン社の最高経営陣による説明（エッソ石油〔５〕，

第４９号，１９８８年，１ - ３頁），および同年公表された

文書（エッソ石油〔５〕，第５１号，１９８９年，６頁）

によれば，経営委員会は，会長兼最高経営責任者の

L. ロール氏を含む６人で構成され，同氏は，経営委

員会の助言を受けて，長期事業戦略，資金計画及び

設備投資予算などを統括した，とのことである。そ

の後のエクソンモービル社の時代（２００４年）では，

経営委員会は５人で構成され，この委員会が，主要

な意思決定，戦略的な事業計画，およびその結果に

ついて検討する，とある（Exxon Mobil〔１０〕，２００４ 

AR, p.５，による）。

　　　以上の考察からすれば， １９７０年代から２１世紀の

初頭頃までの本稿が対象とした時期についていえ

ば，経営委員会がエクソン社（エクソンモービル

社）の実質的な最高意思決定機関であったことは疑

いないように思われる。　

（２５２）Pratt〔５９〕，pp.４３１，４３２，による。エクソン社と

モービル社の合同についてのアメリカ連邦議会（下

院）での公聴会（１９９９年３月）で，モービル社の

会長兼最高経営責任者のルーシオ A. ノートゥ氏

（Lucio A. Noto. Chairman and Chief Executive 

Officer）は，石油大企業競争の中で生き残るために

は費用を如何に削減するかが重要であり，同社は，

過去７年間に人員を１ / ３減らし，収益性が低いと

考えられた資産を処分する，などで４０億ドル以上

の費用削減を実現した，だが，これ以上は容易では

なく，同社の株主と顧客のためには，エクソン社と

の合同が是非とも必要である，と主張した（U. S. 

House〔５１〕，pp.５０，５１，による）。

（２５３）Pratt〔５９〕，pp.２４５，４２３，４２９，４３０；BW〔３６〕，April 

９，２００１，p.９１，による。これは１９８０年代半ば頃には

かなりはっきりしていたようである。１９８０年代，

および９０年代の一時期に，エクソン社は，売上高

で RD シェル社の後塵を拝することがあったが，後

に会長兼最高経営責任者となり，８０年代半ば時点

で社長となったリー・レイモンド氏は，利益額など

の点で RD シェル社はエクソン社を超えてはおら

ず，特に問題とは考えなかった。同氏は，この当時

（８０年代半ば）において，「数量の大きさに何か神

聖なものがあるわけではない。数量それ自体を目

的とすることに特段の益はない（“Ther’ s nothing 

sacred  about  volume. Volume  for  volume ’ s  sake

       isn ’ t particularly useful”）」と明言したとされている

（Pratt〔５９〕，pp.２４５）。

（２５４）１９９６ - ９８年には，アメリカ国内では，国際石油企

業には比肩しえないが，第２次大戦以前から大企

業の一角を構成した企業群，例えばアシュランド石

油（Ashland Oil Inc.）とマラソン石油（Marathon 

Oil Company.  鉄鋼企業のUSX社〔USX Corporation〕

の子会社）の合同などが進行した。さらに，２つの

国際石油企業，RD シェル社とテキサコ社が，アメ

リカ国内に限定してではあるが，１９９８年初頭に下

流部門（原油精製，石油製品の販売）事業を合体し

たことが落とせない。両社は，アメリカの東半分に

ついてはモティーバ（Motiva），西半分については

イクイロン（Equilon）なる共同所有子会社を発足

させ，ガソリン小売市場への販売（卸売）で一躍ア

メリカの最大勢力に転じたのである。これも，エク

ソン社が企業合同（買収）を考慮する背景要因に

なったように思われる（なお，上記のモティーバに

は，サウジ・アラビアの国営企業サウジ・アラムコ

〔子会社のサウジ精製会社（Saudi Refining Inc.）〕

も所有権を持つ）。以上については，WSJ〔５３〕，

December １, １９９９；Shell〔３１〕，１９９８ AR, p.３；Texaco

〔３３〕，１９９７ AR, p.７，２０００ AR, p.３５；Saudi Aramco

〔３０〕，２００８ AR，pp.２０, ２１；Business Wire〔３７〕，

November ２８, ２００１（電子版。頁なし）；U. S. House

〔５１〕，pp. ５６, ５７；Pratt〔５９〕，p.４２８, による。

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―

115



（２５５）Exxon〔６〕，p. Ⅰ- １５. 

（２５６）WSJ〔５３〕，December  ２，１９９８；DMN〔３９〕，

December １, １９９９，による。なお，この買収は現金

で行われたわけではない。１９９８年１２月１日に締結

されたエクソン社とモービル社の協定に基づき，エ

クソン社は，モービル社の株主に対して，１モービ

ル株（普通株）あたり１.３２０１５エクソン株（普通株）

を提供し（エクソン社の提供株式数は約１０億３００

万株），モービル社の全株を取得した。これにより，

モービル社はエクソン社の完全所有子会社となり，

エクソン社は社名をエクソンモービル社と改称し

たのである。以上は，Exxon〔７〕，１９９８ AR，F ６；

Exxon Mobil〔１０〕，１９９９ AR, F ８； Exxon〔６〕，冒頭

の頁（頁番号なし），による。

（２５７）社史によれば，これは１９９８年１２月に，投資銀行

の J. P. モルガン社（J. P. Morgan & Company）の

関係者との会合の中で述べられたとのことである

（Pratt〔５９〕，p.４４１，による）。

（２５８）Coll〔６３〕，p.５７，を参照せよ。

（２５９）Exxon〔６〕， pp. Ⅰ - １９, Ⅰ - ２０，による。但し，こ

の見通しはその後大きく上方に修正された。合同後

の翌年のほぼ同じ時期（２０００年４月頃）に発行さ

れた１９９９年の年次報告書では３８億ドルとされた

（Exxon Mobil〔１０〕，１９９９ AR, p.５，による）。さらに，

２０００年８月には４６億ドルと公表された（Fortune

〔４２〕，April １６，２００１，p.８２，による）。

（２６０）合同により１万６５００人がレイ・オフ（一時解雇）

され，うち５５％はエクソン社からであった。なお，

これとは別に２５００人は重複した事業の売却に伴い

職を失った。Fortune〔４２〕，April １６, ２００１，p.８２, に

よる。

（２６１）Exxon〔６〕，pp. Ⅰ-２０，Ⅰ - ２１，による。

（２６２）Pratt〔５９〕，pp.４５４, ４５５. 

（２６３）エクソン社は，モービルを買収した後に，あらた

めて後者（モービル社）の持つ資産について詳細に

検討した。その結果，買収時には正確に評価しきれ

ていなかった１つの資産が持つ驚異的な価値

（astonishing value）に気づいたようである。それ

は，カタールの北部ガス田（North field）であった。

最高経営責任者（CEO）の L. レイモンド氏は，表

現にやや誇張があると思われるが，カタールの天然

ガス田だけで，モービル社の買収金額（８１０億ドル

相当）に十分値する，アフリカ，アジア，旧ソ連邦

の資産や事業はおまけ（bonus）である，とさえ述べ

たとのことである。この時点での北部ガス田の天然

ガスの埋蔵量（可採埋蔵量と思われる）は８００兆立

方フィートであり，石油換算で１３００億バレルを超

えたとのことである。以上は，Coll〔６３〕，pp.１９４， 

１９５，による。なお，旧ソ連邦のテンギス，カシャガ

ンの両油ガス田の原油埋蔵量などについては，第２

節注〔５９〕を参照せよ。

（２６４）エクソンモービル社は，２０００年５月までには，

アメリカ・西ヨーロッパの独占禁止当局から求めら

れた措置を実行し，指定された販売施設，製油所な

どを処分した（Exxon Mobil〔１０〕，１９９９ AR, pp.４,５, 

２０００ AR, pp.１６，１７；Pratt〔５９〕，p.４５３）。なお，合同

に際して，連邦取引委員会，EC 委員会は，油・ガ

ス田，あるいはその権益の合体については，特に問

題とはしなかった。その理由は，アメリカ国内でも

諸外国でも，エクソン社，モービル社，のみならず

大企業各社の原油・天然ガスの生産量が，業界全体

との対比でいずれも１割未満でしかなかったこと

に求められるであろう。アメリカ国内についての統

計であるが，２００１年では，原油生産量全体（年間

２８億５００万バレル）に占める上位４社のシェアは，

最大が BP 社（８.７％），第２がシェヴロン社（８.０％。

テキサコ社の買収後），３位にエクソンモービル社

（７.５％），第４位フィリップス石油社（Phillips 

Petroleum Coropration. ５.５％），であった（RD シェ

ル社は第５位で３.９％）。同じ２００１年に天然ガス（年

間１９兆７７９０億立方フィート〔石油換算で３２億９６５０

万バレル〕）では，順に BP（６.９％），エクソンモー

ビル（５.６％），シェヴロン（５.０％。同），RD シェル

（２.９％），である（伊藤〔７１〕，５２，５４頁）。エクソン

社，モービル社の合体に伴う原油・天然ガス生産事

業の一体化が，石油製品市場での競争を制約し，消

費者の利益を傷つける，といった事態が生まれる可

能性は小さいとの判断からと思われる。

（２６５）Pratt〔５９〕，p.４７９，による。

（２６６）Exxon〔８〕，１９９５ FOR, pp.３７, ４０；Exxon Mobil

〔１１〕，２００５ FOR, pp.４４，５６，による。

（２６７）Pratt〔５９〕，p.４８６，による。

（２６８）本文の２００７年のビチューメンの生産量（１５万バ

レル／日以上）は社史に基づく（前注参照。社史が

用いた典拠は，Exxon Mobil〔１５〕，２００８，No.１, p.２０，

である）。だが，エクソンモービル社の２００７年次に

ついての財務・事業報告書（Exxon Mobil〔１１〕，

２００７ FOR，p.４５），によると，コールド・レイクで

の原油生産量（但し総生産）は１５万４０００バレル／

日，とある。社史の統計（１５万バレル／日以上）

が純生産量か総生産量かは明らかではないが，ここ

で用いたエクソンモービル社の財務・事業報告書

は，ビチューメンの生産量をそのまま原油の生産量

として扱っているように思われる。同社が，財務・

事業報告書でこうした扱いを付表（統計表）におい

て明示的に行うのは２００９年次からである（Exxon 
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Mobil〔１１〕，２００９ FOR，p.６６，の付表“Net Liquids 

Production”を見よ）。だが，上記の２００７年次を含

め，それ以前の年次においても，エクソンモービル

社は，ある時点から，明示はしないがビチューメン

の生産量をそのまま原油の生産量として計上した

ことは疑いないように思われる（２００９年次の報告

書とそれ以前の各年の報告書に掲載された統計表

の比較考証による）。もっとも，こうした統計処理

がなぜ行われたかは明らかではない。

（２６９）ExxonMobil〔１１〕，２０１４ FOR, p.４８，による。こ

の資料によれば，２０１０年にオイル・サンドから得

られる原油は６万７０００バレル／日，ビチューメンが

１１万５０００バレル／日（ビチューメンから得られた

原油の量は不明）である。両者を仮に合計しても

１８万２０００バレル／日にとどまる。

（２７０）以上は，Exxon〔９〕，Spring １９８５, p.１９；Exxon 

Mobil〔１１〕，２００６ FOR, p.４３，２００９ FOR, p.４４，による。

（２７１）以 上 は，Exxon Mobil〔１１〕，２００９ FOR, p.４４；

Pratt〔５９〕，pp.４８６，５６８ note ９，による。なお，Exxon

〔９〕，Spring １９８５, p.１７，も参照せよ。

（２７２）エクソン社は，２００９年頃と思われるが，オイル・

サ ン ド に つ い て 言 え ば，High-Temperature 

Paraffinic Froth Treatment process なる新技術に

よって，改質装置（upgrader）の必要性を除去し，

費用の大幅な削減を可能にしたとのことである。

Exxon Mobil〔１１〕，２００９ FOR, p.４４，による。なお，

第４節注〔１７６〕も参照せよ。

（２７３）２０１５年末では，世界の原油の確認埋蔵量の７１.４％

は OPEC 諸 国 に 賦 存 す る。BP〔１９〕，June ２０１６, 

p.６，による。

（２７４）エクソン社自身，自社で精製用に必要とする原油

の多くをこれら国営企業に依存したのである。１９９９

年３月のアメリカ連邦議会（下院）の公聴会での証

言によれば，エクソン社の最高経営責任者（CEO

の L. レイモンド氏）は，証言の時点で，同社は世

界全体で約５５０万バレル／日の石油製品を販売して

いるが，同社が自ら生産している原油は１５０万バレ

ル／日であり（但し，原文は１.５ barrels a day of 

crude oil と誤記されている），残余をサウジ・アラ

ビアの国営企業サウジ・アラムコ，イランの国営イ

ラン石油（National Iranian Oil Company），ヴェネ

ズエラの国営ヴェネズエラ石油などから購入して

いる，と述べた。U.S.House〔５１〕，p.６４，による。

（２７５）Exxon Mobil〔１１〕，２００５ FOR, p.５９；Shell〔３２〕 

２００２- ２００６ F&OI, p.３９；BP〔２１〕，２００２- ２００６ FOI, 

p.５２；Chevron〔２３〕，２００６ AR, p.５；Pratt〔５９〕，p.４９２，

による。

（２７６）Pratt〔５９〕，p.４９２. 

（２７７）１９７１，８０，９０年は，エネルギー経済研究所〔６４〕，

７２頁（原資料は BP 社の統計）。２０００年は，BP〔１９〕， 

June ２００２, p.３８, ２０１０年は BP〔１９〕，June ２０１２, p.４１，

による。

（２７８）LNG 事業については，カタールだけではなくイ

ンドネシアにおいても，モービル社がすでに大規模

な事業に取り組んでいた。同社は，インドネシアの

スマトラ島北部の天然ガス田（アルン〔Arun gas 

field〕とその周辺のガス田）に権益を有し，産出さ

れた天然ガスは LNG として日本などに販売され

た。エクソン社との合同以前の１０年間に，この事

業からの売上高は，モービル社の海外での上流部門

の全売上高の１ / ５を占め，現地子会社の１９９８年の

利益額は２億９５００万ドルであった（以上は，Pratt

〔５９〕，pp.４９０，４９１；Coll〔６３〕， p.９５，による）。エク

ソン社はモービル社との合同以前には，インドネシ

アでは天然ガスの生産を全く行っていなかったと

考えられるが，第５表に見るように，「アジア・太

平洋」の生産額は１９９９年に倍増した。これはイン

ドネシアでのモービル社の権益を継承したことに

よると言えよう。

　　　スマトラ島北部のガス田でエクソンモービル社

が獲得した天然ガス（純生産量。以下同じ）は，

２００２年に８億２５００万立方フィート／日（石油換算

で１３万７５００バレル／日。以下同じ）である。その

後は，２００４年に５億８０００万立方フィート／日，２００６

年に３億６５００万立方フィート／日，２００８年に２億

３９００万立方フィート／日，２０１０年に２億１５００万立

方フィート／日，などであった（以上は，Exxon 

Mobil〔１１〕，２００２ FOR, pp.４１, ５５，２００４ FOR, 

p.５４，２００６ FOR, pp.５０，５７，２００８ FOR, pp.３７, ５９，２０１０ 

FOR, pp.５９，による）。見られるように，インドネ

シアでの生産量は，減少傾向をたどった。その理由

あるいは背景要因の１つは，ガス田のある地域

（アーチャイ州〔Aceh〕）が，長年にわたりインド

ネシアからの独立闘争が展開された一大紛争地帯

だったことにあるようである。エクソンモービル社

は，２００１年３月には，分離独立派による武装襲撃

を避けるために生産を一時停止せざるをえなかっ

た（８月頃まで）。また，インドネシア軍による現

地の住民への弾圧に目をつぶったことで裁判に訴

えられたのであった。インドネシアにおけるこうし

た事情も，エクソンモービル社がカタールでの事業

の比重を高める背景にあったように思われる（以上

は，CE〔３８〕，October １, ２００２〔電子版。頁なし〕；

BW〔３６〕，April ９，２００１，pp.９２，９３；Coll〔６３〕，pp.１２０, 

１９７，１９８，による）。

（２７９）以上は，Pratt〔５９〕，pp.４３１，４９０，による。

エクソンモービル社の史的展開―１９７０年代初頭から２１世紀の最初の数年間まで―
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（２８０）Pratt〔５９〕，p.４９０，による。なお，本節注〔２６３〕

では，ほぼ同時期であるが，Coll〔６３〕，pp.１９４, １９５，

に基づき８００兆立方フィートと記した。だが，いず

れがより正確かは不明である。

（２８１）以上については，Exxon Mobil〔１０〕，２００２ AR, 

p.１２；Exxon Mobil〔１１〕，２００２ FOR, pp.４８, ４９, 

５５，２００３ FOR, p.４５，による。

（２８２）カタールのガスは容易に液化しやすく，生産費の

面で有利であったとされている。CEO のレイモン

ド氏は，２０００年頃と思われが，１０００立方フィート

が３ドルであれば，利益が出ると想定した。もっと

も，２，３年以内に価格は１５ドルに高騰したので

あった（但し，これは一般市場価格（スポット価格

〔spot price〕）と推定され，直ちにエクソンモービ

ル社の販売価格〔長期契約価格〕を引き上げたわけ

ではない）。LNG 事業から得られるエクソンモービ

ルの利益が増加したことは言うまでもないであろ

う。以上は，Coll〔６３〕，pp.１９８，１９９，による。

（２８３）SONJ〔１７〕，１９６７ AR, pp.１４, １５；伊 藤〔７０〕，２８０

頁，３０８ - ３０９頁注〔１２〕；伊藤〔７２〕，４０頁，を参照。

なお，業界全体でみると，２１世紀の初頭と考えら

れるが，世界の天然ガス貿易の７５％はパイプライ

ンによる，とされている（サハリン石油ガス開発

〔２９〕，４頁，による）。

（２８４）２０１１年についての統計であるが，同年末の天然

ガスの確認埋蔵量（世界全体で７３６０兆９０００億立方

フィート〔石油換算で１兆２２６８億バレル〕）を見る

と，世界最大はロシアであり全体比２１.４％，第２位

がイラン１５.９％，第３位にカタール１２.０％，第４位

トルクメニスタン１１.７％，などである（BP〔１９〕，

June ２０１２, p.２０，による）。

（２８５）周知のように，２１世紀に入りアメリカなどで

シェール・ガス（shale gas）の生産が急進展した。

シェール・ガスは，頁岩（shale）に含まれた天然ガ

スであるが，従来の天然ガス（在来型）に比べ，流

動性が低く，岩石に残留，吸着する度合いが高いた

めに生産には多くの費用を要した。だが，水平掘削

技術，水圧破砕技術などの登場・活用により，また

在来の天然ガスの価格の上昇を受けて事業として

の採算性を確保することとなったのである（シェー

ル・ガス事業についての平易な解説として，さしあ

たり，市原〔６６〕；伊原〔６７〕，を参照せよ）。

　　　この事業についてのエクソンモービル社の取り

組みは，最近年のことに属しており，２１世紀の最

初の数年間までを対象とした本稿では検討の対象

外とせざるを得ない。ここでは以下の記載にとどめ

る。

　　　同社によるシェール・ガス事業への進出は，テキ

サス州のフォートワース市（Fort Worth）に本社を

持つ XTO エネルギー社（XTO Energy Inc. 以下

XTO 社）なる企業が，２００７年８月頃にエクソン

モービル社に自社（XTO 社）の買取り，あるいは

エクソンモービル社との提携を申し出たことを契

機としたようである。XTO 社は，フォートワース

近郊に所在するバーネット・シェール・ガス田

（Barnett shale gas field）での生産の進捗を踏まえ

て，自社の売却などを探ったのであった（Exxon 

Mobil〔１０〕，２００９ AR, p.３；Coll〔６３〕，pp.５７８，５８９）。

エクソンモービル社は，XTO 社の申し出を受け入

れ，２０１０年６月に４１０億ドルで後者を買収した。

同年，アメリカ国内についてであるが，エクソン

モービル社の天然ガスの純生産量は，前年（１２億

７５００万立方フィート／日）の２倍強の２５億９６００

万立方フィート／日（石油換算で４３万２７００バレル

／日）となり，確認埋蔵量もまた前年（１１兆８０２０

億立方フィート）の２倍を超える２６兆１１１０億立方

フィート（石油換算で４３億５２００万バレル）となっ

た。これらは主として XTO 社の買収によるものと

考えられる（Exxon Mobil〔１０〕，２０１０ AR, p.１４；

Exxon Mobil〔１１〕，２０１０ FOR, pp.６３，６６；Coll〔６３〕，

pp.５８８；Pratt〔５９〕，p.５６９ note１９）。　

（２８６）伊藤〔７１〕，４２頁，による。なお，本文の世界全

体の原油生産量（８１６６万３０００バレル／日）は，前

掲第２表（８２４８万７０００バレル／日）とは異なる。

典拠は，ともに BP 社の統計であるが，２００７年に公

表された統計（伊藤〔７１〕，４２頁，で使用）が後に修

正されたと考えられる。

（２８７）伊藤〔７１〕，４３頁。

（２８８）伊藤〔７１〕，４２，４３頁。

（２８９）伊藤〔７１〕，４３頁。２００６年に，原油生産量では，

エクソンモービル社に次ぐ国際石油企業は，BP 社

（８位。３.０３％－純生産量），RD シェル社（９位。

２.４９％－同），などである。天然ガスでは，第４位に

BP 社（３.０４％－純生産量），第５位に RD シェル社

（３.０２％－同）が続く。伊藤〔７１〕，４２，４３頁，による。

（２９０）伊藤〔７０〕，３３７頁，参照。 
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典拠資料・文献

　以下に掲げたのは，本稿において注などで直接典拠と

して用いた資料，文献である。　

　＊組織名・企業名・著者名などのアルファベット順に

　　配列。

　

Ⅰ　国立公文書館の所蔵資料

　以下の２点のみ使用。

〔１〕アメリカ国立公文書館（the National Archives）

所蔵資料。

  　　アメリカ合衆国のメリーランド州カレッジ・パー

ク市（College Park. Maryland）に所在する国立公

文書館の分館（National Archives at College Park. 

Archives Ⅱと呼ばれる）に所蔵された資料。

　　　Special  Research  Bureau  Memorandum,  No. 

M/４ /７３, SAUDI ARABIA, KUWAIT AND ABU 

DHABI SIGN PARTICIPATION AGREEMENT, 

January  １２, １９７３：PET ３ - Organizations and Conferences 

１９７３：Bureau of Near Eastern and South Asian 

Affairs Office of Arabian Peninsula Affairs, Records 

Relating to the Persian Gulf and Arabian Peninsula 

１９５２-１９７５：RG ５９，

　　　こ の 記 載 の う ち， Special  Research  Bureau 

Memorandum, No. M/４/７３, SAUDI ARABIA, KUWAIT 

AND ABU DHABI SIGN PARTICIPATION 

AGREEMENT, January １２, １９７３，は文書名（record 

item）：PET３ - Organizations and Conferences １９７３，

はこの文書が入っているフォルダー（ファイル入

れ）につけられた名称（folder unit）：Bureau of Near 

Eastern and South Asian Affairs Office of Arabian 

Peninsula Affairs, Records Relating to the Persian 

Gulf and Arabian Peninsula １９５２-１９７５，は文書ある

いはフ ォ ル ダーの分類名（seriesあるいはsubseries）：

RG ５９，は Record Group ５９の 略 で 国 務 省（the 

Department of State）を意味する，以上である。

　　　この文書については，NACP〔１〕と記載する

（NACP は，the National Archives at College Park

の略）。

〔２〕イギリス国立公文書館（the National Archives）

所蔵資料。

　　　連合王国（イギリス）のサリー州リッチモンド市

（Richmond. Surrey）に所在する国立公文書館所蔵

資料。

　　　Participation Arrangements between Her Majesty ’ s

　　Government, the British National Oil Corporation 

and Shell  （UK）  Limited ， Memorandum of Principles, 

２３ December １９７６：FCO ９６/ ５５３.

　　　この記載のうち，Participation Arrangements 

between Her Majesty’ s Government, the British 

National Oil Corporation and Shell （UK） Limited，

Memorandum of Principles, ２３ December １９７６，は

文書名：FCO ９６/ ５５３，はこの文書が，外務連邦省

（the Foreign and Commonwealth Office：資 料 の

グループ名は FCO）の文書であり，分類番号 FCO 

９６の中の５５３番のフォルダーに入っているを意味

する，以上である。

　　　この文書については，NAUK〔２〕と記載する

（NAUK は，the National Archives of the United 

Kingdom の略）。

　

Ⅱ　エクソンモービル社（ニュージャージー・スタン

　　ダード石油会社，エクソン社），同子会社の年次報

　　告書，財務・事業報告書，広報誌など　

〔３〕  Esso Petroleum Company， Ltd., Report and Accounts. 

各年次号。イギリス子会社の年次報告書。

　　　Esso UK〔３〕，１９７５ RA， p.１５，のように記載。な

お，Report and Accounts ではなく Annual Report

と表示される年次もあるが，すべて Esso UK〔３〕，

１９７５ RA，p.１５，のように記載。

〔４〕エッソ石油株式会社『エッソジャパン』。各号。

エッソ石油〔４〕，１９８６年 新緑号，１５頁，のように

記載。

〔５〕  エッソ石油株式会社『OILWORLD』。各号。エッ

ソ石油〔５〕，第５０号，１９８９年，１５頁，のように

記載。

〔６〕   Exxon Corporation，Annual Meeting and Exxon 

Mobil Merger：Proxy Statement ／ Prospectus，

April ９, １９９９. Exxon〔６〕，pp. Ⅰ-１５, のように記載。

〔７〕Exxon Corporation，Annual Report. 各年次号。

例えば，１９９４年次の報告書（１９９５年に刊行）につ

いては，Exxon〔７〕，１９９４ AR，p.１５，のように記

載。以下，同様に，年次報告書，および事業・財務

報告書（Financial ＆ Operating Review ）は対象年

次の年数を記載（他社についても同様）。それ以外

は特に断らない限り刊行年。

〔８〕Exxon Corporation，Financial ＆ Operating Review. 

各年次号。Exxon〔８〕，１９９４ FOR，p.１５，のよう

に記載。但し，１９９３年より以前は Financial and 

Statistical Supplement to the Annual Report, ある

いは Annual Report Supplement, などのタイトル

であった。しかし，煩雑を避けるために，これらの

号についても，すべて Exxon〔８〕，１９８７ FOR，p.１５，

のように記載。

〔９〕Exxon Corporation，Lamp. 各号。Exxon〔９〕，
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Winter １９９８，p.１５，のように記載。

〔１０〕Exxon Mobil Corporation，Annual Report. 各年次号。

Exxon〔１０〕，２０００ AR，p.１５，のように記載。なお，

２０００年以降，Summary Annual Report に名称が変

更されるが，Exxon〔１０〕，２０００ AR，p.１５，のよう

に記載。

〔１１〕 Exxon Mobil Corporation，Financial ＆ Operating 

Review. 各年次号。Exxon Mobil〔１１〕，２０００ FOR，

p.１５，のように記載。

〔１２〕Exxon Mobil Corporation，For Immediate Release. 

このプレスリリースについては，例えば，Exxon 

Mobil〔１２〕，Exxon Mobil Corporation Announces 

New Global Structure; Updated Forecast by Mid- 

December, December ２, １９９９，のように記載。

〔１３〕Exxon Mobil Corporation，Form １０-K.  例 え ば， 

Filed: February ２８, ２００７（period: December ３１, 

２００６）の場合は，Exxon Mobil〔１３〕，２００６，Exibit 

２１, p.１５，のように記載。

〔１４〕Exxon Mobil Corporation, Global Capabilities for 

the ２１st Century, 刊行年次不詳。

〔１５〕Exxon Mobil Corporation， Lamp. 各号。ある年

次から号数の表記が変化する。以下では，Exxon 

Mobil〔１５〕，Fall １９９９, p.１５, あるいは，Exxon Mobil

〔１５〕，２００８，No.１，p.１５, のように記載。

〔１６〕Exxon Mobil Corporation，News Releases & 

Media Statements. このプレスリリースについて

は，例えば，Exxon Mobil〔１６〕，August １１, ２００４, 

のように記載。

〔１７〕Standard Oil Company（New Jersey），Annual 

Report. 各年次号。 SONJ〔１７〕，１９６０ AR，p.１５，

のように記載。

Ⅲ　他の石油企業等の年次報告書，事業・財務報告書，

　　公表資料など

〔１８〕BP，p.l.c., Annual Report and Accounts. １９９８年

以降，アモコ社などの買収に伴いそのつど社名が変

更され，また年によっては報告書の名称も Annual 

Report とされる場合がある。だが，煩雑を避ける

ために，すべての号について BP〔１８〕，２０００ ARA, 

p.１５，のように記載。

〔１９〕BP，p.l.c., BP Statistical Review of World Energy. 

各年次号。BP〔１９〕，June ２０００, p.１５，のように記載。

〔２０〕 BP，p.l.c., BP Statistical Review of World Energy

（長期統計。June ２０１６）。BP 社の HP による。

　　 http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-

economics/statistical-review-of-world-energy.html. 

BP〔２０〕，と記載。

〔２１〕BP，p.l.c., Financial and Operating Information. 

各年次号。BP〔２１〕，１９９０-１９９４ FOI，p.１５，のよう

に記載。これについても社名の変更にかかわらず，

すべての号について BP〔２１〕，１９９０-１９９４ FOI，p.１５，

のように記載。

〔２２〕BP， p.l.c., Press Releases. BP〔２２〕，PR, １３ April, 

２０００, のように記載。

〔２３〕Chevron Corporation, Annual Report. 各年次号。

Chevron〔２３〕，２０００ AR, p.１５，のように記載。

　　なお，２００１年にテキサコ社を買収して以降，社名

が一時 ChevronTexaco となるが，Chevron〔２３〕，

２００５ AR, p.１５，のように記載。

〔２４〕Chevron Corporation, Supplement to the Annual 

Report. 各年次号。Chevron〔２４〕，２０００ SAR, p.１５,

のように記載。ここでも同様に社名変更にもかかわ

らず Chevron〔２４〕，と記載。

〔２５〕ConocoPhillips Company, Annual Report. 各年次

号。ConocoPhillips〔２５〕，２００５ AR, p.１５, のように

記載。

〔２６〕ConocoPhillips Company, Form １０-K. 各年次号。

ConocoPhillips〔２６〕，２００５，p.１５，のように記載。

〔２７〕Mobil Corporation, Annual Report. 各年次号。

Mobil〔２７〕，１９９４ AR，p.１５，のように記載。

〔２８〕Mobil Corporation, Fact Book . 各年次号。Mobil

〔２８〕，１９９８ FB. p.１５，のように記載。

〔２９〕サハリン石油ガス開発株式会社『SAKHALIN- １ 

日本への天然ガスパイプライン』（同社発行のパン

フレット），２００３年。

〔３０〕Saudi Arabian Oil Company（Saudi Aramco）, 

Annual Review. 各年次号。Saudi Aramco〔３０〕，

２０００ AR, p.１５, のように記載。

〔３１〕The “Shell” Transport and Trading Company, p.l.c., 

Annual Report. 各年次号。なお，報告書の名称が，

Annual Report and Accouts に変更されることも

あるが，Shell〔３１〕，２０００ AR, p.１５，のように記載。

〔３２〕The “Shell” Transport and Trading Company，

p.l.c., Financial and Operational Information. 各年次

号。Shell〔３２〕，１９９７-２００１ FOI, p.１５，のように記載。

〔３３〕Texaco, Inc., Annual Report . 各年次号。Texaco

〔３３〕，１９９９ AR, p.１５, のように記載。

〔３４〕Total S.A., Registration Documents. 各年次号。

Total〔３４〕，２００７ RD，p.１５，のように記載。

Ⅳ　統計書，業界誌・紙，新聞，アメリカ連邦議会の公

　　聴会記録など

〔３５〕American Petroleum Institute，Basic Petroleum 

Data Book: Petroleum Industry Statistics , Vol.  Ⅹ Ⅳ ，

No. ３，September １９９４. API〔３５〕，Section Ⅲ ,Table 

６，のように記載。

120

社会科学論集　第１４９・１５０合併号



〔３６〕Business Week. 各号。BW〔３６〕，April ９, ２００１，

p.１５，のように記載。

〔３７〕Business Wire. Business Wire〔３７〕，November 

２８, ２００１（電子版。頁なし），のように記載

〔３８〕Chief Executive（U.S.）. 各号。CE〔３８〕，October 

１, ２００２（電子版。頁なし），のように記載。

〔３９〕The Dallas Morning News. DMN〔３９〕，December 

１, １９９９, のように記載。

〔４０〕独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構

（JOGMEC）金属企画部・企画課編『非鉄金属資源

開 発 技 術 の し お り（２０１４年 ８ 月 刊）』。以 下，

JOGMEC〔４０〕，と記載。

〔４１〕独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構

（JOGMEC）『石油・天然ガス用語辞典』（ホームペ

イジ：http://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl）。

JOGMEC〔４１〕，と記載。

〔４２〕Fortune. Fortune〔４２〕，April １６, ２００１，p.１５，

のように記載。　

〔４３〕 Gilbert Jenkins，Oil Economists ’ Handbook， ５ th 

Edition， Elsevier Science Publishers Ltd.，１９８９. 

Jenkins〔４３〕，Vol. １，p.１５，のように記載。 

〔４４〕Moody’ s Industrial Manual. Moody’ s 〔４４〕，１９７０，

p.１５，のように記載。

〔４５〕 Oil and Gas Journal. O&GJ〔４５〕，January １, １９７３, 

p.１５，のように記載。

〔４６〕Petroleum Economist. 日本語版。PE〔４６〕，１９９１

年１２月号，４５０-４５３頁，のように記載。

〔４７〕石油鉱業連盟・発行『石鉱連資源評価スタディ 

２００２年：世界の石油・天然ガス等の資源に関する

２０００年末評価』，２００２年。石鉱連〔４７〕，１５頁，の

ように記載。

〔４８〕石油鉱業連盟・発行『石鉱連資源評価スタディ 

２００７年：世界の石油・天然ガス等の資源に関する

２００５年末評価』，２００７年。石鉱連〔４８〕，１５頁，の

ように記載。

〔４９〕石油連盟・発行『今日の石油産業』。各年次号。

石油連盟〔４９〕，２００７年版，１５頁，のように記載。

〔５０〕資源エネルギー庁『エネルギー白書』。各年次号。

資源エネルギー庁〔５０〕，２００７年版，１５頁，のよう

に記載。

〔５１〕U. S. Congress, House, Committee on Commerce, 

The Exxon-Mobil Merger，Hearings before the 

Subcommittee on Energy and Power of the 

Committee on Commerce, House of Representatives, 

１０６th Congress, first sess., U. S. Government 

Printing Office，１９９９. U. S. House〔５１〕，p.１５，の

ように記載。

〔５２〕U.S. Congress，Senate，Committee on Foreign 

Relations，Multinational Corporations and United 

States Foreign Policy，Hearings before the 

Subcommittee on Multinational Corporations of the 

Committee on Foreign Relations， Part.４-９，９３rd，

Cong.，１st and ２d sess.，U. S. Government Printing 

Office, １９７４，１９７５. U. S. Senate〔５２〕，pt.６，p.１５，

のように記載。

〔５３〕 Wall Street Journal. WSJ 〔５３〕，December １, １９９９，

のように記載。

Ⅴ　エクソンモービル社などの社史

〔５４〕 George S. Gibb and Evelyn H. Knowlton，History 

of Standard Oil Company （ New Jersey）: The 

Resurgent Years, １９１１-１９２７，１９５６，reprint， Arno 

Press Inc. １９７６. 

〔５５〕 Ralph W. Hidy ＆ Muriel E. Hidy，History of 
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（ホームペイジ〔HP〕等）については，いずれも２０１６
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成果の一部である。
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《Summary》

                                     
The History of Exxon Mobil Corporation

from the early 1970s through the early 21st Century
                                   

ITOH Takashi 
                                     

　　This article aims to clarify the business activities of Exxon Mobil Corporation over a period of 

more than thirty years since the early 1970s. The main topics consist of upstream businesses, 

downstream businesses, diversification, organizational structures, and the Exxon Mobil Merger. 

Another purpose of this article is to review Exxon: Transforming, 1973-2005 by Joseph A. Pratt with 

William E. Hale, which was published in 2013 and is the fifth volume of the history of the Company. 

 The main conclusions are the following：

　（1） The upstream business of the Company has already been discussed in my past articles, so this 

paper almost entirely foregoes a full description of this side of the company’ s business. Instead, it 

chiefly focuses on a critical review of the newly published history. The latter seems, in my view, to 

have failed to treat important themes, such as Exxon ’ s oil production in Alaska, the North Sea, and 

other areas.

　（2） Downsizing has been the long-term trend in the downstream business of the Company from the 

middle of the 1970s until now. Since the early 1990s, in particular, the Company executed cost cutting 

and increased efficiency. For example, the entire tanker fleet has been disposed of due to its low 

profitability.

　（3） The Company rushed to move into various industries, such as office equipment, minerals, 

nuclear fuel, coal, solar power, synthetic fuels, and others, after the first oil crisis in 1973, but almost all 

these new businesses had left the Company by the early 21st century. Their profits had been very 

disappointing.  

　（4） The Company initiated organizational innovations after the oil bust of 1986. The structure 

composed of regional subsidiaries was transformed into a globally functioning organization after the 

Exxon Mobil Merger. 

　（5） Exxon acquired Mobil near the end of 1999. The portfolio received from Mobil included some 

assets of astonishing value. The interest in the North gas field in Qatar was the best of these, and it has 

brought Exxon Mobil into the large liquefied natural gas （LNG） business. The Merger has been 

successful and has strengthened the position of the Company in the world’ s petroleum industry. 

　

　Keywords: Exxon Mobil, upstream, downstream, diversification, organizational structures, 

                     the Exxon Mobil Merger


